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する条例について 
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―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

本日の会議に付した事件 

第１から第27までの各事件 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

出席議員（１２名） 

    １ 番   松 嶋 哲 也 君      ２ 番   須 田 盛 也 君 

    ３ 番   服 部 光 由 君      ５ 番   梅 村 辰 郎 君 

    ６ 番   永 田 知 子 君      ７ 番   古 田 秀 文 君 
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    12 番   山 口 育 男 君      13 番   佐 藤 好 夫 君 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

欠席議員（１名） 

    ４ 番   豊 澤 正 信 君 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

説明のため出席した者 

  市 長  武 藤 鉄 弘 君    副 市 長  堀 部   勉 君 

                       市長公室長兼 
  教 育 長  島 田 昌 紀 君    秘 書 課 長  井 上 博 司 君 

                       民 生 部 長 
  総 務 部 長  纐 纈 敬 久 君    （福祉事務所長）  西 部 睦 人 君 

  産業振興部長  永 田 幸 泰 君    建 設 部 長  伊 藤   篤 君 

  会計管理者兼               教育次長兼 
  会 計 課 長  篠 田 博 史 君    学校教育課長  武 井 由 典 君 

                       民生部参事兼 
  美濃病院事務局長  林   信 一 君    保健センター所長  辻   幸 子 君 

  建設部参事兼               総務課長・ 
  都市整備課長  島 田 勝 美 君    選挙管理委員会  後 藤 尋 明 君 
                       事 務 局 長 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

職務のため出席した事務局職員 

  議会事務局長  柴 田 勝 己      議会事務局次長  佐 藤 和 仁 

  議会事務局 
  議事調査係長  内 藤 佳奈子 
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○議長（古田秀文君） 皆さん、おはようございます。 

 本日は、令和４年第５回美濃市議会定例会が招集されましたところ、御参集いただきまし

て、誠にありがとうございます。 

 今期定例会は、美濃和紙の日にちなみ、美濃和紙議会と銘打ち開催をいたします。どうか

慎重に審議を賜りますとともに、議会の円滑なる運営に御協力をお願いいたします。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

  市長挨拶 

○議長（古田秀文君） 開会に先立ち、市長の挨拶があります。 

 市長 武藤鉄弘君。 

○市長（武藤鉄弘君） 皆さん、おはようございます。 

 本日は、令和４年第５回美濃市議会定例会を招集させていただきましたところ、議員各位

には御出席を賜り誠にありがとうございます。さらには、日頃より市政進展に、議員活動に

御尽力されていることに対し、敬意と感謝を申し上げたいと思います。 

 また、美濃市は、11月27日を美濃和紙の日としておりますけれども、皆様も御存じのとお

り、平成26年11月27日に本美濃紙がユネスコ無形文化遺産に登録されたことを機にして制定

したものでございます。市議会におかれましても、毎年12月議会を美濃和紙議会として、議

場内に美濃和紙の花同好会の皆様の協力による和紙の花の飾りつけ、あかりアート作品の展

示など、美濃和紙を広く市内外にＰＲをしていただきまして、感謝を申し上げたいと思いま

す。非常に和やかな雰囲気の中でこの12月議会が開催されることを喜んでおるところでござ

います。 

 さて、令和４年も早いもので12月に入り、本年も残すところ１か月となりました。季節は

晩秋から初冬へと移り変わり、紅葉の葉も落ち、木々は冬支度をし、間もなく本格的な冬を

迎えようとしております。 

 本年は、昨年に引き続き、年の初めから新型コロナウイルス感染症の対策に追われる１年

でございました。夏場の第７波におきましては、新たなウイルスであるオミクロン株による

大規模な感染拡大への対策として、ワクチン接種の加速化などに取り組んだところでござい

ます。 

 全国的に秋が深まるにつれ、感染急拡大に歯止めがかからない状況にあります。美濃市に

おきましても、新規陽性者が11月22日から28日の１週間で、人口10万人当たりに対しまして

922人余りと、県内42市町村の中で多いほうから７番目となっております。市民の皆様には、

継続して基本的な感染防止対策を徹底いただくとともに、３回から５回までのオミクロン株

対応及び小児・乳幼児への速やかなワクチン接種をお願い申し上げたいと思います。 

 このような１年でございましたけれども、春の美濃まつりは中止となりました。しかしな

がらコロナ対策を講じながら、ウイズコロナを見据え、秋から市のメインイベントである美

濃和紙あかりアート展のほか、産業祭・健康フェア・防災フェア、同一に開催する総合フェ

アを３年ぶりに開催いたしました。参加いただきました企業は若干減少しましたけれども、
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今までとは違うステージイベントを催し、子供からお年寄りまで多くの方々が御来場いただ

き、総合フェアを楽しんでいただいたと感じております。 

 このほかにも、美濃和紙の日を記念した美濃和紙の里会館のナイトミュージアムやスカイ

ランタンを飛ばすイベント、また市民の方たちが主催した様々なイベントが開催され、多く

の方が美濃市を訪れ、市内の活気につながりました。事業に携わっていただきました多くの

関係各位の皆様に感謝を申し上げたいと思います。 

 一方で、世界に目を向けますと、長引くロシアによるウクライナへのミサイル攻撃、繰り

返される北朝鮮のミサイル発射、急激な円安など、市民生活に大きく影響を及ぼしておる状

況にあります。特にエネルギー価格の高騰や原材料価格の上昇で食料品等生活関連商品が高

騰するなど、全国の地方公共団体では、その対策に明け暮れた１年であったと思います。 

 本市におきましても、物価高騰対策として家計を支援していくために、11月には洗剤セッ

トを配付し、12月には灯油72リットルを配付することとしております。さらに、市民税非課

税世帯、市民税均等割世帯並びに子育て世帯への給付金につきましては、年内に給付ができ

るよう準備を進めております。 

 また、暗い話題だけではなく明るい話題もございました。新たな学校給食センターが前野

地区に竣工し、徹底した衛生管理の下、安全で安心できる栄養のバランスの取れた給食、並

びに食物アレルギーに配慮した給食を小・中学生の児童・生徒へ提供することができるよう

になりました。 

 また、子供から大人までが楽しみながら市民の文化力向上及び子供たちが情緒豊かに育っ

ていくことを目的に健康文化交流センターを中心に定期的なクラシックコンサートを開催い

たしました。 

 また、少子化対策といたしましては、民間企業と連携した美濃市保育園留学の実証実験を

進めております。保育園留学とは、地方の保育園と自然に触れる機会を求めている都市部の

子育て家族をつなぐワーケーションプログラムであります。子供は保育園で過ごし、保護者

はテレワーク等をし一日を過ごします。子供たちには非日常体験による成長が期待され、滞

在中の消費による地域経済の活性化も期待ができます。 

 滞在期間は２週間程度まででございますけれども、11月末現在で90組を超える多くの家族

から問合せをいただいており、年度内には10組程度の家族に体験をいただく予定となってお

ります。 

 このほかにも10月からは、３歳未満児に係る保育料の全部または一部を支援しております。 

 効果については、いずれの事業も現時点では不明でございますけれども、美濃市への移

住・定住の礎になればと考えております。 

 経済対策としましては、現在、体験型観光を推進するために観光事業者を対象にした日帰

りツアーなどアフターコロナを見据えた事業を実施しております。 

 また、マイナンバーカードの取得促進につきましては、市民の御協力及び職員の努力によ

りまして、今日現在で申請率71.5％程度ということで非常に高い水準となっております。今
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後は、市民の皆様にマイナンバーカードの利活用について、周知等を図ってまいりたいと考

えております。 

 また加えまして、地球規模の課題であります地球温暖化の環境問題に取り組むため、市民

や有識者によるＳＤＧｓ、カーボンニュートラル、あるいは市民生活に欠かせなくなるデジ

タルトランスフォーメーションを推進していく３つの協議会を設立し、本年度は実情や先進

地の実例を学習する研修会などを開催し、来年の秋頃を目途に取組の方向性をまとめてまい

りたいと考えております。 

 今後も、コロナ禍の中、地域経済の回復と活性化に向けて、市民の皆さんが安心して住み

続けられるまちを目指し取り組んでまいります。 

 これから年末年始に向けまして人が集まる機会が多くなると思います。また、インフルエ

ンザ等の流行が懸念される中で、感染拡大が懸念されております。このため、岐阜県では11

月29日に県独自の岐阜県医療ひっ迫警戒宣言を発出し、対策強化への協力を要請いたしまし

た。 

 市としましては、市内の感染急拡大が予想される場合には迅速に必要な対策を講じてまい

りますが、市民の皆様には、ワクチン接種並びに小まめな換気、密の回避、体調不良時の行

動の制限など基本的な感染防止対策の徹底に御協力いただきますよう重ねてお願いを申し上

げたいと思います。 

 さて、今定例会に審議をお願いいたします案件は、専決処分が１件、補正予算が７件、条

例制定が４件、条例改正が13件の合計25件でございます。 

 提出いたしました案件につきましては、この後、担当部長から御説明をさせていただきま

すので、慎重に御審議を賜りますようお願い申し上げ、開会の御挨拶とさせていただきます。

よろしくお願いします。 

○議長（古田秀文君） ここで、３番 服部光由君より発言の申出がありますので、これを許

可します。 

 ３番 服部光由君。 

○３番（服部光由君） 皆さん、おはようございます。 

 前回９月議会最終日におきまして、私は、請第１号 消費税インボイス制度実施延期を求

める請願の発言の中で、インボイス制度の導入により、市内において新たに納税される消費

税額は6,160万円ほどと答弁がありました。しかし、この数字には、例えばシルバー人材セ

ンターの約300人とか、道の駅にわか茶屋への出荷者350人は入っていないため、さらに市民

からの徴収増税は増えるものと思われます、このように発言いたしました。 

 しかし、この中で、シルバー人材センターの約300人はこの中には入っていないのが明ら

かになりました。ここにこの文言の発言をなくし、訂正していただくよう皆様にお願いした

いと思います。よろしくお願いいたします。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

  開会・開議の宣告 



－６－ 

○議長（古田秀文君） ただいまから令和４年第５回美濃市議会定例会を開会し、本日の会議

を開きます。 

 本日、豊澤正信議員から欠席の届けが提出されておりますので、御報告します。 

開会 午前10時13分  

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

  諸般の報告及び行政諸般の報告 

○議長（古田秀文君） 諸般の報告及び行政諸般の報告をいたします。 

 報告の内容につきましては、お手元に配付してありますので、御承知をお願いいたしま

す。 

 また、市長から、報第８号、地方自治法第180条第２項の規定による専決処分の報告があ

りましたので、御承知をお願いいたします。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

  所管事務調査結果の報告 

○議長（古田秀文君） 次に、所管事務調査結果の報告を行います。 

 これについて、各常任委員会における調査結果の報告を求めます。 

 最初に、総務産業建設常任委員会委員長 梅村辰郎君。 

○総務産業建設常任委員会委員長（梅村辰郎君） 皆さん、おはようございます。 

 総務産業建設常任委員会の行政視察について報告いたします。 

 去る10月11日火曜日から10月13日木曜日の３日間、長野県伊那市、小布施町、飯山市を視

察いたしました。 

 伊那市では、移住・定住促進プログラムについて視察いたしました。 

 伊那市では、人口が平成19年をピークに減少に転じ、一層の人口減少が進むことを予測し、

減少に歯止めをかけ、住み慣れた地域に安心して暮らせる社会の実現を図ることを目的とし

て本事業が開始されました。 

 空き家対策では、地元不動産組合と連携して、積極的な空き家の掘り起こしにより、空き

家バンクの登録を行い、隣接する箕輪町、南箕輪村との１市１町１村で定住自立圏という枠

組みで伊那地域空き家バンクホームページの運営及び司法書士、建築事業者、解体事業者が

一堂に会しての相談会を年２回開催しています。 

 移住・定住では、モデルハウスでの短期の移住体験、教員住宅を活用した中期の移住体験、

市営住宅を活用した移住準備住宅支援などで、積極的な移住施策を進めています。 

 移住者は、田舎暮らしに憧れる方だけでなく、信州型自然保育の認定保育園への入園や、

時間割、通知表、チャイムがない等の特色ある学校活動を進めている伊那小学校への入学の

ための教育移住の方もいます。また、農業、林業に従事するための移住者などライフスタイ

ルは多様です。 

 令和３年度の移住者は、48世帯163名、空き家バンクの登録は10年間で約８倍の69件、成

約は約50倍の51件になっています。 
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 積極的な移住施策で、移住体験では、短期、中期、長期の様々な形があり、多岐にわたっ

て幅広い支援を行っていることが大変参考になりました。 

 次に、小布施町では、市民協働と交流施策によるまちづくりについて視察いたしました。 

 小布施町は、人口が9,500人になった1970年代からまちづくりを始めました。1976年にゆ

かりのある葛飾北斎の作品を収蔵した北斎館の開館、名産の栗を使用した栗菓子の事業展開、

1980年代に町並み修景事業による景観向上による観光客の集客に努められました。 

 2012年から町内外の若者による議論する場として小布施若者会議を開催、未来のまちづく

りを語り、町長に提言する場をつくり、コロナ禍でも開催できるようにオンライン形式のバ

ーチャル町民会議では、次世代のモビリティー、電動キックボードの実証実験や特産品の栗、

みそ、リンゴを使ったクラフトビールの製造のプロジェクト化がされています。 

 若者会議や8,000人規模のリピーター参加者が募るマラソン大会を開催し、町と関わる交

流人口・関係人口創出により、観光・ふるさと納税への経済効果、農業の収穫期のサポート、

災害ボランティアなどの次世代の担い手の確保、町の魅力を発信することでの移住定住促進

につなげています。 

 今ある既存の様々な資源にいかに付加価値を見いだし、発展させることが重要だと感じさ

せられた。 

 次に、飯山市では、移住定住促進の取組について視察いたしました。 

 美濃市と同人口規模の自治体である飯山市は、昭和30年代には約４万人いた人口も令和２

年には２万人を切っています。 

 移住の取組としては、首都圏での移住者セミナーを積極的に開催しています。有楽町のふ

るさと回帰支援センターにて年５回、銀座の長野県のアンテナショップにて月１回開催して

おり、コロナ禍の中でもオンラインで継続的に開催しています。 

 移住者への支援では、雇用促進住宅を再利用した移住者専用市営住宅の移住定住促進住宅

を改修及び新設しています。 

 空き家対策では、自治会と連携し、空き家の掘り起こし、不要家財の処分費の補助、改修

費の補助により利活用を促し、空き家バンクへの登録に結びつけています。 

 様々な施策により令和３年の移住者は、10年前の約3.6倍の174人、空き家の成約件数は約

3.7倍の34件、移住相談件数は約14倍の304件となっています。６年連続で移住者が増加し、

移住者が増えるに伴い、相乗効果で空き家の成約件数も増加しています。 

 美濃市としても、現在の支援メニューの見直しや空き家バンクの現状を含め、効果的な内

容をしっかりと検討していく必要を感じました。 

 以上で、報告を終わります。 

 なお、視察の資料につきましては、事務局にまとめてありますので御参照願います。 

○議長（古田秀文君） 次に、民生教育常任委員会委員長 佐藤好夫君。 

○民生教育常任委員会委員長（佐藤好夫君） 皆さん、おはようございます。 

 民生教育常任委員会行政視察について報告いたします。 
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 去る10月26日水曜日から10月28日金曜日の３日間、福岡県北九州市と宗像市を視察いたし

ました。 

 北九州市では、介護ロボット等を活用した先進的介護事業についてを視察いたしました。 

 全国的に介護現場における人材確保が喫緊の課題となっている中、政令指定都市の中でも

最も高齢化が進んでいた北九州市は、平成28年４月に、内閣府の国家戦略特区に認定された

ことを受け、本事業を開始しました。 

 事業開始の平成28年度は、介護現場における課題を洗い出すため、介護業務を直接利用者

と接する直接介助業務と直接利用者と接しない間接介助業務に分け、作業のデータの分析を

行い、ＩＣＴ化が可能な作業を可視化しました。 

 その上で、平成29年度から市内の特別養護老人ホームを対象に、５つの施設を公募で選定

し、施設における介護作業を観察・分析しました。 

 その分析結果に基づき、令和元年度にかけて、７分野17機種の介護ロボット等を導入した

実証を行いました。 

 実証から、介護の質は維持されたまま職員の身体的負担を軽減し、安全性や時間的なゆと

りを生み出すことができたと評価をしております。 

 また、令和３年４月には、介護現場と開発の双方を支援する拠点として、北九州市介護ロ

ボット等導入支援・普及促進センターが開設され、市内の介護施設に対して、機器等の普及

啓発を行いました。 

 北九州市の介護業務を行動観察によって分析し、合理的に見直す取組は、介護現場におけ

る職員の負担軽減と人材不足の解消に向け、新たな視点を得ることができ、大変参考になり

ました。 

 次に、宗像市子ども基本条例について視察をいたしました。 

 宗像市の子ども基本条例は、子どもの権利に関する総合的な条例として、平成24年に制定

されました。 

 条例では、子どもの権利を守るため、市、保護者、学校などの子供の関係施設、地域での

大人の役割を明らかにするとともに、子どもの権利侵害の救済及び回復に関することを定め

ていることにより、子供の健やかな成長が保障されるまちづくりを将来にわたって継続的に

進めるものとしています。 

 また、大切な子どもの権利として、安心して生きる権利、自分らしく生きる権利、豊かに

育つ権利、意見を表明する権利の４つを定めています。 

 こうした子どもの権利を守るための取組として、条例に基づき、周知啓発活動、子ども・

子育て支援事業、子どもの権利救済活動が行われています。 

 子供に関する公的な相談機関には様々なものがありますが、弁護士、社会福祉士、教育関

係者の３名で構成された子どもの権利救済委員は、他の機関と独立した第三者機関であるこ

とに特徴があります。 

 その３名のほかに、子どもの権利相談員を３名配置した子どもの権利相談室「ハッピーク
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ローバー」を設置しており、子供本人やその家族が安心して気軽に相談し、救済を求めるこ

とができる環境がつくられています。 

 宗像市が条例制定により、保護者、学校などの子供関係施設、地域、市の果たすべき役割

を明らかにし、具体的な施策の展開に生かされていることは、美濃市においても子ども・子

育てに関わる施策を進めていく上で大変参考になりました。 

 以上で、報告を終わります。 

 なお、視察の資料につきましては、事務局にまとめてありますので御参照お願いします。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○議長（古田秀文君） 本日の日程は、さきに御通知申し上げたとおり定めました。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

  第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（古田秀文君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 本日の会議録署名議員に、10番 古田豊君、11番 太田照彦君の両君を指名いたします。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

  第２ 会期の決定 

○議長（古田秀文君） 日程第２、会期の決定についてを議題といたします。 

 お諮りいたします。この定例会の会期は、本日から12月22日までの18日間といたしたいと

思います。これに御異議はありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（古田秀文君） 御異議がないものと認めます。よって、この定例会の会期は、本日か

ら12月22日までの18日間と決定いたしました。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

  第３ 承第７号（提案説明・質疑・討論・採決） 

○議長（古田秀文君） 日程第３、承第７号についてを議題といたします。 

 職員の朗読を省略し、提出者の説明を求めます。 

 承第７号について、総務部長 纐纈敬久君。 

○総務部長（纐纈敬久君） 皆さん、おはようございます。 

 それでは、承第７号 専決処分の承認について御説明を申し上げます。 

 赤スタンプ１番、議案集の４ページをお開きください。 

 専第15号 令和４年度美濃市一般会計補正予算（第７号）につきましては、地方自治法第

179条第１項の規定により、本年10月31日付で専決処分をさせていただきましたので、同条

第３項の規定により御報告申し上げ、承認をお願いするものでございます。 

 当補正は、エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けている市民や事業者への支

援のほか、オミクロン株対応の新型コロナウイルスワクチン接種事業に早急に着手するため

補正を行ったものでございます。 

 第１条は、予算総額に歳入歳出それぞれ３億4,479万1,000円を追加し、補正後の予算総額
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を109億1,128万4,000円としたものでございます。 

 補正をいたします款項の区分、補正額、補正後の予算の金額は、５ページの「第１表 歳

入歳出予算補正」のとおりでございます。 

 それでは、補正の内容につきまして御説明いたしますので、８ページをお開きください。 

 歳入歳出補正予算事項別明細書の総括の歳出の表により御説明をいたします。 

 ３款 民生費は２億1,191万1,000円を増額し、補正後の額を36億5,498万5,000円とするも

ので、内訳は、低所得世帯を支援するため、住民税非課税世帯へ１世帯当たり、国、市合わ

せて計６万円を支給する電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金給付事業１億2,841

万1,000円、住民税均等割のみ課税世帯へ１世帯５万円を給付する給付金事業2,750万円、子

育て世帯を支援するため、18歳以下の子供を養育する世帯へ１世帯当たり、県、市合わせて

計２万5,000円を給付する子育て世帯負担軽減給付金給付事業3,950万円、また障がい者施設、

高齢者施設、保育園・認定こども園を支援する電力等価格高騰対策支援事業に計1,650万円

でございます。 

 ４款 衛生費は4,000万円を増額し、補正後の額を９億5,627万1,000円とするもので、内

訳は、新型コロナウイルスワクチン接種事業に4,000万円でございます。 

 ６款 農林水産業費は300万円を増額し、補正後の額を４億6,502万8,000円とするもので、

内訳は、農業施設管理団体を支援する農業施設電気料金高騰対策支援事業300万円でござい

ます。 

 ７款 商工費は8,988万円を増額し、補正後の額を６億7,098万3,000円とするもので、内

訳は、電気料金、燃料価格高騰の影響を受ける事業者を支援する運送事業者等支援事業750

万円、事業者向け省電力設備導入支援事業1,400万円のほか、市民生活を支援する灯油券配

布事業6,838万円であります。 

 以上、補正総額３億4,479万1,000円の財源は、国県支出金２億3,553万5,000円、その他財

源が30万円、一般財源１億895万6,000円でございます。 

 ９ページ以降につきましては説明を省略させていただきまして、以上で承第７号 専決処

分の承認についての説明を終わります。御承認いただきますようよろしくお願いを申し上げ

ます。 

○議長（古田秀文君） 以上で説明は終わりました。 

 なお、本議案の質疑及び討論の通告は、休憩中に事務局へ御提出ください。 

 これより議案精読のため、暫時休憩いたします。 

休憩 午前10時34分  

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開 午前10時35分  

○議長（古田秀文君） ただいまから休憩前に引き続き会議を開きます。 

 これより質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（古田秀文君） 特に質疑はないものと認めます。 

 これをもって質疑を終わります。 

 お諮りいたします。ただいまの議題については、委員会付託を省略いたしたいと思います。

これに御異議はありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（古田秀文君） 御異議がないものと認めます。よって、ただいまの議題については委

員会付託を省略することに決定いたしました。 

 これより討論を行います。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（古田秀文君） 特に討論はないものと認めます。 

 これをもって討論を終わります。 

 これより採決をいたします。 

 承第７号について、これを承認することに賛成の諸君の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○議長（古田秀文君） 挙手全員であります。よって、承第７号はこれを承認することに決定

いたしました。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

  第４ 議第54号から第27 議第77号まで（提案説明） 

○議長（古田秀文君） 日程第４、議第54号から日程第27、議第77号までの24案件について、

日程の順序を一部変更し、一括して議題といたします。 

 職員の朗読を省略し、提出者の説明を求めます。 

 最初に、議第54号、議第62号、議第63号、議第64号、議第75号の５案件について、総務部

長 纐纈敬久君。 

○総務部長（纐纈敬久君） それでは、議第54号 令和４年度美濃市一般会計補正予算（第８

号）について御説明を申し上げます。 

 今回の補正につきましては、人件費の整理、電力等エネルギー価格の高騰による光熱水費

の増額のほか、各種事業の推進に当たり、当面する課題に対応するため所要の補正をお願い

するものでございます。 

 赤スタンプ１の議案集20ページをお開きください。 

 第１条は、予算の総額に歳入歳出それぞれ１億8,388万9,000円を増額し、補正後の予算の

総額を110億9,517万3,000円とするものでございます。 

 補正をいたします款項の区分、補正額、補正後の予算額は、「第１表 歳入歳出予算補

正」のとおりでございます。 

 第２条は、繰越明許費で、「第２表 繰越明許費」によるものでございます。 
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 第３条は、債務負担行為の補正で、「第３表 債務負担行為補正」によるものでございま

す。 

 それでは、補正の内容について御説明をいたしますので、24ページをお開きください。 

 第２表の繰越明許費につきましては、紙のふるさとふれあいセンター高圧電気設備修繕経

費1,185万8,000円、地域防災拠点施設整備事業2,450万円をそれぞれ繰り越すものでござい

ます。 

 25ページをお開きください。 

 第３表の債務負担行為補正につきましては、広報「みの」発行事業、ＩＣＴ支援員配置業

務委託、文化会館指定管理者委託を追加するもので、期間、限度額をそれぞれ定めておりま

す。 

 次に、27ページをお開きください。 

 歳入歳出補正予算事項別明細書の総括の歳出の表により、歳入も併せて御説明を申し上げ

ます。 

 １款 議会費は188万1,000円を減額し、１億731万8,000円とするものでございます。内訳

は、人件費の減で、財源は全て一般財源を減額するものでございます。 

 ２款 総務費は1,094万4,000円を増額し、11億9,100万1,000円とするものでございます。

内訳は、マイナポイント支援窓口業務を委託する企画事務経費580万3,000円、本庁舎施設管

理経費170万4,000円の増額などで、財源は国県支出金1,391万9,000円を増額し、一般財源

297万5,000円を減額するものでございます。 

 ３款 民生費は6,538万4,000円を増額し、37億2,036万9,000円とするものでございます。

内訳は、訓練等給付事業1,541万7,000円、放課後児童健全育成事業国県補助金過年度分精算

返還金の児童福祉事務経費3,049万8,000円の増額などでございます。財源は、国県支出金

2,621万1,000円、一般財源3,917万3,000円を増額するものでございます。 

 ４款 衛生費は4,804万8,000円を増額し、10億431万9,000円とするものでございます。内

訳は、新型コロナウイルスワクチン接種事業国庫補助金過年度分精算返還金4,996万4,000円

の増額などで、財源は全て一般財源でございます。 

 ６款 農林水産業費は300万3,000円を増額し、４億6,803万1,000円とするものでございま

す。内訳は、農業集落排水事業特別会計繰出金136万4,000円の減額のほか、市単土地改良事

業229万9,000円の増額などで、財源は、その他財源22万9,000円、一般財源が277万4,000円

を増額するものでございます。 

 ７款 商工費は603万1,000円を減額し、６億6,495万2,000円とするものでございます。内

訳は、人件費の減額などで、財源は、寄附金のその他財源50万円を増額し、一般財源653万

1,000円を減額するものでございます。 

 ８款 土木費は3,502万3,000円を増額し、16億8,643万6,000円とするものでございます。

内訳は、都市公園施設整備計画策定経費2,450万円、優良住宅敷地供給促進補助経費450万円

の増額などで、財源は、国県支出金66万6,000円、一般財源3,435万7,000円を増額するもの
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でございます。 

 ９款 消防費は35万円を減額し、４億4,295万6,000円とするもので、内訳は、人件費の減

額で、財源は全て一般財源でございます。 

 10款 教育費は2,974万9,000円を増額し、11億1,832万6,000円とするものでございます。

内訳は、光熱水費の増に伴う学校給食センター施設管理経費1,059万5,000円、旧施設を解体

する学校給食センター建設事業費2,200万円の増額などで、財源は、国県支出金740万6,000

円、一般財源が2,234万3,000円を増額するものでございます。 

 以上、今回の補正総額は１億8,388万9,000円の増額で、財源は、国県支出金4,820万2,000

円、その他財源が72万9,000円、一般財源１億3,495万8,000円をそれぞれ増額するものでご

ざいます。 

 28ページ以降につきましては説明を省略させていただきまして、以上で議第54号の説明を

終わります。 

 続きまして、議第62号 美濃市情報公開条例の一部を改正する条例について御説明を申し

上げます。 

 赤スタンプ１番の議案集では129ページから132ページでございますが、赤スタンプ２番の

議案説明資料にて御説明をさせていただきますので、議案説明資料の６ページをお開きくだ

さい。 

 今回の条例改正につきましては、個人情報の保護に関する法律の改正に伴い、法の規定に

基づく個人情報保護制度と市の情報公開制度との整合を図るための改正等を行うものでござ

います。 

 主な改正内容につきましては、情報公開制度において公開しない不開示情報を、個人情報

の保護に関する法律と整合を図るための改正及び情報公開に係る不服申立てがあったときの

諮問等を新たに設置する美濃市情報公開・個人情報保護審査会において行うこととする改正

の２点であります。 

 それでは、改正の内容につきまして、条例新旧対照表により説明をさせていただきますの

で、７ページを御覧ください。 

 なお、引用法令の改正によります文言整理、あるいは条項番号の変更につきましては、説

明を省略させていただきますので、よろしくお願いをいたします。 

 第６条第１項第２号から第９号までにつきましては、情報公開制度において不開示とする

個人情報を、個人情報の保護に関する法律で規定する個人情報と整合を図るため、同法の規

定に沿った内容とするものでございます。 

 10ページの第11条及び第12条につきましては、不服申立て等に関する諮問機関である美濃

市情報公開審査会を個人情報保護審査会と統合した新たな審査会とするもので、これに伴い

美濃市情報公開審査会の組織に関する規定を削除するものでございます。 

 また、附則については、施行期日を令和５年４月１日と定めております。 

 以上で、議第62号の説明を終わります。 
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 続きまして、議第63号 美濃市個人情報の保護に関する法律施行条例について御説明を申

し上げます。 

 赤スタンプ１、議案集133ページをお開きください。あわせて赤スタンプ２、議案説明資

料の12ページの概要を御参照ください。 

 本条例の制定につきましては、これまで地方自治体ごとの条例に基づき運用されてきた個

人情報保護制度が、令和５年４月１日から個人情報の保護に関する法律による運用に一元化

されることに伴い、従前の美濃市個人情報保護条例を廃止し、個人情報の保護に関する法律

の施行に関し必要な事項を定めるものでございます。 

 まず第１条では、条例制定の趣旨を定め、第２条では、条例で使用する用語を定義してお

ります。 

 第３条では、個人情報の保護に関する法律に基づき、個人情報を取り扱う事務を開始する

際において、必要な届出事項及びその手続について定めております。 

 第４条、第６条、第７条においては、個人情報の開示請求、訂正請求、利用停止請求の手

続に必要な記載事項について定めており、第５条では、個人情報の開示請求に係る手数料を

無料とすることを定めております。 

 第８条においては、市が専門的な知見に基づく意見を聞くことが特に必要であると認める

ときは、美濃市情報公開・個人情報保護審査会に諮問することができること及びその事由に

ついて定めております。 

 また、附則においては、第１条で施行期日を令和５年４月１日と定め、第２条から第４条

において、美濃市個人情報保護条例の廃止及び廃止に伴う経過措置等について定めておりま

す。 

 以上で、議第63号の説明を終わります。 

 続きまして、議第64号 美濃市情報公開・個人情報保護審査会条例について御説明を申し

上げます。 

 赤スタンプ１、議案集の139ページをお開きください。あわせて赤スタンプ２、議案説明

資料15ページの概要を御参照ください。 

 本条例の制定につきましては、個人情報の保護に関する法律の改正により、個人情報保護

審査会の機能が縮小することから、運用の効率化を図るため、同審査会と関連が深い情報公

開制度に関する審査会を統合し、新たな諮問機関を設置することについて定めるものでござ

います。 

 まず第１条では、条例制定の趣旨を定め、第２条では、審査会の設置を規定しております。 

 第３条では、条例で使用する用語を定義し、第４条では、本審査会において調査審議する

事項を情報公開条例に基づく情報公開等に係る審査請求に関する事項について、個人情報の

保護に関する法律に基づく個人情報の開示等に係る審査請求に関する事項について、また別

に定める美濃市個人情報の保護に関する法律施行条例に規定する審査会に諮問すべき事項に

ついてと定めております。 
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 第５条から第７条においては、審査会の組織について、第８条では審査会の調査審議につ

いて、第９条では審査会の調査権限について定めております。 

 第10条から第15条においては、審査会における審査手続等について定め、第16条では規則

への委任について規定しております。 

 また、附則においては、第１条で施行期日を令和５年４月１日と定め、第２条では委員の

委嘱に関する準備行為について、第３条から第５条においては旧情報公開審査会及び旧個人

情報保護審査会の廃止に伴う経過措置について定めております。 

 以上で、議第64号の説明を終わります。 

 次に、議第75号 美濃市税条例等の一部を改正する条例について御説明を申し上げます。 

 赤スタンプ１、議案集では、209ページから213ページでございますが、赤スタンプ２番の

議案説明資料にて説明をさせていただきますので、87ページをお開きください。 

 今回の条例改正につきましては、地方税法等の一部を改正する法律の公布に伴い改正をす

るもので、改正の主な内容につきましては、１点目は、固定資産課税台帳の閲覧や証明書の

交付を通じて、ＤＶ被害者等の住所が第三者に漏れることを防ぐため、住所に代わる事項を

記載したもので対応できることを明記するもの。 

 ２点目は、個人の市民税の控除に関するもので、扶養親族申告書等への記載事項の追加や

住宅借入金等特別税額控除、いわゆる住宅ローン控除の適用期限の延長、上場株式等の配当

所得等に係る課税方式を所得税と一致させることに伴う改正などでございます。 

 それでは、改正内容につきまして条例新旧対照表により説明をいたしますので、88ページ

を御覧ください。 

 なお、引用法令の改正によります文言整理、あるいは条項番号の変更につきましては、説

明を省略させていただきますので、よろしくお願いをいたします。 

 最初に、第１条関係として、美濃市税条例の一部改正につきましてでございます。 

 第18条の４につきましては、固定資産課税台帳の閲覧や証明書の交付に当たり、ＤＶ被害

者等の住所が第三者へ漏れることを防ぐための規定が地方税法に設けられたことに伴う改正

でございます。 

 第27条につきましては、個人の市民税について、公的年金受給者の方が所得控除や税額控

除を受ける際の配偶者特別控除額について、所得税法上の定義によるとされていた規定を、

地方税法上の定義によるものと読み替えるための改正でございます。 

 第28条の２及び第28条の３につきましても、同じく個人の市民税について、給与所得者及

び公的年金受給者の方の配偶者控除等の適用を確実に判定するため、配偶者等が退職手当等

を有する場合は、扶養親族等申告書にその旨を記載することなどを規定するものであります。 

 第32条、第33条の６につきましては、個人の市民税について、上場株式等の配当所得等及

び譲渡所得に係る課税方式を所得税と一致させるため、関係規定の整備を行うものでござい

ます。 

 92ページの附則、第５条の３の２につきましては、所得税における住宅ローン控除の適用
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期限が４年間延長され、令和３年までの入居が令和７年までとなったほか、新築住宅等に係

る控除期間が延長され、令和20年度までとされたことに伴い所要の改正を行うものでありま

す。 

 第12条の２につきましては、市町村の自主的な判断で決定している地方税の特例措置につ

いて、複数の条文に分かれていたものを一つにまとめるため、第12条の２の２を削除し、第

12条の２第３項として追加するものでございます。 

 第14条の３につきましては、先ほど説明いたしました上場株式等の配当所得等における課

税方式の整備について、所得税において申告分離課税が適用された場合に限り、個人の市民

税も申告分離課税を適用することを規定するものであります。 

 94ページの第19条の２、95ページの19条の３につきましては、上場株式等の配当所得等に

おける課税方式の整備に関するもので、外国上場株式等に係る配当所得等について確定申告

書に記載がある場合に限り、市民税の申告分離課税の適用を受けることができるとするもの

であります。 

 第25条につきましては、附則第５条の３の２の改正に含まれるため、本条文を削除するも

のであります。 

 97ページの第２条関係につきましては、令和３年度に行った美濃市税条例の一部を改正す

る条例の一部を改正するもので、施行日を令和６年１月１日としていたものについて、今回

の条例改正と整合を図り、最終の条文とするため、所要の改正を行うものであります。 

 最後に、施行期日について説明をさせていただきますので、赤スタンプ１、議案集の212

ページをお開きください。 

 附則第１条では、施行期日を令和５年１月１日と定めていますが、市民税の配偶者特別控

除、上場株式等の配当所得等に関する規定については、令和６年１月１日から、固定資産税

課税台帳における支援措置に関する規定については、民法等の一部を改正する法律附則第１

条第２号に掲げる規定の日としております。 

 また、第２条及び第３条では、納税証明書、市民税に関する経過措置について定めてござ

います。 

 以上で、議第75号の説明を終わります。御審議のほどよろしくお願いを申し上げます。 

○議長（古田秀文君） 次に、議第55号及び議第58号の２案件について、民生部長 西部睦人

君。 

○民生部長（福祉事務所長）（西部睦人君） 皆さん、おはようございます。 

 それでは初めに、議第55号 令和４年度美濃市国民健康保険特別会計補正予算（第２号）

について御説明いたします。 

 赤スタンプ１、議案集の58ページを御覧ください。 

 第１条は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ108万4,000円を増額し、補正後の総額

をそれぞれ26億227万3,000円とするものでございます。 

 補正をいたします款項の区分、補正額、補正後の予算額は、59ページ及び60ページの「第
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１表 歳入歳出予算補正」のとおりでございます。 

 第２条は、債務負担行為の補正で、「第２表 債務負担行為」によるものでございます。 

 61ページを御覧ください。 

 債務負担行為の補正につきましては、国民健康保険診療報酬明細書点検業務委託を設定す

るもので、その期間及び限度額を定めております。 

 次に、補正の内容につきまして御説明いたしますので、63ページを御覧ください。 

 歳入歳出補正予算事項別明細書の総括の歳出の表により、歳入も併せて御説明いたします。 

 歳出の１款 総務費は、人件費108万4,000円を増額するもので、財源内訳は一般会計繰入

金でございます。 

 64ページ以降の説明は省略させていただきまして、議第55号の説明を終わります。 

 次に、議第58号 令和４年度美濃市介護保険特別会計補正予算（第３号）について御説明

いたします。 

 赤スタンプ１番、議案集の92ページを御覧ください。 

 第１条は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ28万8,000円を増額し、補正後の総額

をそれぞれ21億4,469万6,000円とするものでございます。 

 補正をいたします款項の区分、補正額、補正後の予算額は、93ページ及び94ページの「第

１表 歳入歳出予算補正」のとおりでございます。 

 96ページを御覧ください。 

 歳入歳出補正予算事項別明細書の総括の歳出の表により、歳入も併せて御説明いたします。 

 歳出の１款 総務費は、人件費28万8,000円を増額するもので、財源内訳はその他一般会

計からの繰入金です。 

 97ページ以降の説明は省略いたしまして、議第58号の説明を終わります。御審議のほどよ

ろしくお願いします。 

○議長（古田秀文君） 次に、議第56号、議第57号、議第60号、議第76号、議第77号の５案件

について、建設部長 伊藤篤君。 

○建設部長（伊藤 篤君） 皆さん、おはようございます。 

 それでは、補正予算３件、条例改正２件、計５件について御説明申し上げます。 

 赤スタンプ１、議案集70ページをお開きください。 

 議第56号 令和４年度美濃市農業集落排水事業特別会計補正予算（第２号）について御説

明申し上げます。 

 第１条は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ136万4,000円を減額し、歳入歳出予算

の総額を歳入歳出それぞれ２億3,008万7,000円とするものでございます。 

 また、補正の款項の区分及び区分ごとの金額並びに補正後の金額は、次のページの「第１

表 歳入歳出予算補正」のとおりでございます。 

 次に、74ページを御覧ください。 

 歳入歳出補正予算事項別明細書の１．総括の歳出によりまして、歳入も併せて御説明申し
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上げます。 

 歳出の第１款 農業集落排水事業費は、補正前の額に136万4,000円を減額し、補正後の額

を１億2,019万9,000円とするものでございます。その補正額の財源内訳は、一般会計からの

繰入金136万4,000円の減額でございます。 

 なお、75ページ以降は内訳のため、説明は省略させていただき、議第56号の説明を終わり

ます。 

 続きまして、議第57号 令和４年度美濃市下水道特別会計補正予算（第２号）について御

説明申し上げます。 

 赤スタンプ１、議案集80ページをお開きください。 

 第１条は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,944万7,000円を減額し、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ９億8,110万円とするものでございます。 

 また、次のページの「第１表 歳入歳出予算補正」に補正の款項の区分及び区分ごとの金

額並びに補正後の金額を記載しております。 

 次に、84ページを御覧ください。 

 歳入歳出補正予算事項別明細書の１．総括の歳出によりまして、歳入も併せて御説明申し

上げます。 

 第１款 総務費は、補正前の額に505万2,000円を減額し、補正後の額を4,844万7,000円と

するものであり、補正額の財源内訳は、その他の分担金及び負担金505万2,000円の減額でご

ざいます。 

 第２款 下水道事業費は、補正前の額に1,439万5,000円を減額し、補正後の額を２億

7,149万2,000円とするものであり、補正額の財源内訳は、一般会計からの繰入金167万円の

増額とその他の分担金及び負担金1,606万5,000円の減額でございます。 

 第３款 公債費は、財源の組替えをするもので、補正額はございません。一般会計からの

繰入金103万円を減額し、同額をその他の分担金及び負担金を増額するものでございます。 

 なお、85ページ以降は内訳のため、説明は省略させていただき、議第57号の説明を終わり

ます。 

 続きまして、議第60号 令和４年度美濃市上水道事業会計補正予算（第１号）について御

説明申し上げます。 

 赤スタンプ１、議案集の116ページをお開きください。 

 第１条は、総則でございます。 

 第２条は、予算の第３条に定めた収益的支出の予定額を次のとおり補正するものでござい

ます。 

 支出の第１款 水道事業費用の既決予定額に1,509万3,000円を増額し、補正後の額を４億

15万1,000円とするものでございます。 

 第３条は、予算の第７条に定めた経費の金額を次のとおり改めるものでございます。 

 (1)職員給与費の既決予定額に24万9,000円を増額し、補正後の額を2,632万8,000円とする
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ものでございます。 

 なお、117ページ以降の説明は省略させていただき、以上で議第60号の説明を終わります。 

 次に、議第76号 美濃市特定公共賃貸住宅管理条例及び美濃市営住宅管理条例の一部を改

正する条例について御説明申し上げます。 

 赤スタンプ１の議案集214ページをお開きください。あわせて赤スタンプ２の議案説明資

料の98ページをお開きください。 

 今回、改正をお願いしますのは、近年、身寄りがなく保証人を立てることが困難な単身高

齢者等が増加していることを踏まえまして、今後も住宅困窮者に対し適切に住宅の提供を行

っていくために必要な改正を行うもので、主な改正内容は、特定公共賃貸住宅及び市営住宅

の入居手続において、提出する請書に連帯保証人の連署を求める規定を削除するものでござ

います。 

 なお、条例の施行期日は令和５年４月１日とするものでございます。 

 また、新旧対照表は赤スタンプ２の99ページ、100ページを御参照いただきたいと思いま

す。 

 以上で、議第76号についての説明を終わります。 

 続きまして、議第77号 美濃市上水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例に

ついて御説明申し上げます。 

 赤スタンプ１、議案集の216ページ、併せて赤スタンプ２、議案説明資料の101ページをお

開きください。 

 101ページに記載のとおり、本条例の改正趣旨は、国の指針に基づき、経営成績や財務状

況の明確化、弾力的な企業経営等のため、下水道事業に地方公営企業法の全部を適用するこ

とについて所要の改正をするものでございます。 

 主な改正の内容につきましては、題名を「美濃市上水道事業及び下水道事業の設置等に関

する条例」に改め、公共下水道事業と農業集落排水事業を併せて下水道事業とし、その設置、

地方公営企業法の全部適用、経営の規模等を規定するものでございます。あわせて、改正に

伴う関係条例の所要の改正及び一部廃止を行うものでございます。 

 なお、条例の施行期日は、令和５年４月１日からとするものでございます。 

 また、条例の新旧対照表は、赤スタンプ２の102ページから127ページを御参照いただきた

いと思います。 

 以上で、議第77号についての説明を終わります。 

 建設部については以上でございます。御審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

○議長（古田秀文君） 次に、議第59号について、美濃病院事務局長 林信一君。 

○美濃病院事務局長（林 信一君） 皆さん、おはようございます。 

 それでは、議第59号 令和４年度美濃市病院事業会計補正予算（第１号）について御説明

申し上げます。 

 赤スタンプ１、議案集の102、103ページをお開きください。 
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 それでは、予算書に従い御説明申し上げます。 

 第１条は、総則でございます。 

 第２条は、予算第３条に定めました収益的収入及び支出の予定額を補正するものでござい

ます。 

 初めに、収入の第１款 病院事業収益の既決予定額に8,105万4,000円増額し、補正後の額

を27億831万2,000円とするもので、これは第２項 医業外収益で病院職員及びパート職員へ

の特別手当・報酬に対する一般会計からの補助金及び新型コロナウイルス感染症対策事業に

係る各種補助金でございます。 

 次に、支出の第１款 病院事業費用の既決予定額に１億4,549万7,000円を追加し、補正後

の額を29億4,066万3,000円とするものでございます。 

 この主な内容につきましては、104ページを御覧ください。 

 下の支出の表の第１項 医業費用の給与費で、医師、看護師の増員による人件費、また職

員及びパート職員への特別手当・報酬の支給などに伴い9,754万9,000円を増額、経費では、

コロナ関連の検査及び廃棄物処理経費、非常勤医師の謝金、電気料金、施設修繕などの増に

伴い4,070万4,000円の増額、訪問看護ステーション費では、給料、手当等の増に伴い724万

4,000円増額するものでございます。 

 103ページに戻りまして、第３条は、予算第７条に定めております職員給与費に変更が生

じることから、既決予定額に１億459万円を追加し、14億4,072万7,000円とするものでござ

います。 

 105ページ以降の説明を省略させていただきまして、議第59号の説明といたします。御審

議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（古田秀文君） 次に、議第61号について、選挙管理委員会事務局長 後藤尋明君。 

○総務課長・選挙管理委員会事務局長（後藤尋明君） 皆さん、おはようございます。 

 それでは、議第61号 美濃市議会議員及び美濃市長の選挙における自動車の使用及びポス

ターの作成の公営に関する条例及び美濃市議会議員及び美濃市長の選挙におけるビラの作成

の公営に関する条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 

 改正条例は、赤スタンプ１、議案集の127、128ページになりますが、赤スタンプ２、議案

説明資料にて御説明させていただきます。 

 それでは、議案説明資料の１ページを御覧ください。 

 本条例は、公職選挙法施行令の改正により、国政選挙における公営の限度額、いわゆる公

営単価が引き上げられたことに準じ、美濃市議会議員及び美濃市長の選挙における公営単価

の限度額等の改正を行うものでございます。 

 主な改正内容のうち、美濃市議会議員及び美濃市長の選挙における自動車の使用及びポス

ターの作成の公営に関する条例に関する改正は、自動車の使用に関する公営の限度額を引き

上げるものと、ポスターの作成に関する公営の限度額及び加算額を引き上げるものでござい

ます。 
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 また、美濃市議会議員及び美濃市長の選挙におけるビラの作成の公営に関する条例に関す

る改正は、ビラの作成に関する公営の限度額を引き上げるものでございます。 

 改正の内容につきましては、条例新旧対照表により御説明いたしますので、２ページ以降

を御覧ください。 

 なお、文言の整理、引用法令または根拠法令の改正による条項番号の改正等につきまして

は、説明を省略させていただきますので、よろしくお願いします。 

 美濃市議会議員及び美濃市長の選挙における自動車の使用及びポスターの作成の公営に関

する条例の改正のうち第２条の改正は、第１号で、市議会議員及び市長選挙において、候補

者が自動車を使用する場合の１日当たりの公営の限度額を「２万3,650円」から「２万3,900

円」に、第２号で候補者がポスターを作成する場合の１枚当たりの公営の限度額を「525円

６銭」から「541円31銭」に、また作成に係る定額の加算額を「18万5,000円」から「18万

8,420円」にそれぞれ引き上げるものでございます。 

 第４条の改正は、第１号で候補者が一般乗用旅客自動車運送事業者と契約し自動車を使用

する、いわゆるタクシー等を使用する場合において、市が契約事業者に支払う１日当たりの

公営の限度額を「２万3,650円」から「２万3,900円」に、第２号アで候補者が使用する自動

車が借入れ契約による場合における１日当たりの公営の限度額を「9,800円」から「9,980

円」に、同号イで使用する燃料の供給に関する契約による場合における１日の公営の限度額

を「3,850円」から「3,920円」にそれぞれ引き上げるものでございます。 

 続いて、美濃市議会議員及び美濃市長の選挙におけるビラの作成の公営に関する条例の改

正のうち、第２条では、市議会議員及び市長選挙において、候補者がビラを作成する場合の

１枚当たりの公営の限度額を「７円51銭」から「７円73銭」に引き上げる改正を、第４条で

は、公費負担額の算定に用いる作成単価を第２条と同じ額とする改正をそれぞれ行うもので

ございます。 

 また、本条例の施行期日につきましては、赤スタンプ１、議案集の128ページにございま

すとおり、附則第１項において、施行期日を公布の日と定め、附則第２項で、その適用は、

条例施行日以降に告示される選挙からと定めてございます。 

 以上で、議第61号の説明を終わります。御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（古田秀文君） 次に、議第65号から議第74号までの10案件について、市長公室長 井

上博司君。 

○市長公室長兼秘書課長（井上博司君） おはようございます。 

 それでは、議第65号から第74号までの議案について御説明を申し上げます。 

 最初に、議第65号 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関

する条例について御説明をいたします。 

 赤スタンプ１、議案集の146ページをお開きください。また、御説明は議案説明資料でさ

せていただきますので、赤スタンプ２、議案説明資料17ページを併せてお開きください。 

 条例制定の趣旨は、地方公務員法の改正を踏まえ、定年年齢の引上げ及び役職定年制を導
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入することについて、関係条例の所要の改正及び廃止を行うものでございます。 

 改正する条例は８条例で、職員の懲戒の手続及び効果に関する条例、美濃市職員特殊勤務

手当支給条例、美濃市単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例、美

濃市職員の育児休業等に関する条例、美濃市職員の勤務時間、休暇等に関する条例、美濃市

の公益的法人等への職員の派遣等に関する条例、美濃市人事行政の運営等の状況の公表に関

する条例、美濃市定年前に退職する意思を有する職員の募集等に関する条例であります。 

 いずれも定年年齢の引上げ及び役職定年制の導入に伴う改正で、改正内容につきましては、

議案説明資料18ページ以降の新旧対照表を御参照いただきますようお願いいたします。 

 廃止する条例は、美濃市職員の再任用に関する条例でございます。本条例は廃止し、再任

用に関する規定は、議第66号の美濃市職員の定年等に関する条例の中で暫定再任用として規

定をしてまいります。 

 施行期日は令和５年４月１日としております。 

 次に、議第66号 美濃市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例について御説明

を申し上げます。 

 議案集の151ページ、議案説明資料24ページをお願いいたします。 

 改正の趣旨は、地方公務員法の改正を踏まえ、職員の定年を引き上げ、管理監督職勤務の

上限年齢制の導入、定年前再任用短時間勤務制の導入のほか、所要の改正を行うものでござ

います。 

 主な改正内容として８点ございます。 

 まず１点目、医師を除く職員の定年年齢を現行の60歳を65歳に引き上げるものでございま

す。 

 ２点目、３点目、並びに４点目は、管理監督職勤務の上限年齢に関する内容で、上限年齢

制の対象となる管理監督職を定め、上限年齢を60歳とし、管理監督職勤務上限年齢による降

格及び管理監督職への任用の制限の特例を定めるものでございます。 

 ５点目は、60歳以上の退職者について、従前の勤務実績等に基づく選考により、短時間勤

務の職に採用できるものとするものでございます。 

 ６点目は、令和５年度から令和12年度までの間における定年は、段階的に定年年齢を引き

上げていく経過措置を設けるものでございます。 

 ７点目は、職員が60歳に達する年度の前年度に当該職員に対して、60歳以後の任用形態及

び給与等の必要な情報を提供し、60歳以後における勤務の意思を確認していくことを定めて

おります。 

 最後８点目は、段階的な定年年齢の引上げの経過措置に伴う再任用及び従来の再任用職員

に関して、暫定再任用職員として任用していくことについて必要な事項を定めます。 

 改正する条項等につきましては、議案説明資料25ページ以降の新旧対照表を御参照くださ

い。 

 また、施行期日は令和５年４月１日としております。 
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 次に、議第67号 美濃市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例

について御説明を申し上げます。 

 議案集166ページ、議案説明資料33ページをお願いします。 

 改正の趣旨は、令和４年８月８日付で人事院勧告による国家公務員の一般職の給与に関す

る法律の改正を踏まえ、期末手当等の規定を改正、また地方公務員法の改正による定年延長

制度の導入に伴う所要の改正を行うものでございます。 

 主な改正内容は、特定任期付職員の期末手当支給率を改定し、期末手当支給月数を0.05月

分引き上げるものでございます。 

 令和４年度は調整として、12月支給分の1.625月分に0.05月分を引き上げ、令和５年度以

降は６月及び12月支給分にそれぞれ0.025月分引き上げるものでございます。 

 次に、特定任期付職員の給料表の改定で、１号給の給料月額を1,000円引き上げ、現行の

37万5,000円を37万6,000円とするものでございます。 

 施行期日は公布の日としておりますが、給料表の改定は、令和４年４月１日から適用し、

期末手当の令和４年度支給分は、令和４年12月１日から適用することとしております。 

 第２条関係の改正は、定年延長制度導入に伴う改正であるため、施行期日は令和５年４月

１日とするものでございます。 

 次に、議第68号 美濃市職員の降給に関する条例について御説明を申し上げます。 

 議案集169ページ、議案説明資料37ページをお願いいたします。 

 制定の趣旨は、地方公務員法の改正を踏まえ、定年延長制度を導入するに当たり、役職定

年時に管理監督職からの降任を可能とすることなどを定めるために制定するものでございま

す。 

 主な改正は、議案説明資料37ページを御覧ください。 

 １としまして、条例第２条で規定しております降給の種類でございます。 

 ２は、条例第３条で規定しております降格の事由でございます。 

 ３は、第４条で規定しております降号の事由でございます。 

 施行期日は令和５年４月１日とするものでございます。 

 次に、議第69号 議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条

例について御説明申し上げます。 

 議案集の172ページ、議案説明資料38ページをお願いいたします。 

 改正の趣旨は、令和４年８月の人事院勧告による国家公務員の一般職の給与に関する法律

の改正を踏まえ、期末手当の規定を改正するものでございます。 

 改正内容は、議会の議員の期末手当支給率を改定し、期末手当支給月額を0.1月分引き上

げるものでございます。令和４年度は調整として12月支給分の2.125月分に0.1月分を引き上

げ、令和５年度以降は、６月及び12月支給分にそれぞれ0.05月分を引き上げるものでござい

ます。 

 施行期日は公布の日としておりますが、令和４年度支給分は、令和４年12月１日から適用
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し、令和５年度以降支給分は、令和５年４月１日を施行日としております。 

 次に、議第70号 美濃市特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について

御説明を申し上げます。 

 議案集の174ページ、議案説明資料40ページをお願いいたします。 

 改正の趣旨、改正内容並びに施行期日とも議第69号 議会の議員の議員報酬及び費用弁償

等に関する条例の一部を改正する条例と同様でございますので、説明は省略をさせていただ

きます。 

 次に、議第71号 美濃市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について御説明を

申し上げます。 

 議案集の176ページ、議案説明資料42ページをお願いいたします。 

 改正の趣旨は、本年の人事院勧告による国家公務員の一般職の給与に関する法律の改正を

踏まえ、給料月額及び勤勉手当の規定を改正するとともに、地方公務員法の改正による定年

延長制度に伴う所要の改正を行うものでございます。 

 議案説明資料の42ページから43ページを御覧ください。 

 主な改正内容としまして、１点目としまして、給料表を改定するもので、行政職給料表

（一）のうち30代半ばまでの職員が在職する号給について0.3％引き上げ、民間との間に差

がある大卒程度の初任給を3,000円、高卒程度の初任給を4,000円引き上げるものでございま

す。 

 ２点目として、勤勉手当支給率を改定し、勤勉手当支給月数を0.1月分引き上げるもので

ございます。令和４年度は調整として、12月分の0.95月分に0.1月分を引き上げ、令和５年

度以降は、６月及び12月支給分にそれぞれ0.05月分引き上げるものでございます。 

 ３点目は、定年延長制度導入に基づく給与改定で、61歳となる年度以後の職員の給料月額

を60歳到達時の給料月額の７割水準とし、定年前再任用短時間勤務職員の基準給料月額を規

定するものでございます。 

 施行期日は公布の日としておりますが、給料表の改定は令和４年４月１日から適用し、勤

勉手当の令和４年度支給分は令和４年12月１日から適用することとしております。 

 勤勉手当の令和５年度以降の支給分及び定年延長制度導入に伴う改正は、施行期日を令和

５年４月１日としております。 

 次に、議第72号 美濃市パートタイム会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁償に

関する条例の一部を改正する条例について御説明を申し上げます。 

 議案集の202ページ、議案説明資料77ページをお願いいたします。 

 改正趣旨、改正内容は、新型コロナウイルス感染症が蔓延していた状況下で医療体制の保

持に貢献した美濃病院パートタイム会計年度任用職員のうち、令和４年４月１日から令和４

年９月30日までの期間中に勤務し、同年12月１日時点で引き続き勤務しているパートタイム

会計年度任用職員に、医療体制保持特別報酬３万円を支給するものでございます。 

 施行期日は令和５年１月１日としております。 
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 次に、議第73号 美濃市フルタイム会計年度任用職員の給与に関する条例の一部を改正す

る条例について御説明を申し上げます。 

 議案集の203ページ、議案説明資料79ページをお願いいたします。 

 改正趣旨は、議第71号の美濃市職員の給与に関する条例の改正の一般職の給料月額の改定

と同様で、改正内容は、フルタイム会計年度任用職員の給料月額を平均0.64％引き上げるも

のでございます。 

 施行期日は令和５年４月１日としております。 

 次に、議第74号 美濃市職員特殊勤務手当支給条例の一部を改正する条例について御説明

申し上げます。 

 議案集の208ページ、議案説明資料85ページをお願いいたします。 

 改正の趣旨は、地域でコロナ医療などの一定の役割を担う医療機関に勤務する看護職員の

処遇を改善するための診療報酬の改定が行われたことに伴い、美濃病院に勤務する看護師等

の処遇改善を図るとともに、新型コロナウイルス感染症が蔓延していた状況下で医療体制の

保持に貢献した職員に手当を支給するものでございます。 

 改正内容の１点目としまして、看護師の処遇改善手当の支給額を給料月額の100分の1.5か

ら100分の4.5に引き上げるものでございます。 

 ２点目は、議第72号 美濃市パートタイム会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁

償に関する条例の改正と同様で、美濃病院職員に医療体制保持特別報酬３万円を支給するも

のでございます。 

 施行期日は令和５年１月１日としてございます。 

 以上で、議第65号から議第74号までの説明について終わらせていただきます。御審議のほ

どよろしくお願いをいたします。 

○議長（古田秀文君） 以上で24案件の説明は終わりました。 

 お諮りいたします。議案精読のため、明日から12月14日までの９日間休会いたしたいと思

います。これに御異議はありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（古田秀文君） 御異議がないものと認めます。よって、議案精読のため、明日から12

月14日までの９日間休会することに決定いたしました。 

 なお、発言通告書は、一般質問については本日の午後４時までに、質疑については12月７

日の正午までに事務局へ御提出ください。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

  散会の宣告 

○議長（古田秀文君） 本日はこれをもって散会いたします。 

 12月15日は午前10時から会議を開きます。当日の議事日程は追って配付いたします。 

 本日は御苦労さまでした。 

散会 午前11時43分  
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議 事 日 程（第２号） 

令和４年12月15日（木曜日）午前10時開議  

第１ 会議録署名議員の指名 

第２ 議第54号 令和４年度美濃市一般会計補正予算（第８号） 

第３ 議第55号 令和４年度美濃市国民健康保険特別会計補正予算（第２号） 

第４ 議第56号 令和４年度美濃市農業集落排水事業特別会計補正予算（第２号） 

第５ 議第57号 令和４年度美濃市下水道特別会計補正予算（第２号） 

第６ 議第58号 令和４年度美濃市介護保険特別会計補正予算（第３号） 

第７ 議第59号 令和４年度美濃市病院事業会計補正予算（第１号） 

第８ 議第60号 令和４年度美濃市上水道事業会計補正予算（第１号） 

第９ 議第61号 美濃市議会議員及び美濃市長の選挙における自動車の使用及びポスターの

作成の公営に関する条例及び美濃市議会議員及び美濃市長の選挙における

ビラの作成の公営に関する条例の一部を改正する条例について 

第10 議第62号 美濃市情報公開条例の一部を改正する条例について 

第11 議第63号 美濃市個人情報の保護に関する法律施行条例について 

第12 議第64号 美濃市情報公開・個人情報保護審査会条例について 

第13 議第65号 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する

条例について 

第14 議第66号 美濃市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例について 

第15 議第67号 美濃市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例に

ついて 

第16 議第68号 美濃市職員の降給に関する条例について 

第17 議第69号 議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例

について 

第18 議第70号 美濃市特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について 

第19 議第71号 美濃市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について 

第20 議第72号 美濃市パートタイム会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁償に関

する条例の一部を改正する条例について 

第21 議第73号 美濃市フルタイム会計年度任用職員の給与に関する条例の一部を改正する

条例について 

第22 議第74号 美濃市職員特殊勤務手当支給条例の一部を改正する条例について 

第23 議第75号 美濃市税条例等の一部を改正する条例について 

第24 議第76号 美濃市特定公共賃貸住宅管理条例及び美濃市営住宅管理条例の一部を改正

する条例について 

第25 議第77号 美濃市上水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例について 

第26 市政に対する一般質問 
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  開議の宣告 

○議長（古田秀文君） 皆さん、おはようございます。 

 議場内の皆さんにお願いします。携帯電話をお持ちの方は、マナーモードにするか、電源

をお切りくださるようお願いします。 

 ただいまから本日の会議を開きます。 

開議 午前10時00分  

───────────────────────────────────────── 

○議長（古田秀文君） 本日の日程は、お手元に配付したとおり定めました。 

───────────────────────────────────────── 

  第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（古田秀文君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 本日の会議録署名議員に、12番 山口育男君、13番 佐藤好夫君の両君を指名いたしま

す。 

───────────────────────────────────────── 

  第２ 議第54号から第25 議第77号まで（質疑） 

○議長（古田秀文君） 日程第２、議第54号から日程第25、議第77号までの24案件を一括して

議題といたします。 

 これより質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（古田秀文君） 特に質疑はないものと認めます。 

 これをもって質疑を終わります。 

 ただいま議題となっている議第54号から議第77号までの24案件につきましては、お手元に

配付いたしました議案付託表のとおり、それぞれ各常任委員会に審査を付託いたします。 

 なお、総務産業建設常任委員会は12月19日の午前10時から、民生教育常任委員会は12月20

日の午前10時からそれぞれ開催する旨、各常任委員長に代わって告知いたします。 

───────────────────────────────────────── 

  第26 市政に対する一般質問 

○議長（古田秀文君） 日程第26、市政に対する一般質問を行います。 

 質問の通告がありますので、順次発言を許します。 

 最初に、１番 松嶋哲也君。 

○１番（松嶋哲也君） 皆さん、おはようございます。 

 発言のお許しをいただきましたので、私は通告に従い、一問一答形式で１点目、美濃市に

おける公共交通について２つの質問を市長に、２点目、マイナンバーカードについて２つの

質問を民生部長にいたします。 

 それでは、最初に、美濃市における公共交通について市長にお尋ねしますので、よろしく
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お願いいたします。 

 現在、地方都市は共通に人口減少・高齢化問題を抱えています。様々な解決策が試みられ

ているものの、決定打となる策はほとんどないのが現状です。先日の行政視察でお訪ねした

市町村においても、観光・移住政策においてある程度の成功を収められておられましたが、

人口減少を払拭するまでには至っていませんでした。 

 本市においても、人口減少・高齢化問題は最重要課題でありますが、やはり直接的な決定

打がなく、第６次総合計画に上げられている健康、福祉、子育て・教育、観光・文化、農

業・林業、商業・工業、住環境、防災・防犯の各施策を確実に実行し、本市の特徴を生かす

ことが最善であります。このような状況の中、人口減少社会において地域の活力を維持・強

化し、住み慣れた地域で長く安心して暮らせるためには、地域公共交通ネットワークを確保

することが最も重要であると考えます。 

 しかしながら、美濃市第６次総合計画策定に関わる調査報告において、美濃市から移転し

たい（美濃市から出たい）理由では、「公共交通機関が整っていない」が57.6％と最も高く、

次いで、「買物が不便」が54.5％となっています。また、美濃市に将来どのようなまちにな

ってほしいと思いますかの問いでは、20代で「バス・鉄道などの公共交通機関が充実したま

ち」が最も高くなっており、今後の美濃市のまちづくりを進めるに当たり、どのような施策

を重点に進めたらよいかとの問いでも、20代、50代、60代で鉄道・バスなどの公共交通機関

施策が最も高くなっております。 

 調査結果からも、公共交通機関に不便を感じ、充実を期待する市民の声が非常に多いこと

がよく分かります。 

 また、新型コロナウイルスの感染拡大により、公共交通機関の利用者がさらに減少してお

り、このまま利用者の減少が続くと、地域の足である公共交通の維持存続に大きな影響を及

ぼします。 

 地方の公共交通機関をどうするかの問題については、通常であれば、５年、10年、20年先

を見据え、多くの検討を重ねて構築するものですが、現状は新型コロナウイルス感染拡大で

一気に待ったなしの状況に落下させられたように思います。 

 今後、鉄道、バス、タクシーなどの経営危機が噴出する可能性があり、早急に対処する必

要があります。このような状況下、現在の美濃市における公共交通を考えるとき、様々な課

題と問題点があると考えます。 

 そこで１つ目の質問です。 

 美濃市における公共交通について、現状の課題、問題点をどう捉えているか、市長にお尋

ねします。 

○議長（古田秀文君） 市長 武藤鉄弘君。 

○市長（武藤鉄弘君） おはようございます。 

 今、松嶋議員から美濃市における公共交通の問題について、どう捉えているかと御質問い

ただきました。お答えをさせていただきます。 



－３１－ 

 本市におきましては、平成25年６月に、誰もが安全で安心して自由に移動できる公共交通

を確保するということを目指しまして、美濃市地域公共交通計画を策定しております。同計

画に基づきまして、平成25年10月から乗り合わせタクシー「のり愛くん」を本格運行するな

ど、様々な取組を実施してまいりました。 

 こうした中でありますけれども、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の改正が令

和２年11月に施行され、地方公共団体に地域公共交通計画を策定することが努力義務化され

たことや、現行の地域公共交通計画が一応今年度末をもって終期を迎えるということを受け

まして、美濃市の将来の公共交通の在り方を示す新たな地域公共交通計画を策定することと

いたしました。 

 計画策定のために、本年４月に有識者、公共交通事業者、市民や利用者の代表者、国や県

の関係機関等で構成する美濃市公共交通活性化協議会を設立し、議論を重ねているところで

ございます。 

 先月開催いたしました協議会では、現行計画の評価及び検証、現状分析、市民及び利用者

ニーズの調査結果の基に美濃市における公共交通に関する課題が大きく３点示されました。 

 １点目は、15歳から64歳までのいわゆる現役世代に関する移動ニーズです。市民アンケー

トでは、10歳代の半数以上の方から、日常生活の移動手段に不便を感じていると回答があり

ました。このため、若い世代に対する通学や買物などの移動手段を充実させる必要性がある

と考えております。また、二十歳から64歳の大半の方からは、自家用車があるため、日常生

活の移動手段に不便を感じていないと。しかしながら、将来車が使えなくなることが不安だ

という声が寄せられました。 

 このため、誰もがいずれは車が使えなくなると、こういうことを見据えた公共交通網を構

築していく必要があると考えております。 

 ２点目は、65歳以上の高齢者に関する移動ニーズです。市民アンケートによりますと、89

歳までは72％の方が同乗も含め自家用車を利用していると。90歳代になりますと32％まで利

用が下がります。また、運転免許証を返納することに関しまして、思いどおりに外出できな

い、家族などに送迎を頼みづらい、近くにスーパーや病院がないといった不安の声が寄せら

れました。 

 このため、のり愛くんを中心として、高齢者が安心して地域で暮らすことができる公共交

通網を維持する必要があると考えております。 

 大きく３点目は、公共交通に係る予算でございます。過去５年間に美濃市が支出しました

公共交通関連予算は増加傾向にあります。令和３年度決算では総額約１億2,000万円、市民

１人当たりの負担額は約6,100円となっています。有識者によりますと、美濃市の公共交通

は、長良川鉄道、岐阜バス、のり愛くんなど複数の選択肢があり、他の市町村と比べると大

変恵まれているということでございますけれども、社会保障費や行政課題が今後増えていく

中で、これらの公共交通の維持のために今後も大きな予算を支出し続けるということにつき

ましては、市民と共にいま一度共通の理解をいただく必要があると考えています。 
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 いずれにしましても、この課題は、最近新聞を見ましても、地方鉄道の問題を含めまして

大きな課題となっています。国の動向、あるいはその他の市町村の動向を見ながら、市民の

安全・安心に努めていくという方向で考えていきたいと思います。 

〔１番議員挙手〕 

○議長（古田秀文君） １番 松嶋哲也君。 

○１番（松嶋哲也君） 答弁ありがとうございました。 

 答弁にて美濃市における公共交通について、課題、問題点をどう捉えているか確認できま

した。 

 私も大きな課題、問題点が２つあると考えております。 

 冒頭で、地方都市は共通に人口減少、高齢化問題を抱えていますと申し上げました。 

 １つ目が、生産年齢人口の減少により、通勤・通学での公共交通利用者のさらなる減少が

予想される中で、鉄道、路線バス、タクシー等をどう維持していくかについてです。 

 地方における地域公共交通は、利用者が減少することにより事業者の経営状況が圧迫され、

赤字路線を廃止せざるを得ない等、維持が困難な状況にあります。地域鉄道は約８割の事業

者が赤字を抱え、乗合バスは民間事業者の約７割、公営事業者の約９割が赤字となっていま

す。 

 このように、地方における公共交通事業者は厳しい経営状況に至っており、地域公共交通

はますます衰退し、今後必要なサービスを受けることのできない地域住民が増加する等、危

機的な状況への対処が必要と考えます。 

 ２つ目が、高齢化に伴い、社会問題化している高齢者ドライバーの重大事故の増加とその

要因となる免許返納後に買物や通院等の日常の移動に支障が出ることへの対処です。 

 地方の自動車交通の特徴として、自ら自動車を運転する高齢者の割合が多く、高齢者ドラ

イバーの交通事故が増加しています。 

 私は、数か月前に美濃市の下松森交差点で、南進から西への右折車線で信号待ちをしてい

たところ、そのさらに右から逆走し交差点を左折した高齢者ドライバーを目撃しました。数

週間前には、同じ交差点で南進する車線で信号待ちをしていたところ、東から右折した高齢

者ドライバーが逆走して手前の右折車線に進入し、急ブレーキをかけたところに遭遇してお

ります。美濃市においても高齢者ドライバーの重大事故がいつ起きてもおかしくない状況に

あると強い危機感を覚えたところであります。 

 免許返納等によって車を運転することができない高齢者は、日常生活において不便な思い

をしていることが多く、例えば買物をするのに非常に不便な思いをする買物難民の増加等が

問題であり、交通不便地域に住む高齢者等の方に向けて公共交通等による移動支援が課題で

あると考えております。 

 人口減少の歯止めと住み慣れた地域でいつまでも安心して暮らせる社会の実現を目的とし

て、公共交通ネットワークの確保が必ず必要であります。そのためには将来を見据えた計画

を立て、どのような対策を行うかが大変重要です。 
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 ここで２つ目の質問です。 

 美濃市における公共交通について、将来に向けた対策、在り方をどのように考えているか、

市長にお尋ねします。 

○議長（古田秀文君） 市長 武藤鉄弘君。 

○市長（武藤鉄弘君） 松嶋議員から２点目の質問ということで、将来に向けた対策、在り方

をどう捉えているかということでございます。 

 美濃市に限らず全国の地方都市におきまして共通しておりますけれども、高度経済成長期

から始まったモータリゼーションが進展したこと、少子高齢化や人口減少が進んでいること、

さらに直近では、新型コロナウイルス感染症によって外出が抑制されていることなどにより

まして、鉄道やバスといった公共交通を利用する市民は一貫して減少しているということで

ございます。 

 平成28年度から昨年度までの過去５年間におけます市内の公共交通の利用者数の推移を申

し上げますと、長良川鉄道のほうは延べ２万5,915人減少しております。岐阜バスの牧谷線

の乗車人数は1,925人減少しています。のり愛くんの乗車ニーズも実はピーク時から比べま

すと、１万500人ほど減少していると。これまでにも平成11年の名鉄美濃町線の廃止や令和

２年の高速バス停留所の一部廃止など利用者の減少を受けて市内の公共交通が衰退している

と、こういうことから現在運行しております市内の公共交通も利用者が増加しないことには

将来にわたって維持していくことは困難かなあと、こんなふうに思っています。 

 また、例えばのり愛くんにおきましても午前に利用者が偏る一方で、午後の運行には余裕

があるなど、単に運行車両を増やすだけでは解決できない課題もあります。今後の対策を考

える際には、利用者との意思疎通を十分に図る必要があると思っています。 

 これらの課題も踏まえながら、先月の協議会では新しい地域公共交通計画の３つの基本方

針につきまして議論をしていたところでございます。 

 １つ目は、広域的な公共交通網の維持、確保により都市間のつながりを強化する。例えば

関のターミナルとの連携ということもあるかも分かりません。そして通勤・通学などで関市、

岐阜市、名古屋市などへの移動が見られることや、観光などの交流人口、あるいは関係人口

の創出、さらには定住人口を確保していく観点から、美濃市と他の都市間とのつながりの強

化を目指してまいりたいと考えております。 

 ２つ目は、地域を支える公共交通の充実により地域間のつながりを強化するということで

あります。長良川鉄道などの広域的な公共交通を補完しているのり愛くんにつきましては、

高齢者を中心に身近な公共交通として定着していることから、引き続き利用者のニーズに対

応していくことで地域を支える公共交通の充実を目指してまいりたいと思っています。 

 ３つ目は、地域の公共交通をみんなで育て、守るということであります。現在の公共交通

は、公共サービスとして市の予算を投入しながら維持をしているということでございます。

将来にわたって持続可能な公共サービスとしていくためには、引き続き市民、事業者、市が

育て、守っていくものとしています。 
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 今後協議会におきましては、来春の計画策定を目指して、大きな方向性について議論を進

めておりますけれども、中でも利用を促進するために利便性の向上を図ると。そして、議員

御指摘のとおり、今後も増加する免許返納者に対して地域で安心して暮らし続けることがで

きる公共交通網を維持していくことは特に重要な対策ということで考えています。 

 ちなみに、のり愛くんにつきましては、買物の方が行くときは空で行って、帰りは重たい

荷物を持って帰ってくるということで、停留所から家まで重たいなあと、こんな課題もござ

いますけれども、のり愛くんがドア・ツー・ドアになりますと、タクシー業界との関係もご

ざいましてなかなかできませんが、あくまでも停留所方式ということでありますので、その

辺につきましては、市民の方々と十分議論しながらより利用しやすい公共交通として活用し

ていきたいと考えています。 

〔１番議員挙手〕 

○議長（古田秀文君） １番 松嶋哲也君。 

○１番（松嶋哲也君） 答弁ありがとうございました。 

 答弁にて美濃市における公共交通について、将来に向けた対策、在り方をどのように考え

ているか確認できました。 

 本年４月に美濃市公共交通活性化協議会が設立され、協議が重ねられております。答弁に

ありましたように、公共交通を使っているのは通学の生徒、買物や病院通いのお年寄り、あ

るいはそこに住んでいない観光客などであります。その人たちのニーズ、意見を吸い上げ、

議論し意思決定することをお願いいたします。 

 これまでの公共交通の議論は交通弱者をどう救済するかという観点から語られることがほ

とんどでありましたが、本市にとって公共交通の維持は本市が生き残れるか、持続可能かと

いう点において住民全体の問題であります。 

 生産年齢人口の減少により、利用者のさらなる減少が予想される中、公共交通をどう維持

していくかについては、高速バス、路線バス、観光バス、タクシー、そしてマイカーによる

パーク・アンド・ライドなど、それぞれを乗り継ぐ拠点となるシティターミナルを設けるこ

とが有効であると考えます。利用者の減少が予測されるからこそ利便性を高めて、観光客を

含め利用者を増やし、公共交通を維持するための拠点づくりについても検討していただきた

いと考えております。 

 高齢化に伴い社会問題化している高齢者ドライバーの重大事故の増加とその要因となる免

許返納後に買物や通院等の日常の移動に支障が出ることへの対処については、まず重大事故

の抑制に向け、対歩行者の衝突軽減ブレーキ、ペダル踏み間違い急発進抑制装置等に対する

補助金制度の充実が必要です。同時に免許返納後の対処として、デマンドタクシー「のり愛

くん」のさらなる利便性の向上に取り組んでいただくようお願いいたします。 

 御答弁いただきましたように、人口減少社会において地域の活力を維持、強化し、市民の

皆様が住み慣れた地域で長く安心して暮らせるためには、地域公共交通ネットワークを維持

することが重要であります。将来に向けた対策、在り方について、さらなる議論を深め対応
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いただくことをお願いいたしまして、１つ目の美濃市における公共交通についての質問を終

わります。 

 次に２点目の質問、マイナンバーカードについて民生部長にお尋ねしますので、よろしく

お願いいたします。 

 私は令和３年６月議会の一般質問で、マイナンバーカードについてお尋ねしており、内容

等に重複する点がありますが、状況が変わっておりますのでよろしくお願いいたします。 

 御承知のように、2016年１月にスタートしたマイナンバー制度は、公的サービスの効率化

や国や自治体同士の情報共有などを目的に制定された制度です。 

 マイナンバー制度の主な目的は、次の３点です。 

 １．国民の利便性の向上、社会保障・税関係の申請時に課税証明書などの添付書類が削減

されるなど、面倒な手続が簡単になる。また、本人や家族が受けられるサービス、情報等の

お知らせを受け取ることが可能になる。 

 ２．行政の効率化、国や地方公共団体の間で番号情報が共有されることにより、これまで

時間がかかっていた情報の照合や転記等に要する時間、労力が大幅に削減され、手続が正確

でスムーズになる。 

 ３．公平・公正な社会の実現、国民の所得状況が把握しやすくなることで、税や社会保障

の負担の不当逃れや不正受給の防止、本当に困っている人へのきめ細かな支援が可能になる。

このような理由で制定されたものです。 

 しかし、マイナンバー制度の利用はなかなか進みませんでした。その理由として上げられ

るのが、制度への不信感で、世論調査によると所得状況が全て把握されてしまう、保険料が

未納だとすぐに催促されるなど、間違った情報でマイナンバーカードに負担をイメージする

人が多くいたとされています。 

 そこで、総務省はマイナンバーカード普及のため、カードを取得していない人に対し、Ｑ

Ｒコード付申請書を再送付したり、ポイント還元制度「マイナポイント」をスタートするな

ど促進に努めました。 

 地方自治体の努力もあり、10月末時点での全国のマイナンバーカード交付枚数率は51.1％

となり、国民の半数を超え、岐阜県においては50.6％となっております。10月末時点での美

濃市における交付枚数率は62.6％であり、令和３年６月にお尋ねした時点が28.8％でしたの

で、１年４か月ほどで２倍以上に伸びたことになります。 

 この数字の状況から１か月半が経過しており、現状についてお尋ねします。 

 ここで１つ目の質問です。 

 マイナンバーカードについて、美濃市における申請、交付の状況はどのようか、民生部長

に答弁を求めます。 

○議長（古田秀文君） 民生部長 西部睦人君。 

○民生部長（福祉事務所長）（西部睦人君） おはようございます。 

 マイナンバーカードについての御質問の１点目についてお答えをいたします。 
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 本市におけるマイナンバーカードの本年７月末の交付状況は37.0％で、全国平均を大きく

下回っておりました。 

 総務省からの指導や国からの交付税の算入率にマイナンバーカードの交付率が加味される

との発表がありましたので、交付率向上のため休日窓口、スーパーやふれあいセンター、美

濃病院等での出張受付会場の開設、企業訪問、個別訪問、市役所での申請サポートなど様々

な取組を行ってまいりました。 

 その結果、11月末時点のマイナンバーカードの交付枚数は１万3,118枚、交付枚数率は

66.3％となり、全国平均の53.9％を上回りました。また、11月末時点の申請件数率は

70.59％で、県内42市町村の最上位となっております。 

 なお、概算ですが、昨日現在、本市における申請件数率は73.58％となっているところで

ございます。 

〔１番議員挙手〕 

○議長（古田秀文君） １番 松嶋哲也君。 

○１番（松嶋哲也君） 答弁ありがとうございました。 

 総務省によると、美濃市は９月、８月と比べた１か月間でのマイナンバーカード申請、交

付の増加率が全国の市と特別区の中でいずれもトップだったと聞いております。 

 ポイント還元制度、マイナポイントの効果が大きかったようですが、担当部・課を中心に

全庁を挙げて、土曜日、日曜日や時間外での特設窓口の開設をはじめ、様々な工夫と努力に

よる成果であると思います。引き続きマイナンバーカード申請・交付推進にさらなる尽力を

お願いします。 

 ２つ目の質問、マイナンバーカードについて、利用者の利便性に向けた今後の取組につい

てお尋ねします。 

 マイナンバーカードの取得は進みましたが、肝腎なのはやはり制度の目的である国民の利

便性の向上、行政の効率化、公平・公正な社会の実現です。 

 マイナンバーカードの取得によるメリットは主に以下の６点が上げられています。 

 １．身分証明に利用できる。 

 ２．各種の行政手続のオンライン申請等に利用できる。 

 ３．金融機関における口座開設、パスポートの新規発給など、様々な場面で利用できる。 

 ４．民間のオンライン取引等に利用できるようになる見込みである。 

 ５．市区町村や国等が提供する様々なサービスごとに必要だった複数のカードがマイナン

バーカードと一体化できる。 

 ６．コンビニなどで住民票、印鑑登録証明書などの公的な証明書を取得できる。 

 このように個人の身分証明は当たり前として、コンビニでの各種証明書の取得、各種行政

手続のオンライン申請などがメリットとして上げられております。 

 しかしながら、令和３年６月の一般質問では、コンビニの導入には、システム導入経費等

の一時経費が2,400万円、システム利用料、負担金等の運営費が年間720万円、さらに証明書
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交付１枚当たり117円の委託手数料が必要となり、１件交付するに当たり約9,000円の経費が

かかることになります。現時点におきましては、費用対効果の点で課題があると考えており、

コンビニ交付につきましては、市民の利便性の向上につながることは認識しておりますが、

慎重を期す必要があると考えておりますとお答えをいただきました。 

 私も費用対効果等の観点からそのとおりであると思いますが、総務省やデジタル庁のホー

ムページでは、マイナンバーカードの取得のメリットとして、コンビニで各種証明書の取得

ができるとされており、市民の方からはほかの市ではマイナンバーカードがあればコンビニ

で公的な証明書を取得できるのに、美濃市では窓口へ来なくてはならないのはなぜかとの、

こういった疑問が生じるのも当然であると思われます。 

 本市では、本庁舎に加え各地域ふれあいセンター６か所で住民票の写し等の交付ができる

など、様々な対応を行っていることは承知していますが、マイナンバーカード取得による利

便性の向上について、さらなる取組が必要であると考えております。 

 ここで２つ目の質問です。 

 マイナンバーカードについて、利用者の利便性に向け、今後の取組はどのようか、民生部

長にお尋ねします。 

○議長（古田秀文君） 民生部長 西部睦人君。 

○民生部長（福祉事務所長）（西部睦人君） マイナンバーカードについての御質問の２点目

についてお答えいたします。 

 マイナンバーカードは、これからのデジタル社会において市民に対する行政サービス、利

便性の向上、公正・公平な社会の実現になくてはならないツールです。 

 しかしながら、カードの利便性、有用性、安全性などについて、誤った認識をお持ちの市

民の方もいらっしゃいますので、正確な情報提供が必要であると考えています。 

 マイナンバーカードは、行政サービスにおいて、簡便かつ正確に本人確認や行政機関等か

らのサービスを受けることができるという意味で様々な活用の可能性を有しています。マイ

ナンバーカードの持つ機能を活用した行政サービスについては、ＤＸ、ＳＤＧｓ、カーボン

ニュートラルなどを見据え、市の取組を実施し、市民の皆様にカードの利便性を感じていた

だきたいと思います。 

 その取組には、活用サポートアプリの購入、ＩＴ企業への業務提携、クラウドサービス等

を利用した手法が考えられますが、サービスの効率や費用対効果を十分に検証して取り組ま

なければならないと考えております。現在、戸籍における氏名の読み仮名の法制化について

検討が進められておりますので、早急に対応できるよう体制を整えております。 

 また、本年６月に立ち上げました美濃市ＤＸ推進協議会の場などでも委員の皆様の御意見

を伺いながら、マイナンバーカードの活用について、研究、検討を進めてまいります。 

〔１番議員挙手〕 

○議長（古田秀文君） １番 松嶋哲也君。 

○１番（松嶋哲也君） 答弁ありがとうございました。 
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 今後の取組について確認できました。 

 マイナンバー制度は、答弁でもありましたように、行政を効率化し、国民の利便性を高め、

公平・公正な社会を実現する社会基盤でありますので、全ての国民が平等なサービスを受け

られるのが基本であると考えております。 

 しかし、コンビニ交付を利用できる市区町村は、全1,724中991であり、対象人口は１億

1,000万人に近づいており、それ以外の市区町村の方がコンビニ交付を利用できないのが現

状です。 

 今後、マイナンバーカードは健康保険証や運転免許証として使用できるようになりますし、

行政のオンライン手続が進み、加えて民間での利用範囲も広がる見込みです。それに伴い、

デジタル化の進捗状況等により、利便性についてさらに地域格差が生じる懸念があります。 

 自治体は人口、面積、財政規模等、様々ですので、マイナンバーカードの利用についても

状況が異なるのは理解できますが、異なる状況でどう対応するかが大変重要です。 

 答弁いただきましたように、マイナンバーカードの活用については皆様の意見を伺い、研

究、検討を重ね、市民の皆様に利便性を感じていただけるよう進めていただくことをお願い

いたしまして、マイナンバーカードについての質問を終わります。 

 これで私の２点の質問を終了いたします。どうもありがとうございました。 

○議長（古田秀文君） 次に、９番 辻文男君。 

○９番（辻 文男君） 皆さん、おはようございます。 

 私は、発言通告に従いまして、一般質問５項目について一問一答にて行います。 

 最初に、令和６年度に迎える市制70周年、ユネスコ無形文化遺産登録10周年、和紙の里会

館開設30周年の記念事業について、市長に答弁を求めます。 

 美濃市にとって令和６年度は、市制70周年、日本の手漉和紙技術ユネスコ無形文化遺産登

録10周年と和紙の里会館開設30周年という節目を迎える記念すべき年になります。 

 市制60周年は武藤市長１期目で、私も議員となって３年目に迎え、11月に手すき和紙の技

術がユネスコ無形文化遺産に登録されたときの記憶が今も焼きついております。このユネス

コ無形文化遺産登録を記念して、美濃和紙の日を制定しておりますので、毎年何かしらのイ

ベントを開催し、記念日として対応してまいりました。12月に開催された定例会も、本議会

も美濃和紙の日を記念して執行部と議員は紙衣を着用して、議場内外には和紙の造花やあか

りアート作品を展示して和紙議会と銘打って開催をしています。 

 また、御承知のように、美濃和紙の里会館でも、美濃和紙の里会館ナイトミュージアムと

してふだんは入ることができない夜の和紙の里会館を一夜限りとして17時30分から20時まで

開館をして、「本美濃紙スカイランタンを飛ばそう」というワークショップで制作した本美

濃紙を使った手作り熱気球をスカイランタンとして夜空に飛ばすイベント、これを開催され

たのは記憶に新しいところであります。 

 このように何かしらのイベントを催して記念事業を行うということは、どこの市町村でも

習わしになっているように思います。 
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 冒頭に述べましたように、令和６年度には節目となる記念日が３件あるということで、慣

例に倣えば記念事業が計画されるのかなというふうに思いをはせているところです。 

 どんな事業として取り組むかによって準備に対する組織や期間、あるいは事業予算が必要

になってくるのは必然と考えます。実行委員会の立ち上げ、メンバーの選任、事業の計画、

それに伴う実行予算案の策定など、しっかりと計画をして実行してイベントを成功裏に導く

ためには、１年前の来年度、令和５年度から準備に取りかかる必要があると考えております。 

 特に、事業概要とそれに伴う準備のための予算を明確にしておくことは必須で、来年度予

算策定に取り組んでいる今がそのときと思います。 

 そこで最初の質問ですが、それぞれの記念事業についての取組をどのように考えているか、

市長にお伺いいたします。 

○議長（古田秀文君） 市長 武藤鉄弘君。 

○市長（武藤鉄弘君） ただいま辻議員から御質問のありました、令和６年度のいろんな記念

事業ということの御質問にお答えをさせていただきます。 

 辻議員が御指摘されましたように、令和６年度には市制施行70周年を迎える、あるいはユ

ネスコ無形文化遺産登録10周年並びに美濃和紙の里会館開設30周年を迎えるとなりますけれ

ども、実はこれ以外にも多くの記念日がありまして、金森長近公が生まれてから500年を迎

えることになります。さらに、岐阜県では25年ぶりに開催される国民文化祭、併せて全国障

害者芸術・文化祭が「清流の国ぎふ」文化祭2024として開催されるということも決定されて

おりまして、したがいまして、これら全てのものを連携して取り組んでいく必要がある、こ

んなふうに思っています。 

 その中で、まだ全部を決めておるわけでございませんが、思いといたしましては、市制70

周年につきましては、実は年度当初から幹部会議のほうで、今日も行っておりますが、その

中でいろんな意見が出ています。過大なイベントや一過性のイベントは実施すべきではない

んではないかというような意見、あるいは美濃和紙あかりアート展、あるいは総合フェア、

全国和紙画展などの既存の内容を充実させて、70周年記念事業の冠事業として実施したほう

がいいんじゃないかと、こんなような意見もございました。また、ユネスコ無形文化遺産登

録10周年等では、他市とや関係団体と連携して事業を行うべきではないかと、こんなような

意見が出ておりまして、まさしくそうであるなということで、まだ現在検討中でございます。 

 ちなみに市制施行70周年の記念事業では、市政に貢献いただいた方々に敬意を表する表彰

式、あるいは10年間を振り返り、将来の美濃市を考えてもらえるような機会と、こういった

ものを提供できることにつきましてはやれたらいいかなあと、こんなふうに思っています。 

 また、ユネスコ無形文化遺産登録10周年につきましては、本年10月27日に美濃市で開催い

たしました第29回全国重要無形文化財保持団体協議会美濃大会の折に、本美濃紙と同時に登

録されました島根県の石州半紙、埼玉県の細川紙の各保持団体や関係自治体の方とお話をす

る中で、国内外への情報発信並びに伝統文化の維持向上につながる事業を連携して実施すべ

きじゃないかと、こんなような意見でまとまっているというふうに思っております。 
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 さらには、金森長近公の生誕500年につきましては、これも本年８月19日に、福井県大野

市におきまして長近公を学ぶ講演会が開催され、その際に長近公とゆかりのある福井県大野

市、岐阜県高山市、そして美濃市、さらには生誕地として言われております滋賀県守山市の

４市の首長サミットも併せて開催されましたので、その席に私も出席をし、その場で４市連

携して何か生誕500年祭の記念事業ができないかということで、やりましょうということで

合意をしたところでございます。ただ、事業内容につきましては、事務担当で協議していく

ということになっておりまして、現在その協議中ということでございます。 

 さらに、「清流の国ぎふ」文化祭2024でございますけれども、これも本年７月に岐阜県の

実行委員会が設立されました。本市も県の実行委員会の一員であります。設立総会では、オ

ール岐阜として取組が決定されましたので、美濃市としてもこれに協賛しながら文化の発信

に資するべく何らかの対応をしていくとなりました。それに伴いまして、先般、美濃市実行

委員会を立ち上げまして、今後どのような事業内容にするのかということの検討をしていく

ということが決まったところでございます。それぞれ文化関係団体の方々が中心になりまし

て、どうすべきかということを今現在事業部会のほうで検討中ということでございます。 

 いずれにしましても、市制施行70周年をはじめとする各種事業につきましては、美濃市の

活性化、あるいは芸術・文化の向上、伝統文化の継承、維持・保全に資する事業ということ

で未来思考型で取り組んでまいりたいというふうに考えております。 

 現在、それぞれの担当部局、関係者と十分な連携の上で検討を進めつつありますけれども、

また事業案がまとまり次第、市民の皆様にもこうした事業に積極的に関わっていただければ

と考えておりますので、ぜひ御協力をお願いし、答弁とさせていただきます。よろしくお願

いします。 

〔９番議員挙手〕 

○議長（古田秀文君） ９番 辻文男君。 

○９番（辻 文男君） 私は本当に直近に思いつくような市制70周年と、それからユネスコの

無形文化遺産登録10周年と和紙の里会館30周年というようなことでお尋ねしたんですけれど

も、大変丁寧にお答えいただきまして、ありがとうございました。 

 本当に10年を振り返るよい機会でもありますし、またこの10年というのは、先ほども少し

申しましたように、武藤市長の任期そのものであり、市長の意思を反映した第６次総合計画

の前期の３年がちょうど終わるような、こういった最終年度にもなってくる関係もあります

ので、各担当部局との十分な協議、連携の下でしっかり企画をして取り組んでいただきたい

と思います。 

 特に、和紙の里会館そのものが独自に取り上げられる機会というのはそんなにあるもので

はないし、今までにはなかったことですので、派手さはなくても記憶に残るような、そんな

企画になることを期待したいと思います。ありがとうございました。 

 それでは、２番目の質問に移りたいと思います。 

 第６次総合計画１年目の実施状況と今後についてでございます。総務部長のほうに答弁を
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求めます。 

 さきの９月定例会で、令和３年度の決算が認定されて、６次総合計画における前期基本計

画の初年度、１年目が終了しました。 

 決算認定に当たっては、審議の附属資料として主要な施策の成果等説明書が配付され、私

たち議員はこの資料を参考にして質疑を行い、審議をいたします。 

 これとは別に、総合政策課がまとめられました美濃市第６次総合計画実施状況（2021年度

実績）、これが配付されましたが、議会の会期の途中でありましたので、常任委員会が終わ

ってからの配付となりました。 

 また、これとは別に美濃市まち・ひと・しごと創生総合戦略実施状況と基本目標における

目標の検証にも実施事業の結果と評価等がまとめられております。 

 いずれも市政の取組についての計画に対する評価、効果をまとめたもので、内容はかなり

重複しております。作成する手間や内容の重複する度合いから考えても、１つにまとめて運

用しやすく、また評価しやすい仕組みにすべきではないかなあというふうに考えます。 

 そこで１つ目の質問になりますけれども、総合計画実施状況と主要な施策の成果等説明書、

こういったものの関連が分かる仕組みにはできないか、総務部長に答弁を求めます。 

○議長（古田秀文君） 総務部長 纐纈敬久君。 

○総務部長（纐纈敬久君） 皆さん、おはようございます。 

 それでは、辻議員の２つ目の御質問、第６次総合計画１年目の実施状況と今後についての

１点目、総合計画実施状況と主要な施策の成果等説明書との関連が分かる仕組みにできない

かという御質問にお答えをさせていただきます。 

 総合計画実施計画は、第６次総合計画の基本計画で示された方針を計画的かつ効果的に実

施していくため、向こう３年間で実施する具体的な事業内容を定めたものでございます。ま

た、まちづくり指標の年度別目標値、実績値並びにまちづくり指標に関連する事業や取組等

を掲載しております。策定に当たりましては、本年３月の市議会総合計画・地方創生特別委

員会において委員の皆様には御説明をし、御確認をいただいております。 

 計画の初年度となった令和３年度の実績を記載した総合計画実施計画の実施状況は決算認

定の時期に合わせて作成し、本年９月14日に開催した美濃市総合計画審議会において有識者

の方に検証をしていただきました。９月末に総合計画・地方創生特別委員会が開催されれば、

検証結果を報告する予定でございましたが、委員会が開催されませんでしたので、委員の皆

様には資料を配付し、併せて市のホームページで公表をいたしました。 

 なお、美濃市総合計画審議会では、第６次総合計画と一体的に策定した第２期美濃市ま

ち・ひと・しごと創生総合戦略のＫＰＩについても検証していただき、検証結果は総合計画

の実施状況と同様に情報提供をいたしました。 

 一方、主要な施策の成果等説明書は、地方自治法第233条第５項の規定に基づき、市長が

決算を議会の認定に付す際に、決算書とともに議会へ提出するものであり、長年にわたり監

査委員による決算審査や市議会による決算認定において決算書とともに御活用いただいてお
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ります。 

 このようなことから、総合計画実施状況と主要な施策の成果等説明書とは、その作成の根

拠や目的が大きく異なるものであることから、一本化するのは困難であると考えております。 

 しかしながら、基本目標・政策・施策別に記載されている総合計画実施状況と款項目別に

記載されている主要な施策の成果等説明書とを見比べた際に、それぞれの資料における特定

の事業の位置づけが分かりにくくなっておりますので、総合計画実施状況の記載方法につい

て、今後検討していきたいと考えております。 

〔９番議員挙手〕 

○議長（古田秀文君） ９番 辻文男君。 

○９番（辻 文男君） 今の答弁の中で、いろいろ総合計画実施状況と主要な施策の成果等の

説明書は作成の根拠や目的が大きく異なるので一本化は困難というような答弁をいただきま

した。 

 しかし、私たち議員の側からしますと、同じようなことの書いてあるものを２冊も３冊も

持って、やっぱり決算審査に臨むということについてはなかなか大変なので、せめてその関

連性がしっかりしたものであれば、より活用がうまくいくんじゃないのかなあというふうに

思っております。特にこういった報告資料というのは決算審査には不可欠でもありますし、

現状の主要な施策の成果等説明書だけでは詳細な検証に至らないということ、あるいは来年

度予算策定への反映に向けての提言などを含めた審査にはやや不十分ではないのかなという

ふうに、十分ではないというふうに考えております。 

 最終的には実施施策であることに変わりなく、関連性を分かりやすくすることで成果の確

認からの評価と、あるいは次年度へ向けての施策の見直しや拡充など、計画や予算措置につ

ながるのが自然の流れだというふうに思っております。 

 しかし、目的が異なるこれらの資料を一本化してまとめるということは、先ほども申され

たように、困難ということがあるのかも分かりませんが、記載の方法を工夫し、分かりやす

く、見やすくするように検討されるということで、少し時間を要すると思いますけれども、

できるだけ早期にこういった形が実現できるように期待したいと思います。 

 その上で、それぞれの資料が議会開催までに配付されれば、一本化できていなくても審議

の精度は高まりますので、より成果の出るようなまとめ方に期待したいと、こんなふうに思

います。 

 そこで２番目の質問ですが、配付時期を議会の決算審査に間に合うようにはできないのか、

総務部長に答弁を求めます。 

○議長（古田秀文君） 総務部長 纐纈敬久君。 

○総務部長（纐纈敬久君） それでは２点目の御質問、配付時期について、議会の決算審査に

間に合うように配付できないかについてお答えをさせていただきます。 

 総合計画実施計画の実施状況につきましては、先ほど申し上げましたとおり、毎年９月に

開催しておる美濃市総合計画審議会における検証を踏まえて、その結果を市議会総合計画・
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地方創生特別委員会で報告させていただく予定としております。 

 実施状況の配付時期を早めるには、決算資料や９月補正予算資料等の作成と並行して事務

事業を行うこととなるため、現状ではなかなか困難であるというふうに考えておりますが、

できる限り対応させていただきたいというふうに考えております。 

〔９番議員挙手〕 

○議長（古田秀文君） ９番 辻文男君。 

○９番（辻 文男君） 美濃市総合計画審議会、これの開催時期を早めることができれば多少

前倒しができるんじゃないのかなというふうに思いますので、そこのところをまず取り組ん

でいただきたいというふうに思います。何でもそうなんですけれども、最初にこうやったも

のに取り組むときには相当量の作業になるというふうには思いますけれども、一回作ってし

まうと、次年度からは割とその前年度の資料をベースにして作成するというふうになると思

いますので、大変と思いますけれどもお願いしたいと思います。 

 特に、来年はまた統一地方選で議員のメンバーも替わると思いますし、また皆さん方担当

も替わると思いますけれども、このことについては年度が替わったり人が替わったというこ

とではなく、継続して取り組んで早期配付の実現に期待をしたいと思います。 

 ３番目の質問になりますけれども、第６次総合計画の策定には、公募に応じた市民の皆さ

んも含めたワーキンググループとして関わりを持っていただいております。１年目の実績報

告には、彼らワーキンググループの関わりというものが見えておりません。 

 やはり策定に関係したメンバーには施策の実施状況や結果、成果について市民目線からの

評価を報告のまとめに入れるべきだというふうに思っております。 

 担当部署がまとめて、ワーキンググループメンバーに報告するだけでは本当の意味での関

わりが持てないことになると思います。 

 そこで３番目の質問になりますが、総合計画策定に参画したワーキンググループの意見も

反映すべきと考えるがいかがか、総務部長に答弁を求めます。 

○議長（古田秀文君） 総務部長 纐纈敬久君。 

○総務部長（纐纈敬久君） それでは３点目の御質問、実施状況に対しワーキンググループの

意見を反映させるべきではないかということについてお答えをさせていただきます。 

 総合計画ワーキンググループは、総合計画の策定に当たり市民公募により参加者を募り、

市の課題や必要な取組等を明らかにすることを目的に実施したものであり、令和２年の夏に

各ワーキンググループから提案書を頂いた時点でその目的は達成されたものと考えておりま

す。 

 第６次総合計画実施計画の実施状況は、毎年市のホームページで公表してまいります。ワ

ーキンググループであった方に限らず、市民どなたでも公表内容について御意見等がござい

ましたら、その都度、総合政策課並びに各事業の担当課へお問合せをいただければというふ

うに考えております。 

〔９番議員挙手〕 
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○議長（古田秀文君） ９番 辻文男君。 

○９番（辻 文男君） 答弁されたように、ワーキンググループは提案された時点で目的は達

成されています。しかし、関わりを持たれた皆さん、特に自ら志望してワーキンググループ

に参画された皆さんはいろんなことに関してより関心を持たれています。行政の方向性とし

て、市民協働は避けられない必須の要件であることを明言してはばからないのに、参画した

後は一般市民と同等の扱いで、何かあればお問合せくださいという形だけでは、これからの

あらゆる公募制度に対して決してよい影響を与えるものではないというふうに思います。市

民が参画した結果、生まれたものという市民参加のアリバイづくりのような公募制度になら

ないよう配慮する必要があると思います。もっと市民の側に立った対応をすべきではないか

というふうに考えます。 

 中間時点における総合計画の見直しにはやはり市民の声を生かすべきと考えると、年度ご

との実施状況の確認が美濃市総合計画審議会の検証だけでは形骸化するおそれがあるという

ふうにも思います。 

 御意見があれば各事業担当課へお問合せいただきたい、こういった記述が前向きに変わる

ことに期待をしたいと思います。 

 それでは３番目の質問、以安寺山整備事業の今後についてに移らせていただきます。 

 令和３年度決算で、森さんから寄附を受けた１億円の事業として取り組まれてきた以安寺

山整備事業は完了したとされました。 

 しかし、実際は、以安寺山全体の基本整備と植栽、それに展望台にほぼ１億円を投じただ

けで、市民に親しまれる公園や四季を身近に肌で感じられる遊歩道としての整備が終わった

わけではないというふうに思っています。 

 苗木で植栽した樹木が成木となるまでの枝葉の剪定やうまく根づかない立ち枯れをした苗

木の捕植、あるいは伐採、抜根等によって整備した遊歩道にはササの類いや雑木の枝葉が繁

茂し、これらを取り除くなどの維持管理は少なくとも十四、五年はかかるのではないかなと

いうふうに想定されます。 

 これを継続していくには、地元住民組織への委託事業では賄い切れないと考えられます。

それは維持管理の手間は年に数回では済まない、一旦放置状態が続くと、次第に大がかりな

作業になっていくので小まめな管理が必要だと考えられるからです。 

 また、ほぼほぼ手をかける手間がなくなり、完成と言えるまでには、少なく見積もっても

10年以上は必要と考えられ、地元住民組織の高齢化と後継者不足など懸念材料が多いことも

こうした理由の一つに上げられると思います。やはり維持管理をしていくには、しっかりし

た実務を見据えた予算措置を伴った維持管理計画を講じておく必要があると考えます。 

 そこで最初の質問です。 

 以安寺山整備事業の最終形をどのように考えるか、産業振興部長に答弁を求めます。これ

は昨年の12月も同じような最終形について尋ねていますけれども、これから次の質問に行く

ためには、どうしてももう一回ここで確認したいので、あえてまた質問させていただきまし
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たので、よろしくお願いいたします。 

○議長（古田秀文君） 産業振興部長 永田幸泰君。 

○産業振興部長（永田幸泰君） 皆さん、こんにちは。 

 ただいまの以安寺山整備事業に関する御質問の１点目、整備事業の最終形につきましてお

答えいたします。 

 先ほど辻議員もおっしゃったように、昨年の12月議会の一般質問においてお答えしました

ように、樹木の伐採や苗木の植樹、遊歩道の整備、見晴台の設置など、大きなハード整備に

ついては昨年度末をもって完了としておりますが、その後は植樹した樹木が順調に生育する

よう適正に維持管理をし、季節ごとに生育した花木が一面に見渡せる山となるには10年から

15年先と考えているところでございます。 

 その後も維持保全を続けていきますが、その時点が一旦の最終形と思っているところでご

ざいます。 

〔９番議員挙手〕 

○議長（古田秀文君） ９番 辻文男君。 

○９番（辻 文男君） 昨年は市長に答弁をいただいておりましたので、市長も吉野山の桜、

あるいは大矢田の楓谷、こんなところも一つの最終形の形かなあというようなふうにもおっ

しゃってみえます。 

 いずれにしろ整備が必要であると、しかもその上で四季折々に市民が親しめる、そういっ

た憩いの場としての形を想定してみえるということは間違いないというふうに思っておりま

す。 

 約１年経過した中で、こうした展望台、この市役所からもよく見えるんですけれども、こ

ういったところに人が立っている姿はなかなか見られません。私は御承知のように足が悪い

ので、登りたくても登れないというのは残念なんですけれども、登られた方は皆さん歩経路

の整備が老若男女には優しくないなということを口にされています。急であったりとか、段

差が大きいとか、そういったことも要因になっているというふうに思います。この点は今後

の整備において、必須事案として取り組んでいただきたいと要望しておきます。 

 今回の整備事業には、造園に関わりのある方は見えなかったというふうに聞いています。 

 桜など花の咲く樹木やどの程度の背丈まで成長する樹木であるとか、10年後に遊歩道から

見える樹木の姿、形、格好、こういったものは庭園の管理などに精通した造園技士などの経

験豊富な専門職の指導が欠かせないのではないかなというふうに思います。 

 そこで２番目の質問ですが、今後の維持管理には実務を指導監督する専門職が必要と考え

ますがどうでしょうか、産業振興部長に答弁を求めます。 

○議長（古田秀文君） 産業振興部長 永田幸泰君。 

○産業振興部長（永田幸泰君） ただいまの御質問についてお答えいたします。 

 今後の維持管理については、自治会やボランティア団体に御協力をお願いしながら、でき

る限り住民協働で行っていきたいと考えておりますが、植樹をした花木を含め山全体の剪定
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や枝打ち、間引きなど専門技術を必要とする業務については、業者に委託し、管理をしてい

くこととしています。 

 なお、植樹をした花木の育成管理については、議員御提案のとおり、指導いただく専門員

が必要と考えておりまして、岐阜県森林文化アカデミーでありますとか、知識や技術をお持

ちの住民の方々の協働による樹木管理ができればと考えているところでございます。 

 また、アカデミーによる教育の一環の場としても活用いただけるよう促していきたいと考

えておりまして、いつ訪れても憩える以安寺山となるよう、しっかり維持していきたいと思

っております。 

〔９番議員挙手〕 

○議長（古田秀文君） ９番 辻文男君。 

○９番（辻 文男君） そうですね。今、前向きにそういう専門職に協力いただきながら管理

していくということで答弁いただいたわけで、そこは絶対条件やなあというふうには思って

おります。 

 しかし、頼んだだけではなかなか進んでいかないので、やっぱりここには全体計画、年度

ごとにどういった、経常的にやっていくいわゆる下刈りとかそういうもののほかに、やっぱ

り樹木の管理というような部分、成木に従って管理の方法も違ってくるし、枝の剪定という

か優先する枝をどれにするかとか、そういうようなことというのは必ず必要になってきます

ので、ぜひ全体的な計画、最終形に仕上げるまでには時間は要するんですけれども、やっぱ

りその10年続くであろうという中での全体計画というものに基づいた単年度計画は単年度に

何をするんだという辺りをしっかりした形で捉え、その作業量等を割り出して当該予算とし

て、次年度予算としてしっかり予算化をして臨むと、こういったことをぜひお願いしておき

たいと思います。 

 そこで、３番目の質問になりますが、少なくとも10年間の維持管理に関する予算措置を伴

った計画が必要であると考えるがいかがか、産業振興部長に答弁を求めます。 

○議長（古田秀文君） 産業振興部長 永田幸泰君。 

○産業振興部長（永田幸泰君） ただいまの御質問についてお答えをいたします。 

 花木の育成管理を行い、市民の憩いの場として活用していくためには、今後の維持管理が

極めて重要であると考えております。 

 今後の維持管理経費としましては、主に年３回の下草刈りや施肥、肥料を施すことでござ

います。樹木管理でありますとか山全体の剪定や枝打ち、それから木製設備の防腐管理など

に係る委託経費と住民協働経費を合わせまして、年間約200万円程度と見込んでおりますが、

こうした通常経費の中で十分対応できるものと考えております。 

 なお、異常気象などにより樹木や遊歩道に被害を及ぼす状況になった場合には、臨時的な

経費を要することを想定しております。 

〔９番議員挙手〕 

○議長（古田秀文君） ９番 辻文男君。 
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○９番（辻 文男君） 年間200万円程度の予算計上で維持管理ができていけるだろうという

ことの見込みを答弁していただきました。 

 もちろんそういったお金は予算措置することは大事ですし、それを今度成果としてどう評

価して次につなげるかという、ここがやっぱり一番大事な部分ですので、そういったＰＤＣ

Ａが回せる仕組みとして年間200万ぐらいの予算を続けていけるという部分、10年やれば

2,000万という、これはなかなか半端ない予算措置が必要ということですので、やっぱり成

果にしっかりつながるような形でぜひ実現していただきたいというふうに思います。 

 本当にせっかく森さんが寄附してくださった１億円を生かすためには、これからどういう

ふうに取り組んでいくかということが事の成否に大きくつながると思いますので、ぜひその

点を念頭に置きながら取り組んでいただきたいということをお願いして、この質問を終わり

たいと思います。 

 それでは、４番目になります。 

 10月１日に施行されました美濃市民歯と口腔の健康づくり推進条例について、民生部参事、

保健センター長に答弁を求めます。 

 ９月の定例会において、美濃市民の歯と口腔の健康づくり推進条例が制定され、10月１日

より施行されました。 

 これは、歯科口腔保健の推進に関する法律の趣旨を踏まえ、市民の歯と口腔の健康づくり

を総合的かつ計画的に推進し、市民の生涯にわたる健康の保持及び増進並びに健康寿命の延

伸に寄与することを目的として定められたものです。 

 制定された条例の内容には、市民の歯と健康づくりの推進に関する基本方針を定めること、

市の基本施策を定めることがあります。第９条に定められている基本施策には、施策を講ず

る、推進する、実施する、こういった結びで10項目にわたって記載をされています。 

 今議会には、令和４年度に実施計画された施策の予算を追加、あるいは増減額する補正予

算が上程されていますけれども、こうした歯と口腔の健康づくり推進条例に関する事案はな

かったように思いました。私は、10月１日の施行というのは、当然当該年度に何かしらそう

いったものが予算措置されるんじゃないかなというようなことを想定して考えた段階では見

つからなかったということですね。 

 それで、質問になりますけれども、９月議会に上程され、施行が10月１日となっているこ

の美濃市民の歯と口腔の健康づくり推進条例の第９条に定められている基本的施策のうち、

今年度に予算措置され、実施される施策はあるのか、民生部参事、保健センター長に答弁を

求めます。 

○議長（古田秀文君） 民生部参事 辻幸子君。 

○民生部参事兼保健センター所長（辻 幸子君） 皆さん、こんにちは。 

 それでは、辻議員質問の10月１日施行の美濃市民の歯と口腔の健康づくり推進条例におけ

る予算的な措置、実施事業についての御質問にお答えいたします。 

 議員が申されました条例中第９条における項目につきましては、生涯の口腔の健康を維持
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するために、乳幼児期や学童期には食育に関することや歯科健診、歯磨きの指導、小学校な

どにおいては毎年全学年全学級ごとに１時間の歯科授業の実施、そのほかにはフッ化物洗口、

フッ化物塗布などを実施しております。若年期には市町村健康増進事業といたしまして、歯

周歯科健診を一部無料とし、高齢期においても歯科健診やオーラルフレイルをテーマとした

講座など、これまで既に乳幼児から高齢期までの幅広い年齢層に対しては事業を実施してき

ております。 

 この条例につきましてですが、口腔ケアによる誤嚥性肺炎の予防効果、また糖尿病や肥満

と歯周病との関係など、口腔の健康と全身の健康との関連を示す様々な研究成果が報告され

るようになりまして、歯科口腔保健対策というものが単に歯科疾患の予防を目的として行う

ものから、介護、医療、栄養改善、健康増進などに関わる様々な職種、関係者と連携しなが

ら一体的な取組として展開するべきものだと変わってきたため、再度関係者の役割を認識し

ていただき、地域の実情に応じた歯科口腔保健施策を効果的、継続的に実施していくための

基盤づくりが必要として制定しております。 

 条例制定に伴い、現在実施している口腔保健歯科事業につきましては、的確に予算措置を

行っていくものとし、その上で一層推進していく必要はあると思いますので、既にここのと

ころ、歯科医師会の先生方ともお話をさせていただく機会を設けておりますが、そのほかの

関係者の方々とも連携を図り、今後の施策や計画書策定の際の御意見を伺えればと考えてお

ります。 

〔９番議員挙手〕 

○議長（古田秀文君） ９番 辻文男君。 

○９番（辻 文男君） 今年度の予算措置されているものの中にもう既に実施の内容に当たる

ものが相当数あるということが分かりました。それと同時に、やっぱり予算措置が必要なも

のもこれから出てくる可能性もあるという、そういうふうに捉えました。 

 実は、私は先日、認知症疾患医療センターというところの実施する研修に参加しました。

ここでは、口腔の機能を知ると同時に、人の口腔内には500から800種類の細菌が生息してお

って、歯周病の原因菌というふうになっているんだということを学び、また逆に歯周病は、

先ほど答弁にもありましたように、心臓疾患や糖尿病などを助長し、認知症にも至る、そう

いったプロセスでは非常に大きな影響を与えているんだということを知って、今さらながら

この口腔のケアの大切さを認識しました。 

 歯磨きやうがいをするということは場所が要るわけでもないし、非常な体力を要すること

でもない、しかも口腔ケアの基本ですから、大げさな施策として予算措置を講ずるというこ

とも必要ですけれども、また広く小まめに広報活動することでより効果、成果につながるも

のというふうに思っております。 

 特に、今の時代というのはユーチューブ等もありますので、また保健センターさんのほう

でそういった動画等を、外部発注しなくても自分たちが主人公で撮影できるようなことがで

きますので、そういったものを作っていただいて、市のホームページに載せたり、あるいは
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ユーチューブに載ることによって少しでも皆さん方が取り組める、そういうきっかけづくり

になるといいかな、あるいは広報の一部をお借りしてこういったことの周知を図る、こうい

ったことをまたやっていただければいいのかなあというふうに思っております。 

 せっかく年度内施行として制定した条例ですので、歯科医師会など関係各所との連携はも

ちろん大切ですけれども、何かしら市民が取り組める、今ちょっと例を挙げましたけれども、

そういった口腔ケアについての施策を講じていただけたらなあというふうに思いまして、今

後の取組に期待をしたいと思います。 

 それでは、最後になりますけれども、市民協働型事業推進に向けての予算措置について、

総務部長に答弁を求めます。 

 市民と行政が共に協調して事業を進める市民協働による事業の実施は、地域を大切にする

気持ちをはじめ、作業の場が交流の場となり、地域福祉や地域の安全管理などの情報共有に

大きな力を発揮するというふうに言われています。 

 また、人口減少、少子高齢化が進み、自治体の予算規模も縮小し、より効率のよい運営が

求められるこれからについては、この市民協働での事業への取組はどの自治体でも注目して

いるところです。 

 事業実施に必要な予算は各担当課によって縦割りに計画、管理されており、役所の事業は

皆同じという市民の感覚とは少し異なる部分があると思います。地元のために何かしようと

立ち上がっても、申請する書類の作成が大変という感覚はもちろん、事案によっては複数の

担当課にまたがるような場合もあって、二の足を踏む場合があるというふうに聞き及んでい

ます。 

 これからの市民協働を推進していくためにも、これらの各担当課ごとの縦割りの市民協働

型事業予算枠を一本化して、例えば市民協働型事業費というようなものにまとめて、市民協

働事業の推進につなげられるのではないかなというふうに考えております。 

 そこで最初の質問ですが、各担当課で計画している市民協働事業にはどんなものがあるの

か、総務部長に答弁を求めます。 

○議長（古田秀文君） 総務部長 纐纈敬久君。 

○総務部長（纐纈敬久君） それでは、今御質問がございました市民協働型事業で各課で実施

している事業はどんなものがあるかという御質問にお答えをします。 

 なお、市が自治会や市民団体と関わる事業の中には、市からの委託事業もございますが、

議員御質問の市民協働型事業については、各団体の自主的な取組を支援する事業との認識で

答えをさせていただきます。 

 現在、市が実施している市民協働型事業には４つの事業がございます。 

 最初に、産業振興部産業課が所管する事業に、農業施設住民協働型事業及び林業施設住民

協働型事業がございます。農道、農業用水路、農業用ため池、林道などの除草や修繕等を住

民の協働活動で実施する場合に、作業に必要な材料費や重機借上げ費用等を支援するもので

ございます。昨年度は農業施設に関しては14団体、林業施設に関しては７団体を支援いたし
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ております。 

 次に、建設部土木課が所管する事業に、道路施設住民協働型事業及び河川施設住民協働型

事業がございます。市道や市が管理する河川などの除草や修繕等を住民の協働活動で実施し

ていただく場合に、作業に必要な材料費や重機の借上げ費用を支援するものでございます。

昨年度は道路施設に関しては27件、河川施設に関しては２件について支援をしてございます。 

 これまで申し上げた２つの事業については、いずれも道普請と呼ばれているものでござい

ます。 

 次に、総務部総務課が所管する事業には、自主防災組織育成事業がございます。この事業

は、地域住民が自主的に結成する自主防災組織が防災訓練を実施する場合や防災資機材の購

入、防災施設の整備を行う場合に費用を支援するものでございます。昨年度は防災訓練に関

しては８組織、防災資機材の購入に関しては14組織に支援をしております。 

 最後、４つ目の事業といたしまして、総務部総合政策課が所管する事業には、地域の絆づ

くり事業がございます。この事業は、自治会または市民で構成する市民団体が主体的に行う

地域の活性化事業に対し補助をするもので、昨年度は15団体に補助をしております。 

 具体的な事例といたしましては、洲原地区において、長年休耕地にヒマワリなど四季の花

を栽培することを通じて、地域住民の団結力を高めている団体や、また長瀬地区においては、

板取川右岸の紅葉のライトアップや河原の清掃活動を通じて、地域の環境整備に努める団体

に支援をいたしております。 

〔９番議員挙手〕 

○議長（古田秀文君） ９番 辻文男君。 

○９番（辻 文男君） 大変細やかに説明をいただきました。ちょっと私も計算してみたら、

87件ほどあったというふうに聞いております。 

 再質問で、これらの事業費はどれくらいになったのか、分かればお聞かせいただきたいん

ですが、どうでしょうか。 

○議長（古田秀文君） 総務部長 纐纈敬久君。 

○総務部長（纐纈敬久君） ただいま御質問がございましたこの市民協働型事業に対する事業

費についてお答えをさせていただきます。 

 まず最初に、産業課が所管する農業施設、林業施設の住民協働型事業、これに対する事業

費につきましては、合わせて21件に対して85万円を支出してございます。また、土木課が所

管する道路施設、河川施設の住民協働型事業に対しては、合わせて29件に110万8,000円を支

出してございます。次に、総務課が所管する自主防災組織育成事業に対しては、22件に対し

て67万8,000円の事業費を支出してございます。最後に、総合政策課が所管する絆づくり事

業については、15件に対して484万8,000円。合わせて４つのこの所管する課の事業、合計い

たしますと748万4,000円の事業費を昨年度は支出してございます。 

〔９番議員挙手〕 

○議長（古田秀文君） ９番 辻文男君。 
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○９番（辻 文男君） 突然の再質問でありがとうございました。 

 全体で750万弱ということですので、10万弱、９万円ぐらいになるんですかね、平均する

と。そのくらいで市民協働型の事業が行われているということですね。 

 これらの担当課の事業の予算のくくりを一本化にして、市民協働型事業予算ということで

850万、750万とか1,000万とか、そういうような形で事業型予算というふうにしていただく

と、まず窓口が１つになるということ、それから相談して説明を受けて手続をするというよ

うなことも、いわゆるワンストップでできるようになったり、そういうことで市民にとって

は分かりやすくて取り組みやすい、あるいはまた行政のほうとしてはそれぞれの部署は今の

縦割りの４つかも分かりませんけど、予算の一元管理ができるというような、そういうメリ

ットにつながるんじゃないかなあというふうに思います。 

 そこで２番目の質問になりますけれども、各担当課で計画している市民協働事業枠、これ

を一本化できないか、総務部長に答弁を求めます。 

○議長（古田秀文君） 総務部長 纐纈敬久君。 

○総務部長（纐纈敬久君） それでは、ただいま御質問がありました市民協働型事業の予算を

一本化できないかについてお答えをさせていただきます。 

 先ほど答弁したとおり、各課が所管する市民協働型事業は、それぞれ事業目的が異なるた

め、それらを一本化することは困難であると考えております。 

 しかしながら、これらの事業の活用を考えている自治会や市民団体が担当課を誤って相談

したり、市からの情報提供が不十分であったために、各団体の活動の意欲をそぐことがあっ

てはならないと考えております。 

 このため、先ほど答弁した市民協働型事業を所管している各担当課には、所管する事業の

みでなく、ほかの課が所管する市民協働型事業の概要についても十分理解することや必要に

応じて担当課間でコミュニケーションを密にすることにより、相談があった団体に対し、よ

り適切な事業を案内できる体制を構築してまいります。 

 また、毎年４月に開催される連合自治会総会では、市の事業説明のための時間をいただき、

各担当課が所管している市民協働型事業についても、担当課長より自治会長へ説明をさせて

いただいております。来年度以降も引き続きこのような機会を活用して、丁寧に事業を説明

することで積極的な活用を促してまいります。 

〔９番議員挙手〕 

○議長（古田秀文君） ９番 辻文男君。 

○９番（辻 文男君） 積極的な活用を促していくというようなことで対応していただけると

いう答弁でしたので、とにかくやっぱりこれからは市民の皆さんが自分たちの地域を何とか

したいと思ったときに、気楽に立ち上がって動けばそこに予算がついてくる、自分たちで考

えて要求すれば、計画書を出せば実施できるんだと、こういったことが定着していくために

は、やっぱり粘り強く自治会活動にも加えながら、あるいは小さな団体でも大事にしながら

取り組んでいく、その姿勢が本当に大事だというふうに思っております。積極的な活用に向
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けて取り組んでいただくという方向性を答弁いただきましたので、今後の推移を見守るとと

もに、私たちもやっぱりこういったところに少しでも力添えができるように頑張って進めて

いきたいというふうに思います。 

 長くなりましたが、これで私の一般質問を終わらせていただきます。どうもありがとうご

ざいました。 

○議長（古田秀文君） これより10分間休憩いたします。 

休憩 午前11時35分  

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開 午前11時45分  

○議長（古田秀文君） ただいまから休憩前に引き続き会議を開きます。 

 次に、２番 須田盛也君。 

○２番（須田盛也君） 皆さん、こんにちは。 

 発言通告に従いまして、私のほうは大きく２点質問したいと思います。 

 まず１点目に、美濃市の中学校部活動の地域移行についてを教育長に、２点目に美濃病院

におけるキャッシュレス決済についてを美濃病院事務局長にお聞きしたいと思います。 

 それでは、まず大きな１点目、美濃市の中学校部活動の地域移行について教育長に質問い

たします。 

 私自身は、中学校時代に野球部、高校では軟式テニス部、大学では硬式テニス部に１年間

だけ所属しておりました。大学卒業後、美濃北中学校の教員として採用されまして、指導可

能な部活動として野球とテニスを報告しておりましたので、そのためか野球部の顧問になっ

たのを皮切りに、通算14年間の中学校教員時代では、12年間は野球部の顧問を担当いたしま

した。そのほかに、１年ずつ卓球部女子とソフトボール部を受け持ってきました。 

 当時は、土曜日の午後、日曜日も練習、試合等で、シーズン中は休みのない日も多くあり

ました。今でも、担当した部活動の教え子たちとの交流があり、部活動の持つ魅力や教育

力・意義は大きなものがあると思っております。 

 しかしながら、現在では、教員の働き方改革や指導者不足、子供たちを取り巻く環境等、

多くの課題があることも事実です。 

 今、国の進める中学校部活動の地域移行は、少子化が加速する中、中学校の部活動の維持

と教員の負担を軽くするため、休日の部活動を学校の顧問の教員から地域の指導者に代える

もので、令和５年度から段階的に始め、３年間をかけて完全移行を目指すものであります。 

 この中学校の休日の部活動を地域の指導者に委ねる部活動の地域移行について、今年、令

和４年６月に「運動部活動の地域移行に関する検討会議提言」がスポーツ庁より発表されま

した。さらに、８月には「文化部活動の地域移行に関する検討会議提言」が文化庁より発表

されました。これらの検討会議提言の概要には、部活動の意義と課題、これまでの対応、目

指す姿、改革の方向性、課題への対応が列記されております。 

 まず、提言に示されている部活動の意義として２つ述べられています。 
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 １つ目の意義として、生徒のスポーツや文化芸術等に親しむ機会を確保。自主的・主体的

な参加による部活動を通じ、責任感・連帯感を涵養、自主性の育成にも寄与。 

 ２つ目の意義として、人間関係の構築、自己肯定感の向上、問題行動の抑制、信頼感、一

体感の醸成と示されています。 

 また、課題は３点示されています。 

 １つ目は、近年、特に持続可能性という面で厳しさを増しており、中学校生徒数の減少が

加速化するなど深刻な少子化が進行。昭和61年には589万人であった生徒数が令和３年には

296万人と半減し、令和３年の出生数は84万人。 

 ２つ目は、経験のない教師が指導をせざるを得なかったり、休日を含めた部活動の指導が

求められたりするなど、教師にとって大きな業務負担。 

 ３つ目に、地域では、スポーツ団体及び文化芸術団体や指導者等と学校との連携・協働が

十分ではない。これら３つの課題がありました。 

 さらに、これまでの対応として、平成30年には「運動部活動の在り方に関するガイドライ

ン」が出され、令和２年には「学校の働き方改革を踏まえた部活動改革について」が出され

ました。 

 中央教育審議会や国会では、部活動を学校単位から地域単位の取組とするという旨が指摘

されてきました。そして、改革として、さきにも述べましたが、令和５年度以降、３年間で

休日の活動を地域移行していくことを目指しております。 

 先日の青少年健全育成「市民のつどい2022」のオープニングでは、美濃中学校吹奏楽部の

皆さんによるすばらしい演奏を聞かせていただき、練習の成果を発揮できる場があったこと

をうれしく思いました。しかし、コロナ禍におけるこの３年間は、残念ながらどの部活動も

子供たちにとって満足の行く活動ができていない状況だったのではないかと思います。 

 そこで、１つ目の質問に入ります。 

 部活動の数、人数、入部者数の割合、活動時間、休日の活動等について、美濃中学校・昭

和中学校の部活動の現状と課題はどのようか、教育長にお聞きします。 

○議長（古田秀文君） 教育長 島田昌紀君。 

○教育長（島田昌紀君） ただいま須田議員からありました御質問の１点目、美濃中学校・昭

和中学校の部活動の現状と課題について、部活動の数、人数、参加割合、活動内容からお答

えいたします。 

 まず部活動の数については、美濃中学校では運動系が12、文化系が３あります。昭和中学

校は、運動系が８、文化系が１つあります。昭和中学校は生徒数が少ないため、部活動の数

が必然的に少なくなっています。また、美濃中学校も年々生徒数が減少しておりますので、

同じように部活動の数が今後減っていくことが課題となっております。 

 人数及び参加割合につきましては、２校とも入部は自由となっており、両校合わせて460

人中、運動部への所属は203人で全体の44％、文化部への所属は27人で６％、その他、中体

連等大会のない部活動への所属は154人で34％、そして部活動に参加しない生徒は76人で
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16％となっております。 

 平日の活動は、放課後、顧問の教員による指導の下で行います。活動日としましては、週

１日は職員の会議の日となっております。子供たちはすぐに下校しますので放課後の時間が

取れるのは週４日となりますが、この中で生徒会の活動、学級の活動、部活動の時間として

使いますので、部活動を行えるのは週１日、もしくは２日となります。 

 また、11月から１月は下校時間が早くなり放課後の時間が取れない、こういったことから

部活動は行っておりません。活動時間は、下校時の安全への配慮と教職員の授業準備時間等

の確保のために、実際には20分から25分の時間しか活動できていないということがございま

して、それが課題となっております。 

 休日の活動につきましては、専門的な指導ができる教員が減ってきたこともあり、平成12

年頃より、各学校で活動している部活の種目ごとそれぞれの保護者育成会が主体となって運

営をし、育成会が依頼した社会人コーチにより指導が行われています。この休日の活動を美

濃中学校はジュニアクラブ、昭和中学校は育成会活動と呼んでいます。 

 発足当時は学校別の単独のチームでしたが、現在では２校の合同チームとして練習してい

る種目もあります。また、平日の夜間に練習するチームもあります。学校での活動時間より

休日や夜間での活動時間のほうが長いため、実質的には社会人コーチによる指導が中心とな

ってきたことと、教員の働き方改革への対応のため、令和元年から学校以外での指導は社会

人コーチにお任せし、公式戦の引率以外には休日や夜間の活動に顧問は基本的に参加してお

りません。 

〔２番議員挙手〕 

○議長（古田秀文君） ２番 須田盛也君。 

○２番（須田盛也君） 私は教員を退職してからもうすぐ４年になろうとしており、またコロ

ナ禍において学校を訪問することもできなくて、なかなか詳しい状況はあまり理解できてお

りませんでした。 

 しかし、今回、美濃市の部活動の現状や課題について詳細な御答弁をいただき、いろいろ

な課題があることが理解できてきました。丁寧な答弁、ありがとうございます。 

 中学校単位ではできない部活動があることや、また部活動の時間数が本当に少なくなって

いる。僅か20分だったら、集まって終わりじゃないかというような感じでおるんですけど、

準備体操しかできないぐらいだと思っているんですけど、そういうこと。また、指導できる

教員が少ないこと、またコロナ禍で活動の発表の場が少なかったことなどを本当に残念に思

っています。 

 しかし、このような中で中学校の部活動が地域移行される、つまり部活動の運営主体が学

校ではなくて地域や民間クラブ等の学校外に託されるという方向性が国で議論されているこ

とについていまだ大きな話題になっていないように感じますが、教育現場や地域において、

全国の市町村では、市町村規模に応じた大胆な改革がなされようとしているところがありま

す。 
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 岐阜県内の例として、羽島市の竹鼻中学校では、2020年度より土・日、祝日の部活動、運

動部ですが、地域部活動としての活動に移行しました。休日は、同校区内に拠点を置く総合

型地域スポーツクラブの「はしまなごみスポーツクラブ」の指導者が顧問に代わってクラブ

員を指導しております。 

 また、下呂市では部員数が減る一方、複数校が合同で活動することで生徒の選べる部活を

確保しようと、学校の垣根を超えた合同部活動の取組を2020年度から独自にスタートしてお

ります。 

 そこで、美濃市として部活動の地域移行についてどのような方向性を持って進めようと考

えているのか、教育長にお尋ねいたします。 

○議長（古田秀文君） 教育長 島田昌紀君。 

○教育長（島田昌紀君） それでは、２点目の御質問、部活動の地域移行についてどのような

方向性を持って進めようとしているかについてお答えさせていただきます。 

 私も、地域移行については危機感を持って取り組まなければいけないというふうに感じて

おりますが、この部活動の地域移行につきましては、文部科学省から出た通知「学校の働き

方改革を踏まえた部活動改革」で示された内容の１点目、部活動は必ずしも教師が行う必要

のない業務であることから、休日に教師が部活動の指導に携わる必要がない環境を構築する

こと。２点目、生徒の活動機会を確保するため、休日における地域のスポーツ・文化活動を

できる環境を整備する、この２点を基本的な方向性としております。 

 これに加えまして、中学校生徒数の減少が進んでいる美濃市としましては、例えば種目に

よっては市内で１チームとするなど、通っている学校に関係なく自分の希望する種目が選べ

る環境を整備する、そういった方向で進めてまいりたいと考えております。 

〔２番議員挙手〕 

○議長（古田秀文君） ２番 須田盛也君。 

○２番（須田盛也君） 御答弁、ありがとうございます。 

 今お聞きしていますと、国が進める方向に沿って美濃市に合うような環境づくりや環境整

備に力を注いで地域移行を進めていかれるということでしたので、今後見届けていきたいと

いうふうに思っております。 

 さて、国では、令和５年度から７年度までの３年間をめどに休日の運動部活動から段階的

に地域移行することが示され、具体的な取組やスケジュール等を定めた推進計画を策定し、

それを基に各市町村が推進計画策定を規定するのが適当であると示しております。 

 そこで、美濃市として部活動の地域移行に関する今後のスケジュールはどのようか、教育

長にお聞きいたします。 

○議長（古田秀文君） 教育長 島田昌紀君。 

○教育長（島田昌紀君） ３点目の御質問、部活動の地域移行に関する今後のスケジュールに

つきましてお答えをさせていただきます。 

 部活動の地域移行を進めるに当たり、今年度、部活動の地域移行を専門に担当する専門調
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査官を１名配置いたしました。 

 ４月からこの専門調査官が中心となり、各中学校長、全ての育成会の保護者代表者及び地

域指導者それぞれと面会をし、部活動及び育成会による活動の実態についての情報収集を行

いました。また、文部科学省、岐阜県教育委員会、中学校体育連盟等の動向について、この

情報収集も行ってまいりました。 

 その結果、育成会などの地域団体が中学校体育連盟主催の大会や各競技連盟等が主催する

大会に参加するために必要な要件につきましてまだ十分明確になっておらず、地域移行をし

たチームが必ずしも大会に出られるかどうかが分からない、そういったことが分かってまい

りました。中学生にとってそういった大会に参加することは大きな目標となりますので、そ

の環境が整っていることは地域移行を進める上での大変重要なことであると考えております。 

 そこで、今後のスケジュールとしましては、令和５年度に部活動地域移行準備委員会を発

足し、国・県の施策を活用した上で美濃市独自の持続可能な運営体制を整えてまいります。 

 そして、令和５年度から順次、中学校のスポーツ・文化活動の受皿となる地域活動団体を

確保していき、国が示している令和７年度開始時期には地域移行が完成するよう進めてまい

ります。 

〔２番議員挙手〕 

○議長（古田秀文君） ２番 須田盛也君。 

○２番（須田盛也君） ありがとうございます。 

 美濃市の中学校では、多くの部活動で地域指導者による活動がなされていることや、また

中体連とか各連盟によって参加する要請がどういうふうになるのか確定していないというこ

とが分かってきて、まだまだ難しいところがあると思いますけれども、今お聞きしています

と、美濃市では部活動の地域移行に向けて今年度に専門調査官を配置され、令和５年度に、

来年度ですかね、部活動地域移行準備委員会を設置して運営体制を整えるという御答弁でし

たので、令和７年度完全実施に向けて私もまた見届けていきたいなというふうに思っており

ます。 

 ただ、部活動の地域移行の主役はやっぱり子供たちですので、教員の働き方改革のためだ

けの改革にならないようにやっぱり進めていただきたいと。心も体も大きく成長する多感な

中学校生活の３年間が子供たちにとってすばらしい経験、体験ができるような時間になるこ

とを願い、美濃市の部活動の地域移行がすばらしい仕組みとなることを期待してこの質問は

終わりたいと思います。 

 次に、大きな２点目の質問に入ります。 

 大きな２点目の質問は、美濃病院におけるキャッシュレス決済についてです。 

 初めに、新型コロナ感染が依然として収束する見通しが立たない中、長期にわたって感染

予防に努めながら医療関係に従事していただいている美濃病院の関係者の皆様に心より感謝

を申し上げます。本当にありがとうございます。 

 私ごとになりますけれども、この４年間の中で、私の父と母がそれぞれ１か月以上美濃病
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院に入院して、通院後も定期的に付き添ってきました。美濃病院には本当にお世話になって

おります。 

 そこで、１つ目の質問です。 

 病院会計、売店会計の現在の支払い方法はどのようか、美濃病院事務局長にお聞きいたし

ます。 

○議長（古田秀文君） 美濃病院事務局長 林信一君。 

○美濃病院事務局長（林 信一君） 須田議員御質問の美濃病院におけるキャッシュレス決済

についての１点目、病院会計、売店会計の現在の支払い方法についてお答えをいたします。 

 現在、美濃病院の会計は、病院用会計窓口とみの健康管理センターの健診用会計窓口の２

か所があります。両方ともに現金での支払いのほか、平成18年３月に導入したクレジットカ

ード、デビットカードでの支払いが可能でございます。また、民間事業者に運営を依頼して

おります１階売店での会計は、現金での取扱いのみとなっております。 

〔２番議員挙手〕 

○議長（古田秀文君） ２番 須田盛也君。 

○２番（須田盛也君） 答弁、ありがとうございます。 

 平成18年にクレジットカード・デビットカードでの支払いが導入されたということでした。

今から約16年前ぐらいですね。しかし、１階売店の会計は現在も現金のみということでした

ので。 

 政府の目標では、2025年６月までにキャッシュレス決済の普及を４割程度まで増やすこと

です。また、ＩＴ新戦略では、デジタル強靱化社会の実現が掲げられており、経済産業省は

2020年度から全国29自治体をキャッシュレス化に関するモニター自治体に定めてキャッシュ

レス化を推進しました。そこから得られたノウハウや課題をマニュアル化して、全国の自治

体がキャッシュレス決済を導入しやすいような環境づくりに取り組んでいます。 

 また、コロナ禍になり、手指消毒 ―― どこでも本当に消毒ばかりで手が荒れてしまうん

だと思うぐらいの消毒ですけれども ―― や、非接触という言葉が多く使われるようになっ

てきました。現金の取扱いにも気を遣う方が増え、キャッシュレス決済での支払いをされる

方も増えてきました。 

 私は、これも私自身のことになりますけれども、高額になる支払いには今までクレジット

カードを使用してきました。しかし、４年前に初めてスマホを持ち始めてから、日々の生活

の中でスマホでの決済を利用することが多くなりました。ＱＲ決済やバーコード決済にはい

ろいろな種類がありますが、私自身は一番よく使っているのはｄ払いというやつを使ってお

ります。キャッシュレス決済の導入は、できるところからやっぱり始めていく必要があるか

と思っています。 

 そこで、最後の質問に入ります。 

 クレジットカードだけでなく、他のキャッシュレス決済の導入を進めることはできないの

か、美濃病院事務局長に答弁を求めます。 
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○議長（古田秀文君） 美濃病院事務局長 林信一君。 

○美濃病院事務局長（林 信一君） ２点目、クレジットカードだけでなく、他のキャッシュ

レス決済の導入についてお答えをいたします。 

 現行の代表的なキャッシュレス決済には、クレジットカード、デビットカードの決済のほ

か、電子マネー決済、ＱＲコード決済などがございます。新たな決済方法の導入には初期費

用が必要になることや、決済手数料などの経費が増加することなどにより、クレジットカー

ド系のみとしておりました。 

 現在、美濃病院の会計窓口での支払件数は、令和３年度実績で年間約７万1,000件、その

うちクレジットカード系での支払いは約4,700件で全体の6.6％程度となっております。当院

の利用者には高齢の方が多く、キャッシュレス決済を御利用される方が少ないように思われ

るところでございます。 

 しかし、患者様の利便性向上や現金を介した接触機会の削減による感染対策を図る上でも、

今後、窓口での問合せ状況を把握しながらＱＲコード決済などの導入に向けて検討してまい

ります。 

 また、売店につきましては、長引くコロナ禍の中、入院患者様への面会制限なども影響し、

売店利用者の減少により経営的には苦しい状況でありますが、運営しております事業者に対

し導入していただくよう働きかけてまいります。 

〔２番議員挙手〕 

○議長（古田秀文君） ２番 須田盛也君。 

○２番（須田盛也君） 他のキャッシュレス決済の導入に向けてはいろいろな経費が必要にな

ることは理解しておりますが、しかし市民の利便性や感染症対策にも有効な他のキャッシュ

レス決済導入に向け、前向きな御答弁をしていただきましたので、これからまた頑張ってい

ただけたらありがたいなというふうに思っております。 

 時代の流れを鑑みながら、ぜひ導入していただけますことをお願いして、私の一般質問を

終わりたいと思います。ありがとうございました。 

○議長（古田秀文君） これより、昼食のため休憩いたします。 

 午後１時15分から会議を開きます。 

休憩 午後０時14分  

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開 午後１時15分  

○議長（古田秀文君） ただいまから休憩前に引き続き会議を開きます。 

 ５番 梅村辰郎君。 

○５番（梅村辰郎君） 皆さん、こんにちは。 

 議長より発言のお許しをいただきましたので、私は発言通告に従いまして一般質問、（仮

称）新大矢田トンネル事業についてと、笠神・丸山線道路改良事業についてを一問一答方式

により御質問いたします。 
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 まず１つ目は、（仮称）新大矢田トンネル事業についてです。 

 大矢田トンネルのある県道上野関線は、洞戸及び牧谷方面から岐阜方面へ通勤される方を

含め多数の方が利用する道路であるとともに、非常に重要な道路であります。 

 しかしながら、大矢田トンネルを含む前後の道路については、道路の幅が狭く急勾配の上、

カーブが連続し、車の擦れ違い時には大変危険な状況となっております。 

 また、冬の雪が降った折にはスリップ事故等が多発するなど、交通の支障となっています。 

 そのような中、岐阜県は以前から（仮称）新大矢田トンネルを含めたバイパスの建設を進

めていただいており、平成29年度よりトンネルの取付け道路の工事が始まるなど、地元とし

て長年の夢であったトンネル本体工事に着手していただけることになりました。 

 トンネル工事中には、大矢田住民を対象にした見学会も開催され、多くの方が見学され、

大変関心が高いことがうかがえました。 

 今の現地を見てみますと、このトンネル工事も間もなく完成するのではと日に日に変わっ

ていく様子が見てとれ、念願の新トンネルがいつ完成するのかと地元でも話に出てきます。 

 そこで、１点目として事業の進捗状況はどのようかについて、建設部長にお尋ねいたしま

す。 

○議長（古田秀文君） 建設部長 伊藤篤君。 

○建設部長（伊藤 篤君） 皆さん、こんにちは。 

 ただいまの御質問についてお答えいたします。 

 事業の進捗状況につきましては、県美濃土木事務所に確認したところ、トンネルの開通に

必要な全ての工事が今発注済みであり、本年度進めてきたトンネル内の舗装工事、照明及び

防災施設の設置工事がおおむね完成しているとのことでございます。 

 現在は、トンネルの南側坑口、北側坑口から現道までの取付け道路の工事を施工中であり、

３月上旬の竣工を目指し鋭意進めていると伺っております。 

 また、トンネル事業の総事業費は約20億円ということで聞いております。 

〔５番議員挙手〕 

○議長（古田秀文君） ５番 梅村辰郎君。 

○５番（梅村辰郎君） ありがとうございます。 

 ３月上旬の竣工ということで、今年度中には通行できるのではないかと思われます。地元

のみならず通行される皆さんの期待も高く、非常に喜ばしいことで、念願の開通を楽しみに

待ちたいと思います。 

 次の質問に移ります。 

 この新しいトンネルが開通した後は、今まで通行していた県道はどのような扱いになるの

かです。 

 今まで通行してきた県道は山道になっていることから、以前よりごみの不法投棄が頻繁に

起きており、大変問題になっている箇所があります。今回、新しいトンネルが開通しますと

通行車両は減り、この不法投棄が増えるのではないかと思うのは私だけではないように思い
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ます。 

 また、トンネルについても防犯上不安に思うところです。 

 そこで、２点目として旧県道の取扱いについてはどのようかについて、建設部長にお尋ね

いたします。 

○議長（古田秀文君） 建設部長 伊藤篤君。 

○建設部長（伊藤 篤君） 質問についてお答えいたします。 

 旧県道の取扱いについては、（仮称）新大矢田トンネルが事業化される条件として、旧県

道部を市道として認定し、新トンネルの開通と同時に市が譲渡を受け供用開始を行い、市が

管理をしていくということで事業が進められてきております。 

 また、トンネル開通後は旧県道の利用者の減少が予想され、トンネル坑口までの道路につ

いては議員が御指摘のとおり、さらなるごみの不法投棄等のおそれや防犯上の問題も考えら

れます。このことから、新トンネル開通後はトンネル坑口の両側を封鎖し、トンネル坑口ま

での道路については県道の接続部で車止めを設置したいと考えております。 

〔５番議員挙手〕 

○議長（古田秀文君） ５番 梅村辰郎君。 

○５番（梅村辰郎君） ありがとうございます。 

 市の考えはよく分かりました。県道との接続部で車止めをする考えであるとのことで、ご

みの不法投棄がなくなることや防犯上についても安心しました。 

 続いて、２つ目の質問に移ります。 

 笠神・丸山線道路改良事業についてです。 

 笠神地区と大矢田地区を結ぶ西部土地改良事業で造られた市道笠神・丸山線は、県道岐阜

美濃線の迂回ルートとしての利用者が多いにもかかわらず、大型車が安心して擦れ違いがで

きないような幅の道路でありまして、舗装の状態も悪く、早急に改良を進める必要があると

思います。 

 また、道路改良をすることにより、道路の幅が広がり通行が円滑になるだけでなく、道路

周辺の土地活用の推進も期待されるところであります。 

 ９月の代表質問でも、市長が整備計画について事業を進めると答弁いただいています。 

 そこで１点目として、事業の進捗状況はどのようかについて、建設部長にお尋ねいたしま

す。 

○議長（古田秀文君） 建設部長 伊藤篤君。 

○建設部長（伊藤 篤君） ただいまの御質問についてお答えいたします。 

 市道笠神・丸山線道路改良事業につきましては、通行者が安全で安心して通行できる幅員

９メーター以上の道路を整備することにより、民間投資・需要を喚起し、企業の誘致を推進

することを目的として、昨年度から事業を進めているところでございます。 

 進捗状況としましては、本年10月に市道下切・坂田線交差点から西側へ延長510メートル

の区間において、道路北側の側溝布設工事を発注しております。 
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 また、来年度以降は、この交差点から西側へ向けて幅員９メートル以上となるような道路

の拡幅を優先して、周辺の関係者と調整を行いながら事業を進めてまいりたいと考えており

ます。 

〔５番議員挙手〕 

○議長（古田秀文君） ５番 梅村辰郎君。 

○５番（梅村辰郎君） ありがとうございます。 

 大変よく分かりました。この道路が完成することにより安全に安心して通行できるように

なることから、早く完成することを望みます。 

 また、この事業が完成すれば新しい企業が誘致され、働ける場所の確保ができ、若い世代

が住み続けられることにつながるため、早急に取り組んでいただき、早期の完成を願うばか

りです。 

 続いて、２点目の質問に移ります。 

 この笠神・丸山線は、西側の県道岐阜美濃線から東側へ市道下切・坂田線までの改良計画

と聞いております。 

 昨年度、道路改良に関係する地権者を対象に説明会が開かれたところですが、その後も下

切・坂田線から東側へ、笠神地区の県道上野関線までの改良はあるのかとの声を聞きます。 

 そこで、下切・坂田線から東側への改良計画はあるのかについて、建設部長にお尋ねいた

します。 

○議長（古田秀文君） 建設部長 伊藤篤君。 

○建設部長（伊藤 篤君） ただいまの御質問についてお答えいたします。 

 笠神・丸山線道路改良事業は、大矢田地区西側を通る都市計画道路高富美濃線 ―― これ

は岐阜美濃線のことでございます ―― と都市計画道路下切坂田線、これは市道下切・坂田

線でございます。それを結ぶ区間の改良を計画したものでございます。 

 御質問の下切・坂田線から東側への道路改良の計画につきましては、本路線の起点側であ

る笠神側の都市計画道路中野坂田線、これは上野関線の県道でございます。この改良がなさ

れていないことから、この区間の改良計画は現在のところ考えておりません。 

〔５番議員挙手〕 

○議長（古田秀文君） ５番 梅村辰郎君。 

○５番（梅村辰郎君） ありがとうございました。 

 現在のところ、改良計画はないとのことでした。 

 笠神地区の県道上野関線は都市計画道路でもあることから、県と連携し改良を進めていた

だき、この笠神・丸山線についても改良していただけると地元としても喜ばれると思います

ので、検討いただければと思います。 

 以上で私の質問を終わらせていただきます。どうもありがとうございました。 

○議長（古田秀文君） 次に、３番 服部光由君。 

○３番（服部光由君） 私は、発言通告書に基づきまして、１番目、旧統一教会との関わりに
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ついて美濃市長に、２番目、インボイス制度導入による事業者への支援について産業振興部

長、３番目に学校給食センターについて教育次長、４番目に長良川遊水地について建設部長、

以上４点について質問をいたします。 

 最初に、旧統一教会との関わりについて美濃市長にお尋ねいたします。 

 旧統一教会（世界平和統一家庭連合）関連団体が開催するサイクルイベント「ピースロー

ド」が、実行委員会に地元選出の国会議員、県会議員を参加させたり、自治会に後援させる

などして旧統一教会の隠れみのとなっていることが明らかになりました。 

 このイベントは、旧統一教会の関連団体、平和統一連合が主催し、13年に始まったピース

バイクが起源となっており、本部が韓国にある統一教会の創始者である文鮮明の死去１年を

追悼する記念行事の一環として企画されたものであります。 

 旧統一教会が世界平和家庭連合に名称を変更した15年にイベント名もピースロードと改称

し、教会色を薄め、国会議員、県会議員、市議会議員などを取り込み、さらに自治体の後援

を申請し、公益イベントであるかのようなお墨つきを得ることに成功して実施してきたもの

であります。 

 後援については、関係者から「旧統一教会との関係は知らなかった」、こういった釈明や、

後援を出した自治体の担当者は「申請書類だけでは旧統一教会と確認できなかった」、この

ように釈明しておりますが、公式サイトでは文鮮明の名前を出してイベントの理念を説明し

ており、知らなかったでは済まないことではないでしょうか。 

 そこで質問です。 

 美濃市は旧統一教会関係のピースロード岐阜のイベントを後援したが、その理由と現在は

どのように対応しているのか、市長にお伺いいたします。 

○議長（古田秀文君） 市長 武藤鉄弘君。 

○市長（武藤鉄弘君） 服部議員の旧統一教会との関わりという中で美濃市が後援をいたしま

したピースロード岐阜のイベントでございますが、その訳と現在はどうかということの質問

に対してお答えさせていただきます。 

 ピースロードｉｎ岐阜につきましては、本年４月に主催者であります実行委員会から後援

名義使用の申請書が提出されました。美濃市の共催・後援・推薦等に関する取扱要綱に基づ

いて審査を行ってきたところであります。 

 事業計画等では、恒久的平和、未来人材育成のために７月30日に青年ライダーが自転車で

県内市町村役場を巡り、市町村に平和メッセージを届けると、さらには世界平和を訴えてい

くというものでございました。 

 また、実行委員会のメンバーには、県内の議員の方々も多く加わっておられました。岐阜

県及び多くの県内市町が後援を決定しておりました。さらに、当該イベントにつきましては

以前から実施をされてきたようでございますけれども、本市では初めて申請があったという

ことから、書類以外にもインターネットによる情報収集、並びに周辺の市に聞き取り調査を

行ってまいりました。その結果、岐阜県及び多くの県内市町が後援決定していることもあり、



－６３－ 

そういったことも参考にしながら取扱要綱の規定により認められる内容ということから後援

名義の使用を許可したところでございます。 

 なお、当該イベントにつきましては、開催を中止する旨の文書が実行委員会から送付され、

実際にイベントは開催されなかったという報告を受けております。 

 今後についても、新規とか疑義があるものにつきましては、庁内全体で情報を交換しなが

ら、あるいは共有しながら判断をしていきたいというふうに考えております。 

〔３番議員挙手〕 

○議長（古田秀文君） ３番 服部光由君。 

○３番（服部光由君） ありがとうございます。 

 しかし、これは今市長が言われたような形で後援をしたというのは、どこの自治体もそう

いった答弁を今されているわけですよね。だけど、本元のホームページとかそういったもの

を見ると、明らかに統一教会だと認識できるような中身になっているわけですね。ぜひとも、

今後そこの強化をお願いしたいと思います。 

 続きまして、岐阜県の消費生活相談所の資料があるんですが、10月２日までには全国では

3,000件の相談があって、その内訳は金銭関係が40％、それ以外が18％で意見が42％、この

ようになっております。 

 そういう中で、統一教会に関しては、複数の選択ですが、金銭関係が75％、霊感商法が

75％、預貯金喪失が29％などで、集会に参加し集団結婚したことや親に貸した金銭が献金に

なり取り戻せない、このような子供の結婚の相談などがあったと報告されております。 

 ピースロードも旧統一教会の関係団体の開催で行われたわけですが、アジアと日本の平和

と安全を守る岐阜県大会が2022年５月22日に開催されましたが、地元出身の県会議員も創設

者の文鮮明の平和大使任命状を受けるなど、旧統一教会の霊感商法、人権侵害などが大きな

問題になっており、宗教法人法第81条に基づく解散命令の事由等に該当する疑いがあること

も指摘されております。 

 旧統一教会は選挙応援などの名目で候補者に接近し、その見返りとして霊感商法等の悪徳

商法、非民主的な政策を容認させよう、このようにしているわけであります。このようなこ

とは許されることではありません。 

 武藤市長は旧統一教会との関わりがあったのかどうかを質問いたします。 

○議長（古田秀文君） 市長 武藤鉄弘君。 

○市長（武藤鉄弘君） ２点目でございます。 

 私と旧統一教会との関わりがあったかということでございますけれども、そもそも現在の

世界平和統一家庭連合が旧統一教会であると、あるいは関連団体ということの存在を含めて

耳にしたことは、今回の安倍総理の悲惨な事件を聞いて初めて知ったところでございますけ

れども、以前にもマスコミにももう十分話をしましたけれども、何かしらの関わりについて

念のために調べたところでありますが、本年１月の市長選挙の期間中に選挙事務所を訪れた

方の名刺の中に岐阜県平和大使協議会という団体の方３名が含まれておりました。 
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 その際に直接お会いしたかどうかはよく覚えておりませんけれども、基本的に関わりはな

かったというふうに考えております。 

〔３番議員挙手〕 

○議長（古田秀文君） ３番 服部光由君。 

○３番（服部光由君） 武藤市長ではなくてほかの方も、議員さんも含めて、ほとんどその関

わりを知らずに選挙事務所に見えたという方もたくさんおられます。 

 武藤市長は、こういったことを関わりが分かった段階で今後どのように対応されるのかお

聞きいたします。 

○議長（古田秀文君） 市長 武藤鉄弘君。 

○市長（武藤鉄弘君） ３点目でございますが、今後どのように関わるのかというお答えにつ

いてですが、関わるというのは何をもって関わるというのかなかなか分かりませんけれども、

会っただけで関わったというならそうかも分かりませんけれども、私としては２点目の答弁

の中で申し上げたとおり、そもそも当該団体とは関わっておりませんし、ただ今後、公務上

いろいろな方々とお会いしますので、そういった方の中にひょっとするとそういう方もお見

えになるかも分かりません。 

 しかし、いずれにしましても旧統一教会のみならず、社会的に問題がある団体等とは今ま

でと同様、積極的に関わるということはございません。 

〔３番議員挙手〕 

○議長（古田秀文君） ３番 服部光由君。 

○３番（服部光由君） ありがとうございます。 

 市長のそういった毅然とした態度がやはりまともな政治を行っていく、こういった状況に

なると思います。ぜひともその状況をつかみながら、しかし旧統一教会みたいなマヌーバー

的な団体を使いながら、後援を含めて市のほうに働きかけたり、市長のほうに働きかけたり、

そういったことがされる場合もありますから、ぜひとも十分にその辺の調査も含めて後援を

やっていただきたい、このように要望いたします。 

 続きまして、インボイス制度について、９月議会に引き続きまして質問をいたします。 

 ９月議会で制度導入による新たな負担に対して、電算化、デジタル化や経理事務の負担に

対して、国の支援の上乗せを検討したり情報の周知に努める、このように答弁されました。 

 また、にわか茶屋と出荷者等に対しては何らかの支援策を検討していく、このように答弁

されましたが、どのような支援が想定されるのかお伺いしたいと思います。 

 今、インボイスについては、政府与党内からも含めて、各界から本当にこのインボイス制

度がいいのかと、延長もしくは中止にしなきゃいけないんじゃないか、こういった声がかな

り出ているわけですね。そういったことは別としまして、もしもこのインボイス制度が導入

された場合、美濃市としては９月議会の答弁の中身がさらに進展したのかどうか、産業振興

部長にお尋ねいたします。 

○議長（古田秀文君） 産業振興部長 永田幸泰君。 
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○産業振興部長（永田幸泰君） ただいま御質問のインボイス制度導入による新たな負担に対

する支援についてお答えをいたします。 

 まず事業者におかれては、インボイス制度導入に当たって、各社・各個人の売上げの状況

や取引先の状況・方針などを把握し、インボイス発行事業者になると判断した場合には税務

署への登録手続が必要となります。また、制度導入までに、帳簿や請求書等の記載内容やイ

ンボイスを受け取った際に正確に記帳できるための準備をしておくことが必要となります。 

 市としましては、税負担への支援はできませんが、制度を正しく理解していただくために

税務署や商工会議所などが行う相談窓口やセミナーの紹介でありますとか、またインボイス

制度開始を見据えた電算化・デジタル化や、保存や記帳など、新たな事務負担に対する国の

支援措置の上乗せ支援などについて検討をしていきたいと考えているところでございます。 

〔３番議員挙手〕 

○議長（古田秀文君） ３番 服部光由君。 

○３番（服部光由君） ありがとうございました。 

 答弁をお伺いすると、９月議会でお話しされた中身であまり変わっていない。それは当た

り前だと思うんですね。 

 なぜかというと、このインボイス制度そのものは国が実施しようとしているわけですけれ

ど、９月議会で私が質問した後からでも、各業界、団体からこのインボイス制度の問題点に

ついて様々な要望、意見が出されている状況があって、なかなかこのインボイス制度そのも

のが確定したものになっていない、これが実情だと思うんですね。だから、各自治体におい

てもこういったことを具体的に支援しようにもなかなかできない、これが現状だというふう

に考えております。 

 私は、今の質問を含めて、この政府が導入しようとしているインボイス制度、これは本当

に中止しなきゃいけないんじゃないか、このように思って、私のインボイス制度についての

質問を終わらせていただきます。 

 続きまして、学校給食センターについてお伺いいたします。 

 新型コロナ感染症が学校現場にも大きな影響を与え、教師をはじめとした関係者の方々の

奮闘に本当に敬意を表しております。 

 さて、美濃市の児童のアレルギーに関しては、財団法人日本学校保健会の学校生活管理指

導表（アレルギー疾患用）による要管理児童の半数以上が給食に対しての要対応児童、この

ようにお聞きしております。 

 食物アレルギーの対応が必要な行事などは、給食、修学旅行、宿泊研修、調理実習、掃除、

図工など、多様な対応が必要とされている。そういった中で、学校給食のアレルギー対応食

は新給食センターの稼働により９月30日から開始されましたが、準備段階での対応が十分で

なかったために、まず卵の除去食を提供するにとどまる、このように答弁されております。 

 給食センターの職員さんは23名で、通常給食と除去食の同時調理には本当に大変な作業が

伴う、このように思っております。事故もなく現在運営されていると思いますが、現在の除
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去食の児童数など、どのような状況かお答えください。 

○議長（古田秀文君） 教育次長 武井由典君。 

○教育次長兼学校教育課長（武井由典君） 皆さん、こんにちは。 

 ただいまの御質問にお答えいたします。 

 卵のアレルギー除去食の提供を希望された児童・生徒は８人です。この８人に対し、９月

30日から除去食の提供を行っています。 

 提供した除去食は、卵を使った給食献立のうち、９月は中華あんからウズラの卵を除いた

ものを１回、10月からはソフト麺にからめる肉みそソースからウズラの卵を除いたもの、か

き玉汁から卵を除いたもの、八宝菜からウズラの卵を除いたもの、卵入りワカメスープから

卵を除いたものを、除去食として月２回のペースで提供いたしております。 

〔３番議員挙手〕 

○議長（古田秀文君） ３番 服部光由君。 

○３番（服部光由君） ありがとうございます。 

 今の答弁の中で、安全にこの間でいえば運営されていると、このようなふうに受け止めま

した。 

 それで次の質問ですが、特定原材料７品目を中心としたアレルゲン食材をできる限り使用

しない除去食の提供を今美濃市の給食は目指している、このように理解しておりますが、安

全な給食を提供することがまず最優先される、そういったわけですけれど、そのためには保

護者への説明や理解、給食センターの体制づくり、学校現場の研修等が必要で、十分な準備

の上、ぜひともこのアレルギー対応食を拡大していっていただきたいなと、このように思い

ます。 

 今後のアレルギー対応はどのように進めるのかお聞かせください。 

○議長（古田秀文君） 教育次長 武井由典君。 

○教育次長兼学校教育課長（武井由典君） ２つ目の御質問にお答えいたします。 

 新学校給食センターにアレルギー専用調理室を設けたことによって、これまで使用できな

かったアレルギー食材を扱うことができるようになり、ただいま御回答させていただいたよ

うに９月から卵を使用した献立の提供を開始したところであります。 

 卵に続くアレルギー対応として、現在、卵に次いでアレルギーのある児童・生徒が多い牛

乳の除去食の提供に向けて準備を進めております。クリームスープなどから牛乳を除いた除

去食を年度内に提供する計画でいます。 

 また、新入学児童を含めたアレルギーのある児童・生徒の保護者を対象にした説明会を来

年１月に開催いたしますので、同じように牛乳の除去食及び飲用牛乳の対応についての説明

を現在在籍している保護者に対しても行い、その希望を取る予定であります。 

〔３番議員挙手〕 

○議長（古田秀文君） ３番 服部光由君。 

○３番（服部光由君） ありがとうございます。 
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 牛乳に関しては大体何名ぐらいかと、今、ありますでしょうか。もしもあれば。 

○議長（古田秀文君） 教育次長 武井由典君。 

○教育次長兼学校教育課長（武井由典君） 現在、牛乳のアレルギーの対応を必要としている

児童・生徒は12名であります。 

〔３番議員挙手〕 

○議長（古田秀文君） ３番 服部光由君。 

○３番（服部光由君） ありがとうございます。 

 ぜひとも早く拡大していただきたいという思いと、もう一方は、やはり安全優先で子供の

健康も含めてぜひとも進めていっていただきたい、このように思います。よろしくお願いし

ます。ありがとうございます。 

 最後になりますが、長良川遊水地について質問いたします。 

 令和４年10月、11月に、国土交通省が木曽川上流河川事務所による地元説明会、意見交換

会、これが行われました。 

 地元からは様々な意見、要望が出されたとお聞きしておりますが、従来の国土交通省木曽

川上流河川事務所の説明とは大きく異なる点が説明されました。 

 １点目は、左岸の道塚堤防の補修強化が出され、もう一点は右岸の横越地区の大谷川の氾

濫などによる内水氾濫に対しては、従来は遊水地とは関係ないというようなことを国土交通

省が言っていたわけですが、大谷川の補修等を含めて流域治水対策として国交省が行う遊水

地事業の一部として検討する、このようなことを副所長は明言されております。 

 この前向きな説明会等を踏まえて、それでもまだまだ問題が解決されたとは言えない状況

であります。 

 そこで建設部長にお聞きいたしますが、説明会、意見交換会等の内容と今後どのような予

定で進行するのか、美濃市が把握されている範囲でお答えいただくようお願いします。 

○議長（古田秀文君） 建設部長 伊藤篤君。 

○建設部長（伊藤 篤君） ただいまの御質問についてお答えいたします。 

 本年10月から11月にかけまして実施した説明会では、長良川遊水地の整備に加え、左岸堤

防の老朽化対策及び越水対策、百間堤の拡幅を実施することで当該地域に対する安全性をさ

らに向上させていく旨の説明が国土交通省からありました。 

 その際、住民の不安、意見に対し、国土交通省からは議員がおっしゃられたとおり、非常

に前向きな説明がありましたが、なおも一部の住民の方からは遊水地整備に対する不安の声

が寄せられたところでございます。 

 市としましては、遊水地整備は下渡地区や中有知地区などをはじめ、長良川流域全体の洪

水に対する安全性を高めるためにも十分に必要な施設と認識しておりまして、国土交通省に

対し適切な説明を求めるとともに、協力して事業の促進を図ってまいりたいと考えておりま

す。 

〔３番議員挙手〕 
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○議長（古田秀文君） ３番 服部光由君。 

○３番（服部光由君） ありがとうございました。 

 説明会は左岸で数回、右岸で数回行われたと、このようにお聞きしておりますが、そうで

すね。そういった中で、市としてもきちんと対応して国交省に話をしていくという答弁をい

ただけたというふうに思っております。 

 もう一つ、実は美濃市長が11月22日にとある会議の場で、遊水地内の広場の活用について

希望も踏まえその考えを説明されました。 

 各地の説明会でも切実な意見要望が出され、そのほとんどがまだ解決されていないにもか

かわらず、その解決策を積極的に国に要望することを優先するのではなくて完成後の将来像

について言及されることは、地元ならず関係者の間から批判の声が上がっております。 

 遊水地事業は国の施工だからということではなく、先ほどの建設部長の答弁にもあります

ように、市民の意見に耳を傾け積極的な対応を要望いたします。 

 これをもちまして、私の一般質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。 

○議長（古田秀文君） 次に、８番 岡部忠敏君。 

○８番（岡部忠敏君） 私は、発言通告に従いまして２点の質問をいたします。 

 １点目は、本年改正されました動物愛護管理法の施行によるマイクロチップの装着につい

て、２点目は安全で快適な避難所のトイレ整備についてでございます。 

 最初に、動物愛護管理法の施行によるマイクロチップの装着についてを民生部長にお尋ね

いたします。 

 犬や猫など、私たちの身の回りにいる動物たちは人々に癒やしを与えてくれるとともに、

家族の一員として、時には盲導犬や介助犬などのように、生活する上で欠かせないパートナ

ーとして私たちの暮らしの中に溶け込んでおります。 

 しかし、その一方でむやみに動物を傷つけたり、あるいは殺したりといった虐待が近年増

えております。昨年１年間に警察庁が動物虐待で検挙した件数は、前年に比べまして68件増

の170件です。統計のある2010年以降で過去最高となっております。 

 この動物虐待を根絶し、動物の命を守るため、動物虐待罪の厳罰化を盛り込んだ改正動物

愛護管理法が本年の６月１日に施行されております。 

 この改正では、例えば犬や猫などを殺傷した場合、これまでは２年以下の懲役または罰金

200万円以下、そこから懲役５年以下または罰金500万円以下と引き上げられております。そ

して、虐待や遺棄した場合は、100万円以下の罰金から１年以下の懲役または100万円以下の

罰金に引き上げられ、大変厳しくなっております。 

 犬や猫などに対して、殴る、蹴る、そして熱湯をかけるといった積極的な虐待行為に加え

て、犬や猫などの病気を放置したり世話をしないで衰弱させるようなネグレクトも虐待とな

ることが明記されております。このほかにも、改正動物愛護管理法にはブリーダーやペット

ショップで販売された犬や猫などについては、マイクロチップの装着が義務づけられており

ます。このマイクロチップは、直径２ミリ程度、長さ８ミリ程度の円筒形で、獣医師が注射
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器で犬や猫などの体に埋め込まれます。 

 この改正動物愛護管理法の施行を機に、家族であるペットの犬や猫などの命を守るために、

マイクロチップの装着を飼い主の皆様に心がけていただくことを切に願っております。 

 そこで、１つ目として、マイクロチップの装着義務に関わる飼い主の義務及びその装着メ

リットはどのようかをお尋ねいたします。 

○議長（古田秀文君） 民生部長 西部睦人君。 

○民生部長（福祉事務所長）（西部睦人君） それでは、岡部議員のマイクロチップの装着に

ついての１点目の御質問についてお答えいたします。 

 動物愛護管理法は、人と動物の共生する社会の実現を図るため制定されており、基本原則

として、動物をみだりに殺傷したり苦しめたりすることなく、動物の習性をよく知り、適正

に取り扱わなければならないと定められています。 

 しかしながら、都道府県は、所有者不明の犬や猫の引取りを求められた場合には、基本的

に引き取らなければならないこととなっています。行政が安易に引き取ることで殺処分が増

加する可能性を懸念し、動物愛護の観点から望ましくないなどの考えにより、本年６月１日、

改正法が施行されています。 

 この改正により、犬猫等販売業者にはその取り扱う犬及び猫にマイクロチップを装着する

ことが義務づけられ、マイクロチップを装着した犬、または猫の飼い主は、環境大臣が指定

する公益社団法人日本獣医師会に飼い主の住所や氏名を登録しなければならないこととなり

ました。 

 なお、販売業者以外から犬や猫を譲り受けた場合や、６月１日以前から飼っている犬や猫

には装着義務はありません。努力義務にとどまっております。 

 マイクロチップの装着により、犬や猫が迷子になったときや盗難や事故に遭ったときなど

に、皮下に埋め込まれたチップをリーダーで読み取ることで番号や飼い主の氏名などが分か

るというメリットがあります。 

〔８番議員挙手〕 

○議長（古田秀文君） ８番 岡部忠敏君。 

○８番（岡部忠敏君） 答弁、ありがとうございます。 

 ２つ目に、ブリーダーやペットショップの方たちは罰則の強化された改正動物愛護管理法

をよく知っていると思います。しかし、一般の飼い主にはまだまだ浸透していないと思って

おります。 

 この一般の飼い主への周知啓発はどのようするのかをお尋ねいたします。 

○議長（古田秀文君） 民生部長 西部睦人君。 

○民生部長（福祉事務所長）（西部睦人君） それでは、ただいまの御質問についてお答えい

たします。 

 県の登録を受けている犬や猫などの販売業者は、法律で義務づけられている動物取扱責任

者研修を毎年受講されています。その研修会において、今回の法改正の趣旨について周知啓
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発がなされています。 

 市におきましては、法改正及びマイクロチップの装着について、市民の皆様に正しく御理

解いただくようホームページを活用し周知を行っているところでございますが、今後は広報

「みの」や地区の公民館だより、毎年行う狂犬病予防注射の際など、機会を捉え、引き続き

制度の周知に努めてまいります。 

〔８番議員挙手〕 

○議長（古田秀文君） ８番 岡部忠敏君。 

○８番（岡部忠敏君） どうもありがとうございます。 

 この改正動物愛護管理法の施行によるマイクロチップ装着について、義務やメリットなど

が分かりました。 

 環境省によれば、2020年度に全国の保健所や動物愛護センターに持ち込まれた犬や猫は約

７万2,000頭に上ります。そのうちの約３万9,800頭が新たな飼い主に引き取られる一方で、

２万3,700頭が殺処分されています。 

 このような状況を改善するためにも、マイクロチップ装着を推進していくことが重要であ

ります。これまでに飼われている方や業者以外から譲り受けられた飼い主さんに、家族の一

員であるペットの命を守るためにマイクロチップ装着を考えていただけるように丁寧な周知

啓発をお願いします。 

 また、マイクロチップ装着は自由診療であります。その費用には数千円から１万円前後か

かることがあります。この負担を軽減するために費用の助成補助を検討していただきますよ

う、要望いたします。 

 続いて、２点目の質問を行います。 

 ２点目は、安全で快適な避難所のトイレ整備についてであります。総務部長にお尋ねいた

します。 

 令和２年９月１日現在の公立小・中学校のトイレの洋便器率は57％であります。令和７年

度までに95％までに整備するとの目標を文部科学省は掲げております。各家庭での洋式トイ

レの普及状況、あるいはバリアフリー化、防災機能の強化などからも、今後は洋式トイレ化

が進められるものと考えております。 

 避難所においては、トイレが利用できない状況では排せつを我慢しなければならない、あ

るいはトイレの回数を減らそうと水分を控えたことによる健康被害や膀胱炎などの発症も懸

念されます。介助が必要な避難者である障がい者や高齢の方には和式便器の使用は極めて困

難であり、洋式トイレは欠かせないものであります。 

 そこで、１点目として、市内の小・中学校の体育館、コミュニティセンターなどの避難所

のトイレの洋式化の現状と今後の計画はどのようかをお尋ねいたします。 

○議長（古田秀文君） 総務部長 纐纈敬久君。 

○総務部長（纐纈敬久君） それでは、ただいまの御質問の避難所のトイレの洋式化の現状と

今後の計画についてお答えをさせていただきます。 
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 現在、市では大規模災害が発生し、複数の世帯が自宅の倒壊などにより居住することがで

きなくなった場合に一定期間滞在できる避難場所として22か所の施設を指定していますが、

いずれも洋式トイレが整備をされております。 

 近年、美濃市において発生した一番大きな災害は平成16年の長良川の氾濫による被害でご

ざいますが、その際においても避難所としての利用は数日程度であったことから、現状のト

イレで十分対応ができるものと考えております。 

 しかしながら、複数の世帯による避難が長期化する場合においては、衛生的なトイレが重

要な問題であると考えており、例えば自宅以外の洋式トイレの使用に抵抗がある若い世代の

方や特に衛生面への配慮が必要な乳幼児のいる世帯には、災害時等における宿泊施設の提供

に関する協定を締結するホテル、フェアフィールド・バイ・マリオット岐阜美濃に避難して

いただくことなどを含め、今後は衛生的な面を踏まえたトイレの整備を総合的に検討してま

いります。 

〔８番議員挙手〕 

○議長（古田秀文君） ８番 岡部忠敏君。 

○８番（岡部忠敏君） 御答弁ありがとうございます。 

 災害時に避難所での生活が余儀なくされた場合、入浴できない避難生活においては、特に

女性や高齢者の衛生管理面の点で、多目的トイレや洗浄機能付トイレの設置は健康維持のた

めにも必要不可欠な取組であると思います。 

 避難所となる学校施設の体育館については、災害対策機能の強化の一環としてのトイレの

整備には、総務省では起債の充当率100％で補助率70％の緊急防災・減災対策債が活用でき

ると伺っております。 

 そこで２点目ですが、災害時に避難所となる学校施設である体育館の災害対策機能の強化

の一環として、総務省の緊急防災・減災対策債を活用して多目的トイレや洗浄機能付トイレ

の設置促進に取り組めないかお尋ねいたします。 

○議長（古田秀文君） 総務部長 纐纈敬久君。 

○総務部長（纐纈敬久君） 学校施設の体育館に多目的トイレや洗浄機能付トイレの設置はで

きないかという御質問にお答えをいたします。 

 避難所となる学校体育館への多目的トイレや洗浄機能付トイレの設置は、総務省の緊急防

災・減災事業債の対象となっておりますが、多目的トイレにつきましては既に全ての学校施

設の体育館に設置がされております。 

 また、洗浄機能付トイレにつきましては、現在、避難所となる学校体育館には設置はされ

ておりませんが、設置につきましては今後学校側と十分協議しながら検討してまいりたいと

考えております。 

〔８番議員挙手〕 

○議長（古田秀文君） ８番 岡部忠敏君。 

○８番（岡部忠敏君） 要望させていただきます。 
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 避難所で生活をすることになっている高齢者や女性の方々、この生活が安全で快適なもの

になりますよう、ぜひ洗浄機能つきのトイレの整備をお願いいたします。 

 以上で質問を終わります。ありがとうございました。 

○議長（古田秀文君） これより10分間休憩いたします。 

休憩 午後２時14分  

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開 午後２時24分  

○議長（古田秀文君） ただいまから休憩前に引き続き会議を開きます。 

 ６番 永田知子君。 

○６番（永田知子君） 皆さん、こんにちは。 

 最後になりました。よろしくどうぞお願いいたします。 

 私は、一問一答形式で、次の３点の一般質問を行います。 

 １点目は、笠神・丸山線道路改良事業について、建設部長にお尋ねします。２点目は、市

内小・中学校の不登校について、教育次長にお尋ねします。３点目がインボイス制度につい

て、産業振興部長にお答えを求めております。よろしくお願いいたします。 

 まず１点目からなんですが、先ほど梅村辰郎議員の質問の項目とやや重なるところがあり

ますが、その点については重複のある分、皆さんお聞き及びということでお許しください。 

 今回、当初予算のテーマにアフターコロナを見据えた活性化の推進ということで、笠神・

丸山線道路改良事業についてであります。これは、その活性化推進の中の新規事業として、

市道笠神・丸山線道路改良事業ということが進められ、今年度の当初予算は3,150万円が充

てられております。前回３月のときにも行わせていただいたので、これも改めて言うまでも

ないのですが、外枠を確認する意味で、またこのように述べさせてもらっております。 

 市内の市道が約250メートル延長でありまして、その中の４車線化というのが今私の住む

南部の県道とつながり、さらに工業団地、それから他の市町村との往来も北部に比べるとと

ても著しい場所であります。特に、朝の通勤時間帯の通行量というのは息もつけないほどの

車の流れがあります。対象である笠神・丸山線というのは、歩道をつけた幅９メートル以上

の道路整備となっております。これは、整備されれば民間の投資・需要が期待でき、企業誘

致も図れる、企業進出が活発に進めば若い世代の働き場所を確保することができる、市長も

３月の折にはこのように説明をしていただきました。本事業の目的は、整備によって安心・

安全の推進による産業の活性化への期待、これが強くあります。 

 計画では、東に向かう笠神方面は舗装だけに今なっております。これは１つ目の質問なん

ですが、この東に向かう笠神方面の舗装はなぜなのか、これのお答えをよろしくお願いいた

します。 

○議長（古田秀文君） 建設部長 伊藤篤君。 

○建設部長（伊藤 篤君） ただいまの御質問についてお答えいたします。 

 笠神・丸山線道路改良事業の計画において、市道下切・坂田線から東側に向かう笠神方面
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の区間については、先ほどの梅村議員の御質問にお答えしたとおり、改良計画は現在のとこ

ろ考えておりません。そうしたことから、この区間については、舗装の老朽化が見受けられ

るため、東側のほうから舗装の修繕工事を今進めているものでございます。 

〔６番議員挙手〕 

○議長（古田秀文君） ６番 永田知子君。 

○６番（永田知子君） 事情はよく理解することができました。きれいになったところとそう

でないところの区別がはっきり見えるだけに、道路というのはいろいろな臆測が走りまして、

今のような説明を受けますと、あっ、そういうことでしたかという簡単な承諾になります。 

 そして、完成予想を考えますと、いわゆるその西方の県道へ向かっていく途中から歩道つ

きの９メートル幅の道路になるわけです。笠神地区は、現状の道路が今の御説明のようにそ

のまま残りまして理解されにくいかと思うのですが、新たな都市計画道路、あるいはこれま

での下切・坂田線ですとか上野関線ですとか、それからいろいろな幾つかの市道及び県道の

絡みがありましたので、今後は都市計画という範囲の中でどのように、どこを整備しながら

順序よくやっていくというところに、この笠神地区の今の箇所のところも組み入れていただ

けるということを期待して、１つ目の質問を終わります。 

 今度は２つ目の質問なんですが、この笠神・丸山線に対してですが、これは住民は農道の

意識がとても強くありまして、農業以外の歩行者はあまり今は見かけません。というよりも

結構車がすごい勢いで走っていきますので、なかなか散歩等に歩かれる方も安心して歩けな

いというのが現状であります。本来なら、大型の車両とか、それから対向車の通行を考える

と、より広い道路幅の確保が優先されるべきかと思われるのですが、市道周辺には７世紀後

半の丸山古窯跡ですとか、それから８世紀の殿岡古墳ですとか、神話の里関連の史跡が点在

する地域であります。ですから歴史探索には遊歩道としての機能を兼ねる、こうした歩道が

ついても、その歩道のいわゆる使い方がとても有効に働くのではないかということを、見方

を変えて、今の道幅の拡幅だけじゃない、いい点を考えてみたいと思います。 

 そこで大矢田神社とか天王山登山とか、それから観光地域として将来的にはこのセットに

なる歩道がある、そうした道路改良があってもおかしくはないと考えられます。そこで今度

は歩道の有用性についてどのように考えていらっしゃるのか答弁をお願いいたします。 

○議長（古田秀文君） 建設部長 伊藤篤君。 

○建設部長（伊藤 篤君） ただいまの質問についてお答えいたします。 

 歩道の有用性についてということでございますが、本事業の笠神・丸山線に限らず、道路

を安全に利用するために歩道を設置するということは、安全かつ円滑な交通と人優先の安心

な歩行空間の確保のため必要と考えております。しかしながら、地形の状況や予算の関係な

どの問題もあって、全ての道路にこの歩道を設置することは困難でございます。歩道の整備

や交通安全上、非常に有用性があると考えております。 

〔６番議員挙手〕 

○議長（古田秀文君） ６番 永田知子君。 
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○６番（永田知子君） 今日的には、道路建設などの大型の公共工事というのは国や県の交付

金に頼らざるを得ない状況にあります。その交付金には、やっぱり何らかの制約とか条件が

ついてくるということで理解をいたします。 

 今回は、道路幅９メートルには安全確保のための歩道が必要であると、あのスピードを感

じますと、これは必ず必要なんだなということはよく分かります。同時に財源との関連もあ

りますので、歩道の完成の後は、出来上がったこの歩道を市民目線で有効利用、それから安

全のための維持管理とか、こんなことを積極的に市民の目線で捉えて活用価値を見いだすこ

とを重点に使わせていただくと、こういうことを思いました。 

 ３つ目の質問です。大矢田とか笠神地区、またはこの該当地域の農業従事者などは、この

方たちの市民の関心は、非常に笠神・丸山線への関心がとても高いです。特に最近、車社会

の進行によって道路整備の必要性はもう高まる一方であります。ですから既存道路とはいえ、

実際には渋滞を避けるための迂回道路として、先ほど梅村議員も指摘していただきましたが、

迂回の道路としての機能はもうほぼ間違いありません。 

 この地域は、稲作中心に美濃市の食料を支えている農業振興地域になっております。耕作

地の中心に位置する道路の朝夕の交通量はかなりの量で、これはあまりにも車両がたくさん

あり、さらに摩耗も激しく別名サロンパス道路なんて呼ばれるような道路の損傷が激しく、

部分的に修復されてもすぐにまた別の箇所で新たな破損が起きてくる、これが現状でありま

す。 

 水田耕作地帯のこの道路改良においては、そこに伴う今の農業振興地域に該当していると

いうことで、水利とその水利の管理、あるいは工業団地の事業所の排水、そして元の耕作地

の水利保全など改良によって損なわれるのではないかとした、こういう懸念がいろいろある

わけなんですが、住民のこうした懸念についてどのように捉えているかお答え願います。 

○議長（古田秀文君） 建設部長 伊藤篤君。 

○建設部長（伊藤 篤君） ただいまの御質問についてお答えいたします。 

 本事業を進めるに当たり、西部水利組合と随時協議して現場での意見など調整を十分行っ

ており、現在考えている道路整備については懸念は今ないというふうに考えております。 

 なお、今後企業により開発がなされていくような場合には、地元住民の方の御懸念がない

よう開発事業者に指導をしてまいります。 

〔６番議員挙手〕 

○議長（古田秀文君） ６番 永田知子君。 

○６番（永田知子君） 企業が進出するこれからの開発事業は、住民の理解が不可欠であると

いう、その認識を知って安心いたしました。懸念しておりました水利組合との調整は並行し

て行っていくという御答弁、以後よろしくどうぞお願いいたします。 

 ４つ目の質問に移ります。 

 笠神・丸山線道路改良事業のうち、完成までの改良工事に関わる財源の確保と完成時期の

見通しはどのようかということなんですが、これは工業団地に連結している笠神・丸山線の
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大型車両の交通量が増加していくことは当然予想されます。現状からも推察されますが、完

成した後、路面の損傷だけでも今まで見てきた以上にはならないとは思うんですけれども、

今後長い年月を経れば相当な補修がまた必要になってくると思われます。 

 ３月議会では、市内延長250キロに及ぶ市道の管理の内容について丁寧な答弁をいただい

ております。平成25年の道路法改正の施設点検の義務化によって、橋梁、トンネル等の道路

施設の建造物は５年に１度、幹線道路の舗装の劣化状況把握のための路面調査の実施など、

その業務は多岐にわたっている。職員によるパトロールや市民の通報の対処なども含めて、

土木課の仕事は職員数が足りないと思えるほど多いと、これも答弁内容によって分かったこ

とです。 

 先日も2012年の山梨県大月市の笹子トンネルの天井板落下事故で９名が死亡した事故の追

悼式典が報道されまして、責任の重大さが痛感されたばかりであります。これからの道路管

理については、維持管理の負担についてどのように考えるか答弁をお願いいたします。 

○議長（古田秀文君） 建設部長 伊藤篤君。 

○建設部長（伊藤 篤君） ただいまの御質問についてお答えいたします。 

 今後、道路施設の維持管理を考えますと、必要とされる予算の増大が考えられます。そう

した中、道路施設の維持管理を行うインフラメンテナンスの取組により、橋梁、トンネル、

道路附属物などが定期点検化され、長寿命化への取組により、事後保全から予防保全へ転換

できたことにより将来の維持管理・更新費が抑えられ、負担の抑制につながると認識をして

おります。 

〔６番議員挙手〕 

○議長（古田秀文君） ６番 永田知子君。 

○６番（永田知子君） 本年度第１回で丁寧な説明を受けて、改めてまたここでお尋ねするの

もどうかと思ったんですが、すみません。 

 道路の維持管理は、日常業務が多岐にわたっておるという先ほども重ねた言葉なんですが、

特に生活道路である市道というのは定期的なパトロールが欠かせません。そのための職員数

が十分とも言えない課題ではあるんだけれども、最低限の維持管理の実施に努めていると言

われる土木課の職員の皆さんの働き方、その姿勢については、今ここでまた改めて言うまで

もなく深く感謝いたします。連絡一つで駆けつけ確認し、対応されている現状というのは、

市民も十分認めるところであります。 

 人口減少と高齢社会が進む美濃市の道路管理に対し、安心・安全確保のためには市民の協

力が欠かせないことが分かってきました。早期に発見して早期対応することで維持管理のた

めのコストを低く抑えられます。道普請制度の活用をコロナ以前の状況に近づけることを願

い、地域活動を活発化させる市民努力を惜しまない動きを盛り上げる必要性を強く自覚いた

しました。 

 改良後の市道笠神・丸山線は利用度が高いだけに状態変化に気づきやすい、その一つの試

金石にもなりそうであります。乏しい財源をいかに有効に道路管理に活用させていくか、課



－７６－ 

題追求をお願いして１点目の質問を終わります。 

 続いて、２点目の質問に入ります。 

 ２点目は、市内小・中学校の不登校についてであります。 

 児童・生徒の学校生活も形態は100％ではないにしろ、ようやくコロナ前の生活に戻って

きていることと推察いたします。学校現場の児童・生徒への対応をされてきた先生方をはじ

め、職員や学校関係者の皆さん方の御苦労、尽力には何度も何度も深く感謝いたします。 

 この３年間、児童・生徒は多様な生活を強いられてきております。学校生活で支障を来す

ような場面に出くわしたりとか、慣れない未経験の体験に戸惑ったりとか、不規則な生活か

ら体調を崩したりとか、家族や仲間とのトラブルが発生したりなど、取り上げれば数限りな

く出てきます。そのような時間の経緯の中にあっても、少しでも早くコロナ以前の学校生活

に戻りたい願いは、どの児童・生徒もが同様に持ち続けてきたと思います。 

 世界中を震撼させた、あるいはさせている新型コロナウイルス感染症は、不登校にも大き

く作用しました。これは新聞、テレビ等で度重なって報道されているところから推測できる

ことであります。 

 そこで、全校学校休校の要請が出された３年前、2020年３月以後、学校は地方自治体ごと、

学校ごとで状況に合わせて対応されてきたんですが、これほどまでに大きな災禍を体験、経

験していない保護者たちの戸惑いも子供たちに影響しているのではないかと思われます。 

 仲間がいる学校というのは、成長期の児童・生徒にとって大切な生活空間です。教室は社

会の縮図でもあります。そこでの活動を通して、学力を身につけること以上に、友達関係や

様々な体験を通して学ぶ、それが以後の人生にも大きく影響することは経験を積んだ私たち

大人が知るところであります。 

 ところが、様々な理由で楽しいはずの学校に行けなくなっている児童・生徒が増えている

ことが、先ほども言いましたように度々取り上げられています。調査を通して、その原因の

多様化が浮かび上がってきました。社会状況の変化、家庭内事情の発生、地域の関わり方な

どにおいて、これまでとはやや違った傾向が確かめられています。また、実態把握に際して、

複数の事情が重なる場合や個人情報の保護のため分かりにくくなっている場合もあります。

不登校の状態から脱出できる手だてや支援の在り方は個別であると同時に、多くの人々の理

解と協力なくしては成り立ちません。 

 文科省の調査から、前年度に30日以上登校できずに不登校とされた小・中学生は、前年度

から24.9％増え、過去最多の24万4,940人であったことを知らせていて、その増え幅も過去

最大となった、このように報じられております。いじめの認知件数も過去最大である。不登

校から抜け出せる出口を探り、今できることはないのか、こんな不登校の実態を明らかにし

て考えを深めるために、ここに質問に臨みます。 

 １つ目です。令和元年度から令和３年度までの年間30日以上の欠席者のデータから読み取

れることは、年間30日以上の欠席者が予想どおり増加し、元年度から13人も美濃市でも増え

ております。同時に相談件数も令和元年度は記述がなかったんですが、令和３年度では電話
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による件数だけでも64件あります。これは令和３年度の一般会計・特別会計決算の主要な施

策の成果等説明書から取り出した数字であります。文科省は長引くコロナ禍に起因する心身

の不調とか、ストレスが影響していると分析しています。 

 ほほえみ登校推進事業の相談件数の増加は、令和３年度の電話以外の来所相談、家庭訪問、

学校訪問、合計125件、令和２年度の統計は件数の詳細は記されておりません。何もなかっ

たのか、それともコメントは令和元年度比較の意味なのか、ここら辺がちょっと分からない

んですけれど、そこで数もさることながら、親の相談、子供自身の相談はどのような内容で

あったのか、またそれに対して教育委員会はどのように受け止め分析されたのか、課題とし

て何があるのか答弁を求めます。 

○議長（古田秀文君） 教育次長 武井由典君。 

○教育次長兼学校教育課長（武井由典君） ただいまの御質問にお答えいたします。 

 ほほえみ教室への保護者からの相談内容は、「学校に行きたくないと言っているがどうし

たらいいか」「ほほえみ教室のリーフレットを見て見学に行きたい」「子供の将来を考える

と不安になり夜も眠れない」「昼夜が逆転しているので心配」「学校になじめないので困っ

ている」など様々です。なお、子供からの相談はございません。 

 このような保護者からの相談内容を分析すると、次の３つに分けられるというふうに考え

ております。 

 １つ目は、我が子の接し方についての悩み相談、２つ目は、子供が困っていることへの改

善方法についての相談、３つ目は、保護者自身の不安についての相談です。課題としまして

は、この保護者自身の心の安定のために保護者への支援が必要となるケースが増えているこ

とです。 

〔６番議員挙手〕 

○議長（古田秀文君） ６番 永田知子君。 

○６番（永田知子君） 情報でいろいろ流されていること、新聞報道に出てきていることと、

やはり美濃市の実情も今の次長の答弁から、関係づけるというよりも、やはり当てはまって

いるんだなあということを知ることができました。それだけにやっぱり私たち、子供だけの

問題ではなく、取り巻く環境、つまり親、学校の職員、それから私たち周囲の者たちのこう

した現状については、かなり深く反省しながらこれからの対応の仕方を考えていくというこ

とが求められているのだなあということをこの結果、原因、相談内容と、それから課題につ

いてのお話から自覚する必要があると思いました。 

 ２つ目の質問です。 

 子ども基本条例制定都市の福岡県宗像市へ、私たち民生教育常任委員会は行政視察に行く

機会を今年度はいただきました。ハッピークローバーと名づけた子どもの権利相談室として、

平成25年に開設されてもう既に10年がたっている。ここではやっぱり子供本人、両親、教員、

家族その他からのいろんな今私が先ほど申しました方たちが同じように、子供だけじゃなく

相談をその方たちからも受けていると。そして、市内在住高校３年生まで、そういった相談
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に応じるというシステムなのであります。その相談内容には、交友関係ですとか家族の関係、

心身・性の悩み、学校生活の悩みが多く、全国的に共通した内容でありました。 

 子どもアドボカシーという実践が進むイギリスでは、子供のマイクになること、これは福

祉の世界で使われる物を言いにくい人たちの代弁をしてあげるという、そのアドボカシーと

いう内容なんですけど、100％子供側に立つ、あなたこれでしょう、違うでしょうじゃなく

て、とにかく子供の声に100％、その声の側に立つということが求められるということなん

ですね。子供自身が望んだ場合に、誰かに伝えたいことを自分で伝えられるようにサポート

したり、代弁したり、それからそうした役目を担っておるわけであります。子供たちは不登

校に至る前に孤独感を感じたり、無気力状態になったり、自分の思いが伝えられない閉塞感

にとらわれたりと孤立する前段階が指摘されます。 

 教育委員会では、ほほえみ登校推進事業、そしてもう一つ、心の相談員設置事業、この２

つの事業が置かれて推進されております。そこで、この２つの事業という両者の事業はそれ

ぞれどのような事業内容なのか、そしてそこで心の相談員にはどのような相談内容が寄せら

れたか、それについての御答弁を求めます。 

○議長（古田秀文君） 教育次長 武井由典君。 

○教育次長兼学校教育課長（武井由典君） ２つの事業内容と心の相談員への相談内容につい

てお答えいたします。 

 ほほえみ登校推進事業は、登校ができない、またその傾向にある児童・生徒に対して、社

会的自立を目指して個に応じた指導を行う事業です。このための児童・生徒の居場所となる

施設を設置し、希望する児童・生徒が通室できるようになっています。 

 また、心の教室相談員設置事業は、登校しても常に教室で過ごせない生徒・児童が安心し

て過ごせることや、不安や悩みを抱えた児童・生徒の不安を解消することを目的とした事業

です。このような児童・生徒への対応をいつでもできるようにするために、学校に心の相談

員を配置しています。相談を受けた心の相談員は、相談してきた児童・生徒の不安や悩みの

解消が図れるよう速やかに対応します。現在は美濃小学校、美濃中学校、昭和中学校に各１

名の職員を配置しています。心の相談員に寄せられる相談内容については、学校生活全般、

友人関係、親子関係、学習、個人的な悩み等様々な内容があります。 

〔６番議員挙手〕 

○議長（古田秀文君） ６番 永田知子君。 

○６番（永田知子君） よく分かりました。 

 先ほどの前のときにお尋ねした、３つほど分けてお知らせくださったこととの重複もあっ

て、やっぱり心というのは大人も子供もある段階までは非常に共通しているんだなあという

ことも、この答弁を通して知ることができました。 

 そこで３つ目の質問に入っていきます。 

 ほほえみ登校推進事業というのは、集団生活が困難な児童・生徒の教育環境の充実及び相

談事業、適応指導教室（ほほえみ教室）での様々な活動を通じて心のケアを行うとともに、
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社会的適応力を培うための指導援助をという、こういったことが書かれているんですけれど、

結局今、今回私が不登校ということについてお尋ねをしているわけでして、その機能はほほ

えみ教室の様々な活動、今そこに通っている人たちの活動の様子というところから、これか

らの解決の糸口が見えてくるということに視点を置きまして、そこでの創作活動ですとか勤

労生産活動、あるいは教科学習等を指している、そのことだと思います。 

 確かに学校の教科学習というのは、パソコンやｉＰａｄを用いた学習活動へと変化してき

ていますが、体を使ったり五感を通して学ぶ機会が減ってきているのも事実です。例えば道

具の使い方も不慣れなものが多く、はさみが使えなかったりとか、箸やスプーンをうまく持

てなかったりとか、体のバランスが取りにくくなっていたりとか、これまでの子供の成長に

はあまり見られなかった姿も見られるようになってきました。 

 通室者にとっては、体験を通して多様な内容を学ぶことができる学習の場所であり、ここ

が利用者にとって学びの居場所であると受け止めました。ほほえみ教室の場所とその環境整

備の実態、具体的な活動内容、利用者は単独か複数で学ぶのか、教科学習は登校児童と同じ

内容か、会計年度雇用の職員の雇用状況など、現在のほほえみ教室の状況は具体的にどうな

っているのか、これをお尋ねいたします。 

○議長（古田秀文君） 教育次長 武井由典君。 

○教育次長兼学校教育課長（武井由典君） ほほえみ教室の状況について、お答えいたします。 

 ほほえみ教室の運営は、室長１名、指導員１名、相談員１名で行っております。ほほえみ

教室の場所は教育委員会の建物内にあり、学習、軽作業、談話等が行える部屋が２部屋と畑

があります。室内はＷｉ－Ｆｉ環境が整っており、学校で使っているタブレット端末が利用

できます。そのほかメダカの水槽、植物、図書、玩具、ミシン等の活動のための教材・教具

もそろえています。 

 ほほえみ教室への登校や活動内容は、通室する子供の自主性に任せており、学習内容や活

動内容などの過ごし方に関する取決めはありません。職員と子供が相談をしながら過ごし方

を決めています。 

 これまでの活動例としましては、ほほえみ教室と学校をオンラインでつなぎ、タブレット

端末を使っての活動や、公民館の調理室を使った調理実習、市外施設への校外学習なども行

っております。なお、ほほえみ教室で活動した日については、学校では登校した日として扱

っております。 

〔６番議員挙手〕 

○議長（古田秀文君） ６番 永田知子君。 

○６番（永田知子君） だんだん、今私は、見過ごすんではなくて気にはなっていたんですけ

ど、分からなかった２つの教室の事業について具体的に知ることができました。そして、美

濃市内の児童・生徒の皆さんは、ここに通うことによって相談場所がちゃんと確保されてい

るんだな、学校の中でもそういう場所はあるんだなという安心したその気持ちから、一つで

もその状況から抜け出せる努力につながっていくものと、そのように思います。 
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 そこで、これほどまでに不登校が増加していったことは事実なんでありますが、今年度に

入ってからはどのようですかということはお尋ねに当てはまりませんけれども、これまでの

令和３年までの増加に対して、この教育委員会では事象をどのように受け止めていらっしゃ

って、今あるこの対応の事業、あるところを生かしましてどのような対応をさらに進めてい

かれるのかということについて答弁願います。 

○議長（古田秀文君） 教育次長 武井由典君。 

○教育次長兼学校教育課長（武井由典君） 教育委員会としてどのように受け止めているかと

いうことについてお答えをさせていただきます。 

 不登校については、全国的、全県的に増加傾向であり、美濃市で不登校が増加したことに

ついては、美濃市のみが特別に増加しているものではないと受け止めています。また、今話

題に上げていただきましたほほえみ登校推進事業や心の相談員設置事業については、不登校

や不登校傾向の児童・生徒に対する事業ですので、不登校が増加した要因とは関係ないと考

えております。 

 なお、昨年度、ほほえみ教室に通室していた児童・生徒は、本年度当初には全員が登校で

きるようになりましたので、こういった事業の目的としている不登校対応の成果は出ている

というふうに考えております。 

〔６番議員挙手〕 

○議長（古田秀文君） ６番 永田知子君。 

○６番（永田知子君） 今後とも動きについても、今の次長の説明から期待できる部分大いに

あり、このように判断いたします。 

 そこで１つだけ最後に、市長のお膝元である岐阜市のお話なんですが、岐阜市がつくって

おります草潤中学校、不登校の子たちが行く中学校３年間の学校があるんですね。そこでは

先ほど言いましたように、全てやっぱり100％、この不登校の子たちの声に耳を傾け、全て

のその学習内容も学習形態も、それから先生も、学校なら生徒は先生を選べない。しかし、

生徒が好きなように先生も選ぶ、学習内容も選ぶ、活動も選ぶ、でもそんなことでいいのか

ねと思えるほど、一度その不登校の心の縛りを開放するシステムを中心とした学校ができて

いるという事実が、これは2021年ですから、まだできて２年目の学校なんですけど、非常に

全国で初めてということで注目されておりますので、そこの主催者のコメントを聞きますと、

大いにこれからこういったことを参考にして各自治体でも生かされたらどうですかというメ

ッセージを発しておりますので、最後ですけれど、このことを紹介しながらいろいろ教えて

いただいた実情を把握できましたので、自分たちの置かれている立場において、子供だけを

見るんじゃなくて周囲全体の調和、バランスを心の叫び、言葉に、声に耳を傾けて、これか

ら努力しなきゃいけないということを改めて認識したということで、要望ではありませんけ

れども、これからの意識改革ということを明示できたということで、今回の私のこの点につ

いての質問を終わらせていただきます。 

 そこで３つ目です。最後になります。 
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 最後は適格請求書、インボイスの制度実施の対応についてであります。 

 先ほど服部議員も重ねておっしゃったので、また重なるうちはあるんですけれども、結局

今日もそうなんですけれど、商工会議所からのお知らせで岐阜新聞に折り込みが入っており

ました。2023年10月にインボイス導入の予定があって、３月31日までには申請書を税務署長

に提出しなきゃいけない。インボイス事業者としての登録と登録番号の通知を受ける必要が

ある。このことを知らせておって、その周知を図るために、12月は２回も人数限定ではあり

ますけど、事業環境変化対応型支援事業の一環として案内をされておりました。対象は、影

響を受ける中小・小規模事業者となっています。ちなみに市内の商店経営者をはじめ事業者

にインボイスを尋ねてみますと、「知らない、うちは関係ない」などと、とても関心は高く

ない、低いということがうかがえます。 

 インボイス導入によって事業者は値上げを検討せざるを得なくなり、最終的には私たち消

費者も負担増を避けられなくなります。税制は事業者だけの問題ではない、それによってど

のような影響を受けるのかしっかりと知って対応しなければなりません。 

 ９月議会の一般質問で約２か月たちました。答弁では、市内にはおおむね1,000事業者が

あり、そのうち国の課税事業者への転換見込み400ぐらい、導入によってそれによる税収約

6,160万という推察で産業部長から答弁が受けられましたが、この２か月間、全国ではイン

ボイスを知った多くの団体からは反対の声が次々と上がっております。 

 公益社団法人全国シルバー人材センター事業協会と各市町村のシルバー人材センターから

は、連名による要望書が議会にも届きました。内容は、安定的な事業運営が可能となる措置

の要望でありました。 

 一方政府は与党が11月25日、導入されれば消費税負担が発生して運営が困難になるという

ことから、国に約1,300か所あるシルバー人材センターを介して、働く人の契約形態を見直

す方向で検討していると言われています。また、激変緩和対応を余儀なくされて、小規模事

業者が消費税納入を選択した場合、来年10月以降３年間納税額を客から受け取った消費税の

２割に軽減する方針ですとか、１万円未満の取引はインボイスを不要として事務負担を緩和

するというような、新たな税負担を当面は軽くして円滑な導入を目指しているなどの導入に

向けての準備をしております。 

 そこで１つ目の質問なんですが、原則60歳以上の人に働く場所を提供している美濃市のシ

ルバー人材センターの会員というのは、経験を生かして多様な働きを提供されております。

元気に働ける高齢者が多い市の現状と、国の動向も明らかになりつつある現段階の人材セン

ターの要望に対する市の考えはどのようか、御答弁願います。 

○議長（古田秀文君） 産業振興部長 永田幸泰君。 

○産業振興部長（永田幸泰君） ただいまのインボイス制度についての１点目の御質問につい

てお答えいたします。 

 今回のシルバー人材センターの要望書は、インボイス制度の施行に当たり、公益社団法人

全国シルバー人材センター事業協会と各市町村のシルバー人材センターが連名で国や都道府
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県、市町村に対して提出されており、本市においては、11月４日付でこの要望を受けたとこ

ろでございます。 

 さて、インボイス制度は、消費者が支払った消費税が適正に納税されていないという課題

の解消施策でございます。今までは課税売上高が1,000万円以下の事業者の負担を軽減する

ために納税が免除されてきましたが、この制度が実施されることで、消費者が支払った消費

税が適正に納税されることとなるものであります。シルバー人材センターの要望書では、イ

ンボイス制度が施行された場合に発生する新たな税負担は死活問題となるため、安定的な事

業運営が可能となる措置を要望するとされていますが、市としては税負担への支援はできま

せん。 

 今後、市でできることとしまして、税務署や商工会議所が実施するインボイスに関するセ

ミナーや相談窓口の情報提供、また課税事業者になるために必要となる電算化、インボイス

の保存・記帳などの経理など、制度の施行に伴い新たに生ずる事務負担に対しての支援措置

を提言してまいります。 

 また、国では、シルバー人材センターと会員の契約形態の見直しも検討されているという

ことでございますけれども、今後こうした国などの動向にも注視して対応を検討してまいり

ます。 

〔６番議員挙手〕 

○議長（古田秀文君） ６番 永田知子君。 

○６番（永田知子君） 釈迦に説法みたいなので、素人の私がどうこう述べることではありま

せんが、今部長が説明していただけた部分において、ちょっと出口のほうについて述べさせ

ていただきますと、免税業者である現在のこの会員というのは、インボイスを発行できる課

税業者に転換する必要があるわけですね。そうすると、そこに依頼者にとっては新たな税負

担の理由で契約しなくなるんじゃないか、つまり仕事をもう頼まなくなるのではないか。こ

うなると、今度一体センターの運営というのは誰のためにあるのかなあと。センターは確か

に先ほどの死活問題だと言われている納税の義務は、ただ事務手続のことと管理に関係する

だけですから、納税の義務はありません。ところが、その依頼者のほうと事業者のほうの間

のところは、これまで三角関係の一点のそのセンターを通していたところがストレートに行

き交うことによって、じゃあなくなるかというと、逆にその業者の間にはやっぱり納税義務

が発生してくると、こういう出口のことで様々な問題が残って出てきますよということをち

ょっとここで改めて申し上げたいんですけれど、それで続いて、そのことを受けて２つ目の

質問に移ります。 

 東京商工リサーチ、これは８月末現在の調査では、これまでの岐阜県の法人登録数、全国

で第２位で48.2％で進んできております。あくまでも８月なんですけれど、個人登録の全国

平均数が42.4％ですから、岐阜県はそれよりも６％以上上にあるんだなということでいいん

ですが、さて個人企業では僅か9.9％という全国の平均であります。これは最下位の栃木県

では35.5％、今度この制度の理解に大きく地域間格差が生じているところを指摘されており
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ます。制度の開始後に、年間売上げが1,000万円以下で消費税の納入が免除される免税事業

者とは取引しないと回答した比率は約10％、１割あるわけですね。半数近くが検討中であっ

て今後は増える可能性があると、このように楽観的に見ることもできるわけです。 

 さて、そこで美濃市の現段階の法人登録率、あるいは個人企業の登録率はどのようか分か

るといいんですが、最も重視したいのは個人企業の登録率であります。８月時点の県の個人

企業の登録者の比率9.9％を当てはめると、今度どの程度の増加が見込めるか、これは全く

不明であります。不明なところを部長にどうなりますかとお尋ねするのは大変無礼な話で控

えますが、美濃市は個人企業や小規模事業者が少なくありません。全国平均の結果から推定

されるのは、美濃市内のそうした事業者が登録をしないまま期限が過ぎていってしまうとい

う場合であります。新しく起業しようとする家族協働の一人親方など、新しく起業しようと

する人たち、そうした事業者にとっても移行期間を設定し軽減内容が考慮されていても、そ

の後の安定した生活維持は可能かどうかが危惧されるわけです。インボイス制度の導入によ

って市内の事業者が倒産、廃業になれば、増収の見込みはなくなり、市民生活の利便性も損

なわれ、住んでよかったというまちのイメージからは遠のくばかりであります。 

 そこで、市の産業に関わる多方面の視点からインボイス導入後の美濃市について、どのよ

うにお考えになっているのか分かる範囲でいいんですけど、何もありませんだったらその回

答でも結構なんですが、一度市は、美濃市について近い将来像についてどのようにお考えに

なっているのか答弁願います。 

○議長（古田秀文君） 産業振興部長 永田幸泰君。 

○産業振興部長（永田幸泰君） ただいまの御質問についてお答えをいたします。 

 インボイス制度が実施された場合には、課税事業者、免税事業者を含めごく一部で取引先

をなくしたり、取引価格の見直しによる収入が減るなどの影響が出ることが想定されますけ

れども、美濃市の産業全体に大きく影響を受けることはないというふうに考えております。 

〔６番議員挙手〕 

○議長（古田秀文君） ６番 永田知子君。 

○６番（永田知子君） ９月には、にわか茶屋の農産物の生産業者、小規模経営者の例として

にわか茶屋の例が挙げられておりました。これは特別措置を講ずるということで、それに伴

った市側の負担についての検討を図ると、これがそのときの答弁でありました。他の事業は

じゃあどうなるのかと。大事なことは、激変緩和対応策に見る２点の対応がなされても、こ

れはあくまでも期間限定であります。６年過ぎれば今危惧していることがよみがえってくる

わけであります。遅かれ早かれ登録するかしないかを迫られることに違いはありません。こ

れが事業の死活問題につながるのです。 

 確かに個別の問題で、それに市がどう関わるかは問われないかもしれませんが、市民生活

は多くの事業者に支えられて今日私たちは毎日を営んでおります。倒産、廃業となれば市民

生活に不安が生じます。現段階、どこまで予想可能なのか、対策として図られることは何か、

国に要望することはないかなど、３月の締切りまでに市としての将来像の予測を示すことは



－８４－ 

できるのではないかと期待をするのであります。にわか茶屋の例に見られるように、他の中

小・小規模事業者を含めて検討していただくことを強く要望して、私の今回の３点の質問を

終わらせていただきます。失礼しました。 

○議長（古田秀文君） お諮りいたします。議事の都合により、明日から12月21日までの６日

間休会いたしたいと思います。これに御異議はありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（古田秀文君） 御異議がないものと認めます。よって、明日から12月21日までの６日

間休会することに決定いたしました。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

  散会の宣告 

○議長（古田秀文君） 本日はこれをもって散会いたします。 

 12月22日は午前10時から会議を開きます。当日の議事日程は追って配付いたします。 

 本日は御苦労さまでした。 

散会 午後３時13分  
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議 事 日 程（第３号） 
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第５ 議第57号 令和４年度美濃市下水道特別会計補正予算（第２号） 

第６ 議第58号 令和４年度美濃市介護保険特別会計補正予算（第３号） 

第７ 議第59号 令和４年度美濃市病院事業会計補正予算（第１号） 

第８ 議第60号 令和４年度美濃市上水道事業会計補正予算（第１号） 

第９ 議第61号 美濃市議会議員及び美濃市長の選挙における自動車の使用及びポスターの

作成の公営に関する条例及び美濃市議会議員及び美濃市長の選挙における

ビラの作成の公営に関する条例の一部を改正する条例について 

第10 議第62号 美濃市情報公開条例の一部を改正する条例について 

第11 議第63号 美濃市個人情報の保護に関する法律施行条例について 

第12 議第64号 美濃市情報公開・個人情報保護審査会条例について 

第13 議第65号 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する

条例について 

第14 議第66号 美濃市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例について 

第15 議第67号 美濃市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例に

ついて 

第16 議第68号 美濃市職員の降給に関する条例について 

第17 議第69号 議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例

について 

第18 議第70号 美濃市特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について 

第19 議第71号 美濃市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について 

第20 議第72号 美濃市パートタイム会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁償に関

する条例の一部を改正する条例について 

第21 議第73号 美濃市フルタイム会計年度任用職員の給与に関する条例の一部を改正する

条例について 

第22 議第74号 美濃市職員特殊勤務手当支給条例の一部を改正する条例について 

第23 議第75号 美濃市税条例等の一部を改正する条例について 

第24 議第76号 美濃市特定公共賃貸住宅管理条例及び美濃市営住宅管理条例の一部を改正

する条例について 

第25 議第77号 美濃市上水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例について 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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本日の会議に付した事件 

第１から第25までの各事件 

（追加日程） 

   市議第３号 美濃市議会の個人情報の保護に関する条例について 

   市議第４号 専決処分事項の指定についての一部改正について 

   市議第５号 帯状疱疹ワクチンへの助成並びに定期接種化を求める意見書 

   市議第６号 知的障がい者・知的障がい行政の国の対応拡充を求める意見書 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

出席議員（１３名） 

    １ 番   松 嶋 哲 也 君      ２ 番   須 田 盛 也 君 

    ３ 番   服 部 光 由 君      ４ 番   豊 澤 正 信 君 

    ５ 番   梅 村 辰 郎 君      ６ 番   永 田 知 子 君 

    ７ 番   古 田 秀 文 君      ８ 番   岡 部 忠 敏 君 

    ９ 番   辻   文 男 君      10 番   古 田   豊 君 

    11 番   太 田 照 彦 君      12 番   山 口 育 男 君 

    13 番   佐 藤 好 夫 君 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

欠席議員（なし） 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

説明のため出席した者 

  市 長  武 藤 鉄 弘 君    副 市 長  堀 部   勉 君 

                       市長公室長兼 
  教 育 長  島 田 昌 紀 君    秘 書 課 長  井 上 博 司 君 

                       民 生 部 長 
  総 務 部 長  纐 纈 敬 久 君    （福祉事務所長）  西 部 睦 人 君 

  産業振興部長  永 田 幸 泰 君    建 設 部 長  伊 藤   篤 君 

  会計管理者兼               教育次長兼 
  会 計 課 長  篠 田 博 史 君    学校教育課長  武 井 由 典 君 

                       民生部参事兼 
  美濃病院事務局長  林   信 一 君    保健センター所長  辻   幸 子 君 

  建設部参事兼               総務課長・ 
  都市整備課長  島 田 勝 美 君    選挙管理委員会  後 藤 尋 明 君 
                       事 務 局 長 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

職務のため出席した事務局職員 

  議会事務局長  柴 田 勝 己      議会事務局次長  佐 藤 和 仁 

  議会事務局 
  議事調査係長  内 藤 佳奈子 
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  開議の宣告 

○議長（古田秀文君） 皆さん、おはようございます。 

 議場内の皆さんにお願いします。携帯電話をお持ちの方は、マナーモードにするか、電源

をお切りくださるようお願いをいたします。 

 ただいまから本日の会議を開きます。 

開議 午前10時00分  

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○議長（古田秀文君） 本日の日程は、お手元に配付したとおり定めました。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

  第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（古田秀文君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 本日の会議録署名議員に、１番 松嶋哲也君、２番 須田盛也君の両君を指名いたします。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

  第２ 議第54号から第25 議第77号まで（委員長報告・質疑・討論・採決） 

○議長（古田秀文君） 日程第２、議第54号から日程第25、議第77号までの24案件を一括して

議題といたします。 

 これら24案件について、各常任委員会における審査の結果を求めます。 

 最初に、総務産業建設常任委員会委員長 梅村辰郎君。 

○総務産業建設常任委員会委員長（梅村辰郎君） 皆さん、おはようございます。 

 今期定例会において、総務産業建設常任委員会に審査を付託されました各案件につきまし

て、去る12月19日午前10時から、委員全員の出席を得まして委員会を開催いたしました。慎

重に審査を行いました、その経過と結果につきまして御報告を申し上げます。 

 最初に議第54号 令和４年度美濃市一般会計補正予算（第８号）中、総務産業建設常任委

員会の所管に関する事項を議題とし、関係職員から詳細にわたり説明を受け、質疑・応答の

後、討論なく、採決の結果、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

 次に議第56号 令和４年度美濃市農業集落排水事業特別会計補正予算（第２号）を議題と

し、関係職員から詳細にわたり説明を受け、質疑・討論なく、採決の結果、全員異議なく原

案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

 次に議第57号 令和４年度美濃市下水道特別会計補正予算（第２号）を議題とし、関係職

員から詳細にわたり説明を受け、質疑・討論なく、採決の結果、全員異議なく原案のとおり

可決すべきものと決定いたしました。 

 次に議第60号 令和４年度美濃市上水道事業会計補正予算（第１号）を議題とし、関係職

員から詳細にわたり説明を受け、質疑・討論なく、採決の結果、全員異議なく原案のとおり

可決すべきものと決定いたしました。 

 次に議第61号 美濃市議会議員及び美濃市長の選挙における自動車の使用及びポスターの

作成の公営に関する条例及び美濃市議会議員及び美濃市長の選挙におけるビラの作成の公営
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に関する条例の一部を改正する条例についてを議題とし、関係職員から詳細にわたり説明を

受け、質疑・討論なく、採決の結果、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いた

しました。 

 次に議第62号 美濃市情報公開条例の一部を改正する条例についてを議題とし、関係職員

から詳細にわたり説明を受け、質疑・討論なく、採決の結果、全員異議なく原案のとおり可

決すべきものと決定いたしました。 

 次に議第63号 美濃市個人情報の保護に関する法律施行条例についてを議題とし、関係職

員から詳細にわたり説明を受け、質疑・討論なく、採決の結果、全員異議なく原案のとおり

可決すべきものと決定いたしました。 

 次に議第64号 美濃市情報公開・個人情報保護審査会条例についてを議題とし、関係職員

から詳細にわたり説明を受け、質疑・討論なく、採決の結果、全員異議なく原案のとおり可

決すべきものと決定いたしました。 

 次に議第65号 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する

条例についてを議題とし、関係職員から詳細にわたり説明を受け、質疑・討論なく、採決の

結果、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

 次に議第66号 美濃市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例についてを議題と

し、関係職員から詳細にわたり説明を受け、質疑・応答の後、討論なく、採決の結果、全員

異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

 次に議第67号 美濃市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例に

ついてを議題とし、関係職員から詳細にわたり説明を受け、質疑・討論なく、採決の結果、

全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

 次に議第68号 美濃市職員の降給に関する条例についてを議題とし、関係職員から詳細に

わたり説明を受け、質疑・討論なく、採決の結果、全員異議なく原案のとおり可決すべきも

のと決定いたしました。 

 次に議第69号 議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例

についてを議題とし、関係職員から詳細にわたり説明を受け、質疑・討論なく、採決の結果、

全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

 次に議第70号 美濃市特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例についてを

議題とし、関係職員から詳細にわたり説明を受け、質疑・討論なく、採決の結果、全員異議

なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

 次に議第71号 美濃市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例についてを議題とし、

関係職員から詳細にわたり説明を受け、質疑・討論なく、採決の結果、全員異議なく原案の

とおり可決すべきものと決定いたしました。 

 次に議第72号 美濃市パートタイム会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁償に関

する条例の一部を改正する条例についてを議題とし、関係職員から詳細にわたり説明を受け、

質疑・討論なく、採決の結果、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしまし
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た。 

 次に議第73号 美濃市フルタイム会計年度任用職員の給与に関する条例の一部を改正する

条例についてを議題とし、関係職員から詳細にわたり説明を受け、質疑・討論なく、採決の

結果、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

 次に議第74号 美濃市職員特殊勤務手当支給条例の一部を改正する条例についてを議題と

し、関係職員から詳細にわたり説明を受け、質疑・応答の後、討論なく、採決の結果、全員

異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

 次に議第75号 美濃市税条例等の一部を改正する条例についてを議題とし、関係職員から

詳細にわたり説明を受け、質疑・討論なく、採決の結果、全員異議なく原案のとおり可決す

べきものと決定いたしました。 

 次に議第76号 美濃市特定公共賃貸住宅管理条例及び美濃市営住宅管理条例の一部を改正

する条例についてを議題とし、関係職員から詳細にわたり説明を受け、質疑・応答の後、討

論なく、採決の結果、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

 次に議第77号 美濃市上水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例についてを

議題とし、関係職員から詳細にわたり説明を受け、質疑・討論なく、採決の結果、全員異議

なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

 以上をもちまして、報告を終わります。 

○議長（古田秀文君） 次に、民生教育常任委員会委員長 佐藤好夫君。 

○民生教育常任委員会委員長（佐藤好夫君） 皆さん、おはようございます。 

 今期定例会において、民生教育常任委員会に審査を付託されました各案件につきまして、

去る12月20日午前10時から、委員５名の出席を得まして委員会を開催いたしました。慎重に

審査を行いました、その経過と結果につきまして御報告を申し上げます。 

 最初に議第54号 令和４年度美濃市一般会計補正予算（第８号）中、民生教育常任委員会

の所管に関する事項を議題とし、関係職員から詳細にわたり説明を受け、質疑・応答の後、

討論なく、採決の結果、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

 次に議第55号 令和４年度美濃市国民健康保険特別会計補正予算（第２号）を議題とし、

関係職員から詳細にわたり説明を受け、質疑・討論なく、採決の結果、全員異議なく原案の

とおり可決すべきものと決定いたしました。 

 次に議第58号 令和４年度美濃市介護保険特別会計補正予算（第３号）を議題とし、関係

職員から詳細にわたり説明を受け、質疑・討論なく、採決の結果、全員異議なく原案のとお

り可決すべきものと決定いたしました。 

 次に議第59号 令和４年度美濃市病院事業会計補正予算（第１号）を議題とし、関係職員

から詳細にわたり説明を受け、質疑・応答の後、討論なく、採決の結果、全員異議なく原案

のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

 以上をもちまして、報告を終わります。 

○議長（古田秀文君） 以上で、各常任委員会委員長の報告は終わりました。 
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 ただいまから委員長報告に対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

〔挙手する者なし〕 

○議長（古田秀文君） 特に質疑はないものと認めます。よって、委員長報告に対する質疑を

終わります。 

 これより討論を行います。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（古田秀文君） 特に討論はないものと認めます。 

 これをもって討論を終わります。 

 これより採決をいたします。 

 最初に議第54号について、各委員長報告は原案を可決であります。本案を各委員長報告の

とおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○議長（古田秀文君） 挙手全員であります。よって、議第54号は各委員長報告のとおり可決

いたしました。 

 次に議第55号について、委員長報告は原案を可決であります。本案を委員長報告のとおり

決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○議長（古田秀文君） 挙手全員であります。よって、議第55号は委員長報告のとおり可決い

たしました。 

 次に議第56号について、委員長報告は原案を可決であります。本案を委員長報告のとおり

決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○議長（古田秀文君） 挙手全員であります。よって、議第56号は委員長報告のとおり可決い

たしました。 

 次に議第57号について、委員長報告は原案を可決であります。本案を委員長報告のとおり

決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○議長（古田秀文君） 挙手全員であります。よって、議第57号は委員長報告のとおり可決い

たしました。 

 次に議第58号について、委員長報告は原案を可決であります。本案を委員長報告のとおり

決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○議長（古田秀文君） 挙手全員であります。よって、議第58号は委員長報告のとおり可決い

たしました。 
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 次に議第59号について、委員長報告は原案を可決であります。本案を委員長報告のとおり

決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○議長（古田秀文君） 挙手全員であります。よって、議第59号は委員長報告のとおり可決い

たしました。 

 次に議第60号について、委員長報告は原案を可決であります。本案を委員長報告のとおり

決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○議長（古田秀文君） 挙手全員であります。よって、議第60号は委員長報告のとおり可決い

たしました。 

 次に議第61号について、委員長報告は原案を可決であります。本案を委員長報告のとおり

決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○議長（古田秀文君） 挙手全員であります。よって、議第61号は委員長報告のとおり可決い

たしました。 

 次に議第62号について、委員長報告は原案を可決であります。本案を委員長報告のとおり

決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○議長（古田秀文君） 挙手全員であります。よって、議第62号は委員長報告のとおり可決い

たしました。 

 次に議第63号について、委員長報告は原案を可決であります。本案を委員長報告のとおり

決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○議長（古田秀文君） 挙手全員であります。よって、議第63号は委員長報告のとおり可決い

たしました。 

 次に議第64号について、委員長報告は原案を可決であります。本案を委員長報告のとおり

決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○議長（古田秀文君） 挙手全員であります。よって、議第64号は委員長報告のとおり可決い

たしました。 

 次に議第65号について、委員長報告は原案を可決であります。本案を委員長報告のとおり

決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○議長（古田秀文君） 挙手全員であります。よって、議第65号は委員長報告のとおり可決い

たしました。 

 次に議第66号について、委員長報告は原案を可決であります。本案を委員長報告のとおり
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決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○議長（古田秀文君） 挙手全員であります。よって、議第66号は委員長報告のとおり可決い

たしました。 

 次に議第67号について、委員長報告は原案を可決であります。本案を委員長報告のとおり

決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○議長（古田秀文君） 挙手全員であります。よって、議第67号は委員長報告のとおり可決い

たしました。 

 次に議第68号について、委員長報告は原案を可決であります。本案を委員長報告のとおり

決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○議長（古田秀文君） 挙手全員であります。よって、議第68号は委員長報告のとおり可決い

たしました。 

 次に議第69号について、委員長報告は原案を可決であります。本案を委員長報告のとおり

決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○議長（古田秀文君） 挙手全員であります。よって、議第69号は委員長報告のとおり可決い

たしました。 

 次に議第70号について、委員長報告は原案を可決であります。本案を委員長報告のとおり

決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○議長（古田秀文君） 挙手全員であります。よって、議第70号は委員長報告のとおり可決い

たしました。 

 次に議第71号について、委員長報告は原案を可決であります。本案を委員長報告のとおり

決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○議長（古田秀文君） 挙手全員であります。よって、議第71号は委員長報告のとおり可決い

たしました。 

 次に議第72号について、委員長報告は原案を可決であります。本案を委員長報告のとおり

決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○議長（古田秀文君） 挙手全員であります。よって、議第72号は委員長報告のとおり可決い

たしました。 

 次に議第73号について、委員長報告は原案を可決であります。本案を委員長報告のとおり

決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。 
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〔賛成者挙手〕 

○議長（古田秀文君） 挙手全員であります。よって、議第73号は委員長報告のとおり可決い

たしました。 

 次に議第74号について、委員長報告は原案を可決であります。本案を委員長報告のとおり

決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○議長（古田秀文君） 挙手全員であります。よって、議第74号は委員長報告のとおり可決い

たしました。 

 次に議第75号について、委員長報告は原案を可決であります。本案を委員長報告のとおり

決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○議長（古田秀文君） 挙手全員であります。よって、議第75号は委員長報告のとおり可決い

たしました。 

 次に議第76号について、委員長報告は原案を可決であります。本案を委員長報告のとおり

決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○議長（古田秀文君） 挙手全員であります。よって、議第76号は委員長報告のとおり可決い

たしました。 

 次に議第77号について、委員長報告は原案を可決であります。本案を委員長報告のとおり

決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○議長（古田秀文君） 挙手全員であります。よって、議第77号は委員長報告のとおり可決い

たしました。 

 これより暫時休憩します。 

〔追加議案配付〕 

休憩 午前10時20分  

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開 午前10時21分  

○議長（古田秀文君） ただいまから休憩前に引き続き会議を開きます。 

 ただいまお手元に配付いたしましたとおり、市議第３号から市議第６号までの４案件が提

出されました。 

 お諮りいたします。この際、これを日程に追加し、直ちに議題といたしたいと思います。

これに御異議はありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（古田秀文君） 御異議がないものと認めます。よって、これを日程に追加し、直ちに

議題とすることに決定いたしました。 
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――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

  市議第３号から市議第６号まで（提案説明・質疑・討論・採決） 

○議長（古田秀文君） 市議第３号から市議第６号までの４案件を一括して議題といたします。 

 職員の朗読を省略し、提出者の説明を求めます。 

 最初に、市議第３号及び市議第４号について、５番 梅村辰郎君。 

○５番（梅村辰郎君） それでは、市議第３号 美濃市議会の個人情報の保護に関する条例に

ついて御説明いたします。 

 赤スタンプ３の１ページから27ページと赤スタンプ４の１ページを御覧ください。 

 制定の趣旨は、議会が実施機関として規定されている美濃市個人情報保護条例が廃止され

ることに伴い、美濃市議会の個人情報の保護に関する条例を新たに制定するものであります。 

 主な制定内容としましては、第４条から第16条では個人情報等の取扱いについて、第17条

では個人情報ファイルについて、第18条から第43条については開示、訂正及び利用停止につ

いて、第44条から第46条では審査請求について、第53条から第57条では罰則についてを定め

てあります。 

 附則では、施行期日を令和５年４月１日としております。 

 以上で市議第３号の説明を終わります。御審議のほどよろしくお願いいたします。 

 続きまして、市議第４号 専決処分事項の指定についての一部改正について御説明いたし

ます。 

 赤スタンプ３の28ページと赤スタンプ４の２ページを御覧ください。 

 改正の趣旨としましては、美濃市営住宅管理条例及び美濃市特定公共賃貸住宅管理条例の

改正に伴い、管理上必要な措置を迅速に行うため、地方自治法第180条第１項の規定に基づ

き、市長において専決処分することができる事項を新たに指定するものであります。 

 改正の内容としましては、第７項は、市営住宅、改良住宅、特定公共賃貸住宅及び移住促

進住宅の管理上必要な訴えの提起、和解及び調停に関することを加えるものであります。 

 なお、附則では、この議決の効力は、令和５年４月１日から生ずるものとしております。 

 以上で市議第４号の説明を終わります。御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（古田秀文君） 次に市議第５号及び市議第６号について、８番 岡部忠敏君。 

○８番（岡部忠敏君） ただいま追加上程になりました市議第５号 帯状疱疹ワクチンへの助

成並びに定期接種化を求める意見書について、提案理由を説明いたします。 

 意見書文を朗読いたしまして、提案とさせていただきます。 

 お手元の議案集、赤スタンプ３番の30ページをお開きください。 

 帯状疱疹ワクチンへの助成並びに定期接種化を求める意見書。 

 帯状疱疹は、過去に水痘に罹患した者が、加齢や過労、ストレスなどによる免疫力の低下

により、体内に潜伏する帯状疱疹ウイルスが再燃し発症するものであります。 

 日本人では、50歳代から発症率が高くなり、80歳までに３人に１人が発症すると言われて

おり、治療が長引くケースや後遺症として痛みなどの症状が残るケースもある。 
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 この帯状疱疹の発症予防のために、ワクチンが有効とされているが、費用が高額になるこ

とから接種を諦める高齢者も少なくない。 

 帯状疱疹による神経への損傷によって、その後も痛みが続く「帯状疱疹後神経痛」と呼ば

れる合併症に加え、角膜炎、顔面神経麻痺、難聴などを引き起こし、目や耳に障がいが残る

こともあると言われている。 

 そこで、政府に対して、一定の年齢以上の国民に対するワクチンの有効性等を早急に確認

し、帯状疱疹ワクチンの助成制度の創設や予防接種法に基づく定期接種化を強く求める。 

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 

 令和４年12月22日、岐阜県美濃市議会。 

 提出先は、財務大臣、厚生労働大臣でございます。 

 続きまして、市議第６号 知的障がい者・知的障がい行政の国の対応拡充を求める意見書

について、提案理由を説明いたします。 

 意見書文を朗読しまして、提案とさせていただきます。 

 議案集の32ページをお開きください。 

 身体障がい者は「身体障害福祉法」で定義され、精神障がい者は「精神保健及び精神障害

者福祉に関する法律」で定義されている。ところが、知的障がい者に関しては、「知的障害

者福祉法」で知的障がい者に対する福祉サービスが規定されているものの、知的障がい、あ

るいは知的障がい者の定義は規定されていない。 

 また、身体障がい者、精神障がい者、知的障がい者の手帳制度について、身体障がい者と

精神障がい者の手帳は、法律に基づき交付・運営されているが、知的障がい者の療育手帳の

制度は、厚生事務次官通知に基づき各都道府県知事等の判断により実施要項を定め、交付・

運営されている。 

 知的障がい者については自治体により障がいの程度区分に差があり、また各判定機関にお

けるボーダーラインにも差が生じている。自閉症の方への手帳交付は、都道府県によって対

応が異なっている。 

 実際に、「精神障害者保健福祉手帳」を交付するところ、「療育手帳」を交付するところ、

その両方を交付するところなど、様々な自治体がある。 

 よって、政府に対し、国際的な知的障がい者の定義や、自治体の負担等も踏まえた判定方

法や基準の在り方の検討を踏まえて、知的障がい行政・手帳制度を、国の法律による全国共

通の施策として展開することを強く求める。 

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 

 令和４年12月22日、岐阜県美濃市議会。 

 提出先は、厚生労働大臣でございます。 

 以上、御審議をお願いしまして、採択いただきますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（古田秀文君） 以上で４案件の説明は終わりました。 

 なお、本議案の質疑及び討論の通告は事務局へ御提出ください。 
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 これより議案精読のため、暫時休憩いたします。 

休憩 午前10時33分  

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開 午前10時51分  

○議長（古田秀文君） ただいまから休憩前に引き続き会議を開きます。 

 これより質疑を行います。 

 質疑の通告がありますので、これを許します。 

 ３番 服部光由君。 

○３番（服部光由君） おはようございます。 

 私は、市議第６号 知的障がい者・知的障がい行政の国の対応拡充を求める意見書につい

て、質疑を行います。 

 質疑についてですが、１つは、市議第６号の文面の中に、知的障がい者の療育手帳の制度

は、厚生事務次官通知に基づき各都道府県知事等の判断により実施要項を定め、交付・運営

されている、このように意見書の文面には書かれております。岐阜県美濃市について、この

療育手帳の中身をどの程度御理解していただいて、こういった各自治体による大きな差があ

るというふうにされているのかお問合せいたします。障がい者の区分も違うと思いますが、

岡部議員に答弁を求めます。よろしくお願いします。 

○議長（古田秀文君） ８番 岡部忠敏君。 

○８番（岡部忠敏君） お答えします。 

 障がい者のうちの知的障がいのほうですね。知的療育手帳をもらっている方は、約２万人

弱というふうに聞いております。これは令和元年度末現在でございます。以上です。 

〔３番議員挙手〕 

○議長（古田秀文君） ３番 服部光由君。 

○３番（服部光由君） ありがとうございました。 

 この２万人という数字は全国の数字なのか、岐阜県の数字、私がお聞きしたかったのは、

岐阜県や美濃市の療育手帳を取得されている人数のことなんですが、岡部議員は多分この２

万人という数字だけしかお手元にないと思いますから、私が調査した段階で発言しますが、

岐阜県はＡ１からＡ２、Ｂ１、Ｂ２の４ランクで療育手帳の支給をしているというふうに私

は確認しておりますが、また美濃市においては、今年の３月末の時点で、この療育手帳の取

得者は194人になっている、このように思っております。 

 なぜこういった質問を冒頭で行ったのかということでいうと、全国一律でこういった意見

を求める中身についていえば、まず自分の自治体の対応がどうなのか、岐阜県がどうなのか、

こういったことで、そこにどういった問題があるのかということも含めて自覚されてこうい

った提案を出されると思ったんですが、残念ながらそういったことはされていないような形

での提案となったというふうな認識にならざるを得ません。 

 次に２番目の質問ですけれど、表題にもあるように、知的障がい者・知的障がい行政の国
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の対応拡充を求める、このような意見書になっておりますが、対応拡充というのはどういう

ことを具体的に求めようとしているのか御答弁願います。 

○議長（古田秀文君） ８番 岡部忠敏君。 

○８番（岡部忠敏君） 質問の具体的拡充という点ですけれども、この３つの障がいがここで

はうたっています。身体障がいと精神障がい、そして知的障がい。この知的障がいだけが都

道府県で行われている、療育手帳を交付されています。これでは都道府県のほうの負担もあ

りますが、それぞれの都道府県で判定基準が変わって、その判定がばらつきが出てきます。

そのためにこの知的障がいの定義と、そして自治体ごとの判定の方法やその基準の在り方を

検討していっていただきたいと。そして、国によって一括した障がい者の不平等でない運営

と交付を行っていただきたいということであります。 

〔３番議員挙手〕 

○議長（古田秀文君） ３番 服部光由君。 

○３番（服部光由君） 答弁ありがとうございました。 

 いずれにも２点の質問に対して、具体的な対応がなかなか答弁が聞かれなかったのは少し

残念だなあというふうに思っております。 

 突然の意見書の提案及び私の突然の質疑をやらざるを得なくなったという状況もあって、

十分な質問もできませんですが、取りあえずは今の２点の質問について、岐阜県と美濃市の

状況を聞いたのに、多分これは全国のかなあ、県の障がい者の手帳の配付なのかよく分かり

ませんけれど、そういう対応とか、それから具体的にどういった対応拡充なのかということ

も具体化がほとんどなかったというふうに思って、極めて残念に思いますが、これをもちま

して私の質疑を終わらせていただきます。ありがとうございました。 

○議長（古田秀文君） 通告による質疑は終了いたしました。 

 ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（古田秀文君） ほかに質疑はないものと認めます。 

 これをもって質疑を終わります。 

 お諮りいたします。ただいま議題の４案件については、委員会付託を省略いたしたいと思

います。これに御異議はありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（古田秀文君） 御異議がないものと認めます。よって、ただいま議題の４案件につい

ては委員会付託を省略することに決定いたしました。 

 これより討論を行います。 

 討論の通告がありますので、これを許します。 

 ３番 服部光由君。 

○３番（服部光由君） 私は、市議第６号 知的障がい者・知的障がい行政の国の対応拡充を

求める意見書に対して、反対意見を述べます。 
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 まず第１に、先ほど私がこの意見書についての具体的な中身について質問しましたが、実

際には具体的な中身がほとんど話されない、こういった状況があります。これは、いきなり

ということもあって十分な討議がされていないという中身と、もう一つが、この提案された

意見書そのものが極めて不十分な中身ではないかと、このように考えております。 

 そもそも市議会議員は、地方の住民の意見を幅広く真剣に取り上げて、それを行政に反映

し、また国にも持っていく、こういったことが求められる内容ではないかというふうに思っ

ております。一概に国による共通の施策として展開するこの知的障がい行政そのものを一律

的に進行していくということ自体が大きな無理がある、このように考えております。 

 そもそも国の今の行政が福祉切り捨て行政になっているということから考えてみても、こ

ういったことは非常に危険な状況ではないかと。むしろ私どもは、岐阜県や美濃市での知的

障がい者に対する程度区分や判定はどうなっているのかと。今岐阜県は４つの区分をしてお

りますが、どんな課題があるのか。また、知的障がい者、精神障がい者、自閉症などを例に

挙げておりますが、それらの障がいが重複しているケースが多く、その程度も様々でありま

す。もちろん身体障がい者の場合も重複しているケースは多々あり、その場合どのように整

理しようとしているのか、現在そうした場合、重複した困難に対して支援、福祉サービスが

使えるか、どのようになっているか、こういったことを具体的な調査によって調べ、その問

題点を明らかにして解決していく、こういった方向性が望まれるわけではないでしょうか。 

 主に医学的な程度区分や判定基準はできたとしても、知的以外の様々な状態で、個々の状

態は様々で、その人に必要な支援内容、福祉サービスを決定するには生活環境や障がいの特

性を十分配慮する必要があるのではないか、このように思っております。 

 そうであるなら、全国一律な基準づくりを優先される今回の意見書は、あまりにも機械的

で、対応を促してしまっている、必要な支援をするための足かせとなってしまう可能性もあ

り賛成できません。具体的な支援の拡充、福祉施策の拡充を求めたことは大切ではないか、

このように思っています。また、そのために美濃市における支援の現状と課題を私たちが知

ることこそが大切ではないか、このように考えております。この意見書を出す前に、議員と

してもっと実態把握に私たちは努める必要があるのではないか、このように思っております。 

 また、意見書の中身において、先ほども質問しましたが、対応拡充を求める、このように

述べておりますが、何をどう対応するのか、このことも明確になっておりません。拡充とい

っても、知的障がい者の定義や基準の在り方を全国共通にしてと述べておりますが、対応拡

充を求めるというなら障がい者の支援、福祉サービスの拡充を求めるのが最優先ではないか、

このように考えております。むやみに国による一律の対応、共通の施策として実施すること

を求めるような意見書については、強く反対せざるを得ません。 

 簡単ではありますが、以上をもちまして、私はこの市議第６号の知的障がい者・知的障が

い行政の国の対応拡充を求める意見書の提出には反対いたします。 

○議長（古田秀文君） 次に、６番 永田知子君。 

○６番（永田知子君） 失礼します。 
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 私は今回、岡部議員からなされました市議第６号 知的障がい者・知的障がい行政の国の

対応拡充を求める意見書についての反対の立場で討論を行います。よろしくお願いします。 

 反対の理由、１つ、実はこれを受けたのが、私が初めてこの文面を見ましたのが一昨日、

12月20日であります。けれど、この内容を読ませていただくに当たり、意見書を提出するに

全面的に反対ですというものではありません。理由をつぶさに探っていきますと、１つはあ

まりにも審議する時間がなかったということです。もちろんその文面に対して、提案者であ

る岡部議員にもお尋ねをしました。それは先ほど服部議員が行われた部分と重複する部分も

あります。よって、先ほどの答弁の中で一部理解することができましたが、一昨日において

は、やっぱり私が知りたかったのは、この意見書を国に出すという、その根拠になる部分、

一番知りたい部分が県及び美濃市の実態であります。 

 私たちが日頃よく関知できる状況にあれば別なんですけれど、各関係の施設ですとか対応

なさってこられている、今成長期にある学校現場等においても、この定義を全国一律で定め

るということに至るいろんな支障が、どんなところでどのように起きているのかをやっぱり

知った上でしっかりと意見書を提出していく、市民の声の代表である議員でありたいと、ま

ずその責任において一番自分に自問するところがあったんですが、残念ながらその自分に十

分に理解できる質問に対するお答えではなかったです。 

 そして、その場でもそうですけど、審議にかかる時間というのは、もっともっとこの文面

を今のように読み取りながら進めていく必要があった。ですから、今回は時間がなかったと

いうことを一つの理由もありますけれど、やはりこの意見書提出については十分なる準備が

必要であるということで、議員である自分の立場も踏まえまして、今回においてはその時間

が足りなかった、理解に不十分さが残るということで反対の理由の一つにあります。 

 それから、２つ目なんですけれど、このボーダーラインというところと、それから自閉症

というところと、それから療育手帳の交付対応ということについてのキーワードが残ってい

ますが、今私たちの身の回りには、この自閉症だけではなく例えばＡＤＨＤとか、アスペル

ガー症候群とかいろんなことが出ております。職場でもそうですし、それから学校もそうで

すし、いろんなところで私たちは理解を深めながら、その人たちと望ましい人間関係をつく

っていこうという努力もなされております。だからといってその定義は、知的障がいという

のは非常に難しい。厚労省が今までやってこなかったということは、やってこなかったんじ

ゃなくて、やりにくい部面を持っているんじゃないかということなんです。 

 短い時間でしたけど、そのことに関しまして専門家の御意見をどう思いますかと、このこ

とじゃなくてどう思いますか、なぜ定義がされないんでしょうね、区分がないんでしょうね

ということをお尋ねしたところ、それはどんどん裾広がりで今広がっていると、定義という

ことは一律というある程度の目安、基準ということになるんですけど、もしそうした場合に、

簡単に手帳交付はなされているんだけど、自治体による違いがあるということは、やはり自

治体による実態の違いも大きく作用しているのではないか。 

 先ほど不平等なことが起きているという岡部議員の答弁の中にありましたが、それができ
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ているのはなぜかというと、不平等が生じていると、じゃあその不平等を解決するには定義

づけしてそれでやればどこもできるかというと、簡単にそれはいかないと私は推定します。 

 よって、やっぱり時間をかけ、この実態を我々市民含めてしっかりと把握した上での意見

書提出はやぶさかではありませんので、今回この２つの理由によって、ただ、自閉の方への

交付手帳と今回は一つの例が出ておりますけれども、けどやっぱり交付されない方々の声も

十分聞きながら、どこがもっと大事にされなきゃいけないかという具体性を持って臨みたい

と思いますので、今回この２つの理由でもって反対を表明いたします。 

 以上でもって、私の反対討論を終わります。 

○議長（古田秀文君） 通告による討論は終了いたしました。 

 ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（古田秀文君） ほかに討論はないものと認めます。 

 これをもって討論を終わります。 

 これより採決いたします。 

 市議第３号について、原案のとおり可決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○議長（古田秀文君） 挙手全員であります。よって、市議第３号は原案のとおり可決いたし

ました。 

 次に市議第４号について、原案のとおり可決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○議長（古田秀文君） 挙手全員であります。よって、市議第４号は原案のとおり可決いたし

ました。 

 次に市議第５号について、原案のとおり可決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○議長（古田秀文君） 挙手全員であります。よって、市議第５号は原案のとおり可決いたし

ました。 

 次に市議第６号について、原案のとおり可決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○議長（古田秀文君） 確認のため、そのままでお願いいたします。 

 ありがとうございます。挙手多数であります。よって、市議第６号は原案のとおり可決い

たしました。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

  閉会の宣告 

○議長（古田秀文君） 以上をもちまして、この定例会の会議に付議された案件は全て議了い

たしましたので、これをもって本日の会議を閉じ、令和４年第５回美濃市議会定例会を閉会

いたします。 
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閉会 午前11時17分  

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

  市長挨拶 

○議長（古田秀文君） 閉会に当たり、市長の挨拶があります。 

 市長 武藤鉄弘君。 

○市長（武藤鉄弘君） 皆さん、おはようございます。 

 令和４年第５回美濃市議会定例会の閉会に当たりまして、一言御挨拶を申し上げます。 

 このたびの定例会におきましては、令和４年度美濃市一般会計補正予算をはじめ25件の議

案につきまして、慎重に審議を賜り、いずれも全員賛成ということで原案どおり議決いただ

きました。誠にありがとうございました。また、今は市議会提案の４議案につきましても、

いずれも賛成ということで許されました。おめでとうございました。 

 先ほど言いましたように、今回の一般会計補正予算をはじめ25件の議案につきましては、

引き続き適正かつ迅速な事務事業の執行に努めるとともに、会期中に議員各位から賜りまし

た御意見、御要望につきましても十分に検討し、市民への行政サービスの向上に、あるいは

地域の活性化のところにつなげてまいりますよう努めてまいりたいと思っております。 

 最近新聞では、国の補正予算あるいは当初予算の話題が多く載っておりますけれども、現

在補正予算につきましては、市のほうでその予算内容につきまして精査をしております。本

年度中に着手が必要な事業、あるいは本年度財源充当に使える事業、こんなことを検討して

おりまして、できるだけ外部資金の導入を含めて市の行政サービスの向上に努めてまいりた

いというふうに思っています。また、本年度予算への追加補正という必要性がございました

ら、年明けの早い時期に御提案できるよう準備を進めてまいりたいと思っております。また、

まとまり次第、議員各位には御説明をさせていただきながら御協力賜りますようお願いを申

し上げたいと思います。 

 さて、来年のえとは癸卯（みずのとう）ということであります。物事の始まりと終わりを

意味する癸と、安全や温和、また跳ね上がるという意味のある卯、この組合せから、これま

での努力が実を結び、勢いよく成長し、飛躍する年となると言われております。 

 新型コロナウイルス感染症の影響により、いまだにコロナ禍の前の市民生活には完全に戻

っておりませんけれども、来年は市民一人一人の努力が実を結び、さらに美濃市が成長、飛

躍できますよう、私自身も全身全霊を傾け、引き続き職員と一丸となりまして市政進展に努

めてまいる所存でございます。 

 令和４年も残すところあと10日となりましたし、天気予報ではクリスマス大寒波というこ

とも言われております。ぜひ議員の皆様には、この一年間、市政進展のために御協力と御活

躍を賜り、心より感謝を申し上げるとともに、これから年の瀬に向けて何かと忙しくなり、

心身ともに落ち着かない日々がしばらく続くと思われますが、そしてさらには寒さも一段と

厳しくなってまいります。なお一層お体に御自愛いただき、御家族と共に健康で輝かしい新

年を迎えられますよう、また市民の皆様の御健勝と安全を御祈念申し上げまして、閉会の御
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挨拶とさせていただきます。一年間誠にありがとうございました。 

○議長（古田秀文君） 本定例会には、令和４年度美濃市一般会計補正予算をはじめ重要案件

が提出されましたが、議員各位の熱心な審議により、ここに全ての案件を議了することがで

きました。議事運営に対する御協力に対し、厚くお礼を申し上げます。 

 執行部におかれましては、成立した案件の執行に当たり、議会の意向を十分に尊重されま

して、市政進展に尽くされますようお願いを申し上げます。 

 なお、本年も残すところ僅かになりました。美濃市においても新型コロナウイルス感染症

の新規陽性者が高い水準で報告されています。現在県下には、岐阜県医療ひっ迫警戒宣言が

発出中であります。このようなコロナ禍でありますが、感染対策の徹底と社会経済活動の回

復の両立に向け、力を合わせていきたいと思います。 

 年末年始におきましても、マスクの着用、手洗い、手指消毒、３密を避けるなど基本的な

感染予防に取り組んでいただき、また事故等にも十分御注意くださいまして、輝かしい新年

をお迎えくださいますことを祈念申し上げまして、閉会といたします。 

 本日は御苦労さまでした。 
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 前記のとおり会議の次第を記載し、その相違ないことを証するため、ここに署名する。 

 

令和４年12月22日 

 

 

        美濃市議会議長     古  田  秀  文 

 

 

        署 名 議 員     松  嶋  哲  也 

 

 

        署 名 議 員     須  田  盛  也 
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総務産業建設常任委員会審査報告書 

 

 委員会に付託の事件は、審査の結果下記のとおり決定したから会議規則第101条の規定に

より報告します。 

記 

事件の番号 件        名 結 果 

議 第 5 4 号 令和４年度美濃市一般会計補正予算（第８号）中、所管部に関

する事項 

原案可決 

議 第 5 6 号 令和４年度美濃市農業集落排水事業特別会計補正予算（第２

号） 

原案可決 

議 第 5 7 号 令和４年度美濃市下水道特別会計補正予算（第２号） 原案可決 

議 第 6 0 号 令和４年度美濃市上水道事業会計補正予算（第１号） 原案可決 

議 第 6 1 号 美濃市議会議員及び美濃市長の選挙における自動車の使用及び

ポスターの作成の公営に関する条例及び美濃市議会議員及び美

濃市長の選挙におけるビラの作成の公営に関する条例の一部を

改正する条例について 

原案可決 

議 第 6 2 号 美濃市情報公開条例の一部を改正する条例について 原案可決 

議 第 6 3 号 美濃市個人情報の保護に関する法律施行条例について 原案可決 

議 第 6 4 号 美濃市情報公開・個人情報保護審査会条例について 原案可決 

議 第 6 5 号 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整

備に関する条例について 

原案可決 

議 第 6 6 号 美濃市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例につい

て 

原案可決 

議 第 6 7 号 美濃市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正

する条例について 

原案可決 

議 第 6 8 号 美濃市職員の降給に関する条例について 原案可決 

議 第 6 9 号 議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改

正する条例について 

原案可決 
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議 第 7 0 号 美濃市特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

について 

原案可決 

議 第 7 1 号 美濃市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について 原案可決 

議 第 7 2 号 美濃市パートタイム会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費

用弁償に関する条例の一部を改正する条例について 

原案可決 

議 第 7 3 号 美濃市フルタイム会計年度任用職員の給与に関する条例の一部

を改正する条例について 

原案可決 

議 第 7 4 号 美濃市職員特殊勤務手当支給条例の一部を改正する条例につい

て 

原案可決 

議 第 7 5 号 美濃市税条例等の一部を改正する条例について 原案可決 

議 第 7 6 号 美濃市特定公共賃貸住宅管理条例及び美濃市営住宅管理条例の

一部を改正する条例について 

原案可決 

議 第 7 7 号 美濃市上水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例

について 

原案可決 

 

  令和４年12月19日 

総務産業建設常任委員会委員長 梅 村 辰 郎  

美濃市議会議長 古 田 秀 文 様 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

民生教育常任委員会審査報告書 

 

 委員会に付託の事件は、審査の結果下記のとおり決定したから会議規則第101条の規定に

より報告します。 

記 

事件の番号 件        名 結 果 

議 第 5 4 号 令和４年度美濃市一般会計補正予算（第８号）中、所管部に関

する事項 

原案可決 

議 第 5 5 号 令和４年度美濃市国民健康保険特別会計補正予算（第２号） 原案可決 

議 第 5 8 号 令和４年度美濃市介護保険特別会計補正予算（第３号） 原案可決 

議 第 5 9 号 令和４年度美濃市病院事業会計補正予算（第１号） 原案可決 



－１０８－ 

 

  令和４年12月20日 

民生教育常任委員会委員長 佐 藤 好 夫  

美濃市議会議長 古 田 秀 文 様 

 

 


